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○日 時 令和７年３月12日 午前10時00分開会 

○場 所 議 場 

○議 件 

１.令和７年度予算等審査について 

─────────────────────── 

○出席委員（15名） 

委  員  長   井 戸 達 也 

副 委 員 長   金 兵 智 則 

委     員   石 垣 直 樹 

          小田部   照 

          栗 田 政 男 

          里 見 哲 也 

澤 谷 淳 子 

立 崎 聡 一 

永 本 浩 子 

深 津 晴 江 

古 田 純 也 

古 都 宣 裕 

松 浦 敏 司 

村 椿 敏 章 

山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名）              

─────────────────────── 

○議 長   平 賀 貴 幸 

─────────────────────── 

○説明のため出席した者 

 市 長   水 谷 洋 一 

 副 市 長   後 藤 利 博 

 企 画総務部長   秋 葉 孝 博 

 企画総務部参事監   小 松 広 典 

 市 民環境部長   田 邊 雄 三 

 新庁舎開設準備室長   武 田 浩 一 

 会 計 管 理 者   野 呂 俊 広 

 企 画調整課長   佐々木   司 

 情 報政策課長   高 橋   剛 

 総 務防災課長   日 野 智 康 

 総務防災課参事   阿 部 昌 和 

 職 員 課 長   高 橋 健 司 

 財 政 課 長   小 西 正 敏 

 税 務 課 長   稲 垣 一 寿 

 デジタル化推進室参事   山 縣 叔 彦 

 市民活動推進課長   田 中 靖 久 

 戸 籍保険課長   渡 邉 眞知子 

 新庁舎開設準備室参事   遠 藤 崇 哲 

 新庁舎開設準備室参事   渡 辺   昭 

………………………………………………………… 

 監 査事務局長   高 橋   勉 

………………………………………………………… 

 選挙管理委員会事務局長   高 井 秀 利 

─────────────────────── 

○事務局職員 

 事 務 局 長   岩 尾 弘 敏 

 事 務 局 次 長   石 井 公 晶 

 総 務議事係長   和 田   亮 

 総 務 議 事 係   早 渕 由 樹 

       係   山 口   諒 

─────────────────────── 

午前10時00分開議 

○井戸達也委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は15名で、全委員が出席してお

ります。 

ただいまから、令和７年度予算等審査特別委員

会を開会いたします。 

 それでは、初めに、当委員会の進め方について

説明いたします。 

 まず、委員の方は挙手をして委員長に発言の許

可を求め、自席のマイクで着席したまま質疑を行

い、答弁を聞いてください。 

 説明員の方は座席の列ごとにマイクを用意して

あります。同様に、挙手をして委員長に発言の許

可を求め、自席に着席したまま答弁をお願いいた

します。 

なお、関連質疑の場合は、同一会派の委員に限

り、主質疑者の同意の下、委員長に許可を求め自

席から質疑を行うことといたします。 

 次に、質疑応答時間の関係でありますが、場内

の二つのモニターに時間の経過を残り時間で表示

いたします。残り時間が５分となりましたら、時

間の表示が白色からだいだい色に変わってブザー

が鳴ります。その後、質疑開始から１時間が経過

し、残りがゼロ分になりますとブザーが鳴り、時
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間の表示がだいだい色から赤色に変わります。こ

れにより超過している時間が引き続き表示されま

す。委員の皆様には、時計の経過を見計らいなが

ら質疑を行っていただきます。 

新議場での初めての予算特別委員会であります

ことから、運営に際しましては、委員と理事者皆

様の御協力をお願いいたします。 

 それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳入のうち、一般財源となる歳入と、一般会計

の歳出のうち、議会費、総務費、消防費、公債

費、諸支出金、予備費及びその特定財源に関する

歳入の細部質疑に入ります。 

それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたし

ます。 

○里見哲也委員 おはようございます。 

まず、今日は歳入のところから伺いたいのです

が、説明書の34ページ、予算資料では２ページに

なりますが、20款の繰入金について伺います。 

７年度23億円、現年度24億5,900万円というふ

うに、それよりもっと前の年よりは高額かなと感

じるのですけれども、この繰入金がいろいろな歳

出の特定財源になっているかと思うのですけれど

も、繰入金としての主な内訳といいますか、35

ページにも内訳を書いてはいますが、ふるさと寄

附あたりでどのような内訳になっているのか教え

てください。 

○小西正敏財政課長 基金繰入金、ふるさと寄附

基金繰入金の内訳ということでございますが、寄

附目的に沿う事業に基金を活用しているものでご

ざいまして、給食費の無償化、こども医療費の無

料化、路線バス・どこバスの運行支援など市民の

生活や産業の振興などに資する取組に繰入れを

行っております。 

 その他、令和７年度は、酒蔵建設用地の整備、

こども発達支援センターの整備などに活用を行っ

ております。 

○里見哲也委員 いろいろな事業を、独自の事業

をやるときのための大切な財源になっていると思

いますけれども、先ほどもちょっとお話しした昨

年の金額の規模と同程度ということの中では、寄

附として入ってくる金額と比べて、このように出

ていく金額ですね、これは歳入ですけれども、出

ていくための財源として、入ってくる金額と比べ

て使う金額が多ければ基金残高が少なくなって

いっているかなと感じるのですけれども、蓄えで

もある基金残高の推移についてお知らせくださ

い。 

○小西正敏財政課長 一般会計全体の基金残高と

いうことで申し上げさせていただきます。 

 残高の推移でございますけれども、令和４年度

末は約66億7,500万円、令和５年度末は約56億

6,900万円となっております。 

 今後の残高につきましては、決算数値になりま

すので、あくまで見込みの数値となりますけれど

も、令和６年度末は約51億500万円、令和７年度

末は約42億4,500万円を見込んでいるところでご

ざいます。 

○里見哲也委員 残高を見ながら事業をやってい

る部分もあるのかなと想像をしますが、残高が総

体で減っていくことに対しては少し不安も感じま

すけれども、その部分、ふるさと寄附金のＰＲ収

入のようなところで挽回していく全体の中の収支

なのかなと改めて感じるところです。 

 昨日までの代表質問の中で、中期財政収支見通

し、これは新聞等でも書かれていましたけれど

も、今後５年間で21億円弱の不足が生じるという

ような報道がされている一方で、こういった基金

残高があるのだということは、それを補う安心材

料かなと理解しているのですが、ちょっと大ざっ

ぱかもしれないですけれども、そういうような理

解でよろしいでしょうか。 

○井戸達也委員長 マイクを若干近づけていただ

いて、質疑者そして説明員ともに聞こえやすいよ

うな形でやり取りをお願いいたしたいと思いま

す。 

○小西正敏財政課長 委員お見込みのとおり、中

期財政収支見通しの中で、５か年間の収支を把握

しておりまして進めております。その中で、基金

残高につきましても想定をしながら運営をしてい

るところでございます。 

○里見哲也委員 ありがとうございます。 

 中期財政収支見通しについては、毎年洗い替え

されているので、こういったことを将来と現年度

の結果などを見ながら、改めて見直しているとい

うことで、網走市の財政についてはキャッシュ・

フローというか、現金の動くところについては、

安心できるのだなということを改めて確認させて

いただきました。ありがとうございます。 

 続いて、歳出のほうを伺いたいと思います。 

 説明書では47ページ、資料では25ページの新庁



 

－ 5 － 

舎開庁記念事業について伺います。 

 これは去年とかはなくて、今年単年度かと理解

しますけれども、金額もある程度大きいので、事

業の内容についてお知らせください。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 新庁舎開庁を記

念し、市役所を市民の集まる場所として活用いた

だくため、中心市街地で開催される夏まつりま

で、土曜日または日曜日に、新庁舎を活用した自

主的な活動を行うきっかけとして６回イベントを

開催いたします。 

１回目は、４月26日に、開庁記念のお祝いのイ

ベントとして、市、網走中央商店街振興組合、網

走商工会議所の連携で、駐車場を会場として開催

します。内容的には、開庁記念オープニングセレ

モニーとして、祝いの詩吟、鏡開き、餅まき、お

菓子まき、ステージイベントなどを予定しており

ます。 

 ２回目は、５月18日に、網走市観光協会、ニポ

ネ応援プロジェクトの協力で、駐車場を会場とし

て開催し、ふわふわドーム、ニポネの着ぐるみス

テージイベントなどを予定しています。 

３回目は、６月14日に、北海道日本ハムファイ

ターズ網走後援会によるパブリックビューイング

によるビールパーティーを駐車場で予定しており

ます。 

 ４回目は、６月28日に、警察、自衛隊、消防な

ど働く車の展示、各機関の制服試着、写真撮影、

各機関ゆるキャラと遊ぼうなどを予定しており、

また、新庁舎が一時避難所となっており、防災ラ

ジオの貸与と一時避難所の開設訓練を予定してい

ます。また、飲食店等の出店なども行い、当日は

ＦＭあばしりの公開放送、陸上自衛隊音楽隊によ

るコンサートも調整しています。 

第５回目は、７月５日に、新庁舎開設時に寄贈

されたピアノを活用し、ピアノ系配信者インフル

エンサーによるピアノコンサートを市民ホールで

行います。 

第６回目は、７月13日に、市民サークルなどの

発表の場として、市民ホールを会場で予定してお

ります。 

今回の開庁記念事業には、網走信金から新庁舎

開庁イベントに活用してほしいと200万円の寄附

金を受けており、それを充当しております。 

そのほかに、５月15日に、ピアノを活用したも

のとして、市民ロビーを活用してイベントを実施

したいという申出がありましたので、こちらにつ

いても行うことになりまして、随時そういうよう

な申出については受け付けておりますので、何か

ありましたら、総務防災課のほうに御連絡いただ

ければと思います。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時12分 休憩 

───────────────────────── 

午前10時17分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 質疑を続行いたします。 

○里見哲也委員 様々な企画があると理解しまし

た。金額も結構大きいですが、目的の寄附も入っ

ているということですが、せっかくですから、

今、話のあった防災とか、それからサークルで発

表したいというようなことも含めて、参加する市

民の方がただお客さんとして座って見るだけとい

うよりは、何か直接関わるようなもので、市のま

ちのにぎわい創出にもつながるような、そういっ

た要望も実は市民の方からも聞こえてきているの

ですね。せっかく駐車場が広いので、イベントや

何かがあるだろうかというような問合せも、私、

受けています。 

今あった中に、この議場も避難所ということか

と思うのですけれども、昨年、消防の、議会で四

国に行ったときに、実際に避難訓練の話ですとか

いろいろ聞いてきました。やはり網走市役所が防

災庁舎ということの中では、まちの中にあること

も含めて、防災の実際の体験ができるようなこと

をやるというのはすばらしいことだと思うのです

ね。ぜひこういったことをしっかり広めて、市民

にとって市役所が親しみやすい場所であり、まち

なかのにぎわいにもつながるような、そういった

企画のためにも、このイベントといいますか、開

庁記念事業をやっていただきたいと思いますけれ

ども、これの周知方法ですね。今、予算をやって

いますから、予算承認になった後でないと動きづ

らいのかもしれませんけれども、これのイベント

事業の市民への周知はどのように予定されていま

すか。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 周知について

は、４月以降になりますが、ホームページ、ＳＮ

Ｓなどの周知のほか、６回分のイベント一覧を全

戸配布します。その後は、市広報、新聞の折り込

み、かわら版等による周知を行っていきます。 
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○里見哲也委員 理解しました。ぜひしっかりと

ＰＲになるように進めてください。 

続いて、説明書の51ページ、資料は34ページに

なります。 

生成ＡＩ導入検討事業について伺います。 

ＤＸを進めてもう数年たっている中で、最近こ

のＡＩですね。私も使っていますけれども、非常

に便利な答えが返ってきます。この生成ＡＩを市

役所の事業の中に取り入れるための検討事業とい

うふうには理解するのですけれども、具体的には

どのようなことを学ぼうということなのか、お知

らせください。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 生成ＡＩに関

しましてですが、生成ＡＩは質問の仕方やイン

プットするデータによって、求める回答が変化す

るものでございます。このような特性の理解を深

めて、職員が生成ＡＩを効果的に活用できるよう

専門家による研修や個別指導を通じてサポート

し、職員のスキルアップを図って、庁内では業務

の効率化、また市民サービスの向上を目指すもの

でございます。 

 内容につきましては、次の２点について、専門

家により職員の伴走支援を行ってもらう計画と

なっております。 

 一つ目が、生成ＡＩ等を活用した手のひら行政

と業務効率化に関する令和８年度以降の実装計画

の策定というものです。 

 二つ目が、生成ＡＩに関する職員向けの研修

等、ワークショップを実施する予定となっており

ます。 

○里見哲也委員 ありがとうございます。 

 ＤＸとの関連でもロボティック・プロセス・

オートメーションというような言葉があるようで

すが、機械で対応できる事務は機械にやってもら

おうということで、例えば経理とか人事とか、そ

れから総務のような仕事、定型的な仕事はどんど

ん機械でやってもらって、省人化、人の手を余っ

たところに必要なところを回すとか、省人化とい

うようなところも目標にはされていらっしゃるの

か伺います。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 生成ＡＩの研

修によって、職員のスキルアップが図られまし

て、それによって業務の効率化が進めば、市民

サービスの向上、時間ができるということを想定

しますと、そこを課題に向き合って市民サービス

につなげていくことを期待しているところでござ

います。 

○里見哲也委員 ありがとうございます。 

 人口減少でもありますので、働く人の効率的な

仕事の仕方のためにもぜひ研究を進めていただき

たいと思います。 

 続いて、説明書は同じく51ページ、資料のほう

では33ページになりますが、地域おこし協力隊の

インターンのことについて伺います。 

 現年度、初めてインターンを導入されたかと思

いますが、現年度の人数と、それから来年予算が

ちょっと増えていますので、来年度の人数や目的

等、７年度のことをお知らせください。 

○佐々木司企画調整課長 令和６年度におきまし

ては、東京農業大学世田谷キャンパス、それから

厚木キャンパスから５名、日本体育 大 学 か ら ２

名、計７名の学生に、協力隊の活動を通じて当地

域の生活を体験していただきました。 

 令和７年度、新年度におきましては、団体によ

る受入れを10名、保健センターでの受入れを５

名、計15名の受入れを想定してございます。 

○里見哲也委員 人数を増やすということは、今

年度、まだ現年度動いていますけれども、ある程

度の成果があって、さらにそれを翌年度、上回る

ようにやっていきたいということかと思いますけ

れども、旅人といいますか、網走に１週間なり10

日なり来て、いろいろな体験をされて、そして、

実家のほうに戻るというのでしょうか、その中

で、網走のＰＲにつながっていくものという、そ

この狙いがあるのだろうと思うのですが、一方

で、フルに来ていている地域おこし協力隊の人な

どについては、定住していただけたらいいなとい

う、そういった目的もあるかと思うのですね。こ

こをうまくミックスして進めていただきたいと思

うのですね。旅人については、旅行者もみんな同

じですけれども、網走に来ていろいろな体験をし

て、あるいは人と触れ合って、非常に網走はいい

まちだということを言えば、もっと広がれば、東

京農大生の卒業生などはみんなそうですよね。網

走に来て、初めて吹雪にも遭って、いろいろな体

験をして、なので、それをわざわざ目的としてイ

ンターンの方は、そういう体験をしたいというよ

うなことも含めて来ていただくので、ぜひ地域お

こし協力隊については、いい思い出を持っても

らって帰ってもらえるような、そういうような支
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援が必要だと思いますが、その辺の見解はいかが

でしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 令和６年度、お越しく

ださいました７名のインターンの方でございます

が、終了後、活動した後のお話を伺いますと、

「来てみると大変魅力にあふれていた。流氷の季

節にもう一度必ず訪れたい」、あるいは「第二の

ふるさとのような居心地のよさを感じた。これか

らの人生を考える上ですてきな影響を頂いた」、

こういった好意的な御感想をいただいているとこ

ろでございます。 

また一方で、「地域の方との交流や意見交換を

する場が欲しかった」「活動内容が詳細にわかる

と準備しやすい」「他のインターンの方と交流し

たい」、このような要望があったところでござい

ます。 

新年度におきましては、こういった御意見を踏

まえながら、どのような対応が可能か、より網走

に興味を持っていただく、網走のファンになって

いただくような取組を想定、そして受入団体と協

議をしながら進めてまいりたいと考えてございま

す。 

○里見哲也委員 ぜひそのように進めていただき

たいですし、我々も市民としてというか、議員と

しても何か協力できるようなところがあれば、ぜ

ひ網走をＰＲしたいと考えていますので、お声を

おかけください。 

 それでは、次、最後ですけれども、説明書53

ページ、資料では16ページになります。 

 消費生活相談事業について伺います。 

 これは、私、以前10年ぐらいやっていたので、

わかっていて聞く部分もあるのですけれども、前

年と比べて、当初予算の金額が結構大きくなって

いますが、これについての説明をお願いします。 

○田中靖久市民活動推進課長 前年度当初予算か

らの増額の理由でございますが、一つ目は、消費

者相談室委託料を、物価等が上がっている中で必

要経費の実態に合わせて増額したものでございま

す。 

 二つ目は、消費者行政推進事業補助金分とし

て、補助金の交付決定後に追加補正したものを当

初予算に計上したものでございます。 

○里見哲也委員 これは大変助かることで、私が

やっていた当時は、６月の補正予算がついたから

研修に行けるとかというような時期があったので

すよね。それをこうやって当初から一般予算化さ

れると、安心して、スキルアップのために研修に

行くわけですけれども、年間スケジュールが国の

ほうの国民生活センターでも組んでいますので、

非常に研修などにも行きやすいかと思いますけれ

ども、この辺、最近の情勢、令和７年度に向けた

消費生活相談の推進は、どのような大きな目的と

いうか、変化がないのかも含めて、どのようなこ

とを予定されているか伺います。 

○田中靖久市民活動推進課長 消費相談の最近の

傾向でございますが、ＳＮＳなどの普及に伴いま

して、そういったインターネット経由でインター

ネットのホームページを介した商品購入とかで、

意図しない定期購入とかの契約であるとか、あと

は特殊詐欺の部分が多くなってきている状況でご

ざいます。 

○里見哲也委員 どんどん毎年のように変わって

いくということの中では、代表者質問の中だった

か、ヤミバイトについての啓蒙の話も出ていたか

と思います。消費者相談、高齢者に対する相談対

応が多いような気はしますけれども、当然若年層

にもいろいろな被害が及んでいる、あるいは消費

者という立場ではないですけれども、このヤミバ

イトは。でも、いろいろな啓蒙する機会のチャン

ネルを持っている消費生活相談事業としては、ぜ

ひこういったものもどこかの中に盛り込んでいた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 ヤミバイトに関し

ましては、消費者相談室から相談が寄せられたと

いう、そういった情報は今のところ聞いておりま

せんが、警察署にそういった相談窓口を設置して

いるということで伺っておりますので、そちら

に、何かありましたら御相談できるような周知と

いうのを今後考えたいと思います。 

○里見哲也委員 ありがとうございます。 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○井戸達也委員長 次の方、挙手願います。 

○深津晴江委員 よろしくお願いいたします。 

 まず、57ページの上のほうなのですが、企業版

ふるさと寄附基金積立金と、その下の技能者地域

定着事業基金積立金というのが、昨年よりも減額

になっているのですが、その理由をお知らせくだ

さい。 

○小西正敏財政課長 企業版ふるさと寄附基金繰
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入金につきましては、充当する事業が令和６年度

は約1,500万円程度ありましたけれども、今年度

につきましては、活用する事業が変更したことに

より460万円ということで減額になったものでご

ざいます。 

○深津晴江委員 次、その質問をしようかと思っ

ていたのですが、説明書の57ページの積立金の話

を、今、その質問をしたつもりだったのですが、

予算説明書の57ページの積立金の減額です。 

○小西正敏財政課長 企業版ふるさと寄附基金の

積立金のお話だと思いますけれども、令和７年度

予算では１万8,000円という金額を計上しており

ます。こちらにつきましては、基金の残高が令和

６年度の活用に伴いまして減額になったことか

ら、運用益の金額が少なくなったものということ

でこういう金額になったものでございます。 

○深津晴江委員 その次に、35ページの12節企業

版ふるさと寄附基金繰入金の減額理由をお伺いし

たかったと思ったのですが、先ほど御説明いただ

いたかなと思うのですけれども、ふるさと寄附基

金については、またどなたかやっていただけるか

と思うのですが、企業版についてですが、促進の

ための活用というところはどういうふうに計画な

さっているか、教えていただければと思います。 

 聞こえないですか。もう一度御説明させていた

だいていいですか。 

 予算説明書の35ページの12節の企業版ふるさと

寄附基金繰入金についてなのですが、昨年度より

も減額している理由について、もう一度御説明お

願いいたします。 

○小西正敏財政課長 企業版ふるさと基金の繰入

金の減少につきましてでございますが、令和６年

度につきましては、活用を予定している事業につ

きまして７事業ございました。令和７年度につき

ましては、事業数的には同じく７事業なのです

が、繰入れする事業の金額がおのおの減額になっ

ておりまして、460万円ということで減額になっ

たものでございます。 

○深津晴江委員 もちろん事業の繰入金が下がっ

たので、ここも下がっていくということは理解で

きるのですけれども、そこを上げるための計画と

いうのでしょうか、そういうのは何か計画はござ

いますでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 企業版ふるさと納税、

こちらの取組でございますが、当市、令和３年度

から初めてございます。これまでに頂いた御寄附

の総額は2,960万円でございます。 

こちらの制度に関しましては、公式サイトでの

ＰＲのほか、市と関連のある企業を対象に、毎年

約900件のダイレクトメールにより周知を図って

きたところでございます。 

今後もこれらの取組のほか、機会あるごとに企

業へ我々の取組への理解を求めてまいりたいと考

えてございます。 

○深津晴江委員 ぜひ、ふるさと寄附金そのもの

もそうなのですが、企業版についても増額できる

ように引き続き御努力いただければと思います。 

 次ですが、説明書47ページ、先ほど里見委員か

らも質問ありましたが、新庁舎開庁記念事業につ

いてですが、内容につきましては、先ほど御説明

いただきましたので理解いたしましたが、その内

訳について、６回分の内訳についてお示しくださ

い。 

 また、周知方法についても御説明ありました

が、全体的な569万円の内訳についてお示しくだ

さい。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 予算の内訳です

が、報償費として、第１回目、６回目のステージ

イベントに42万円。需用費として、第１回目の鏡

開き、餅まき、お菓子等の内容で33万円。役務費

として、全戸配付の新聞折り込み１回分と新聞折

り込みかわら版の個別チラシ６回分、清掃６回分

合わせて32万4,000円になります。委託料につい

ては、１回目、４回目の司会、会場聞き取り等の

ＭＣスタッフ代、ラジオ公開放送料含めて106万

6,000円、テント、椅子費用として82万円、第５

回目のピアノコンサート費用として59万4,000

円、駐車場警備代で26万2,000円、２回目、３回

目の実施のステージイベント設備への助成として

134万2,000円になります。合計569万1,000円にな

ります。 

○深津晴江委員 結構500万円超えて、私としま

しては大きな予算だなというふうに考えておりま

すので、ぜひ、市民の方に喜んでもらえるような

企画をさらに練っていただければと思います。 

 次に行きたいと思いますが、その上の庁舎管理

費です。昨年よりも増額しているかと思います

が、旧庁舎から新庁舎になりまして、増額してい

るというところも含めての増額理由についてお示

しください。 
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○日野智康総務防災課長 庁舎管理費でございま

すけれども、事業の内訳としては、庁舎管理費１

億1,110万円を計上してございます。 

庁舎管理費の詳細ですけれども、需用費として

は、消耗品、燃料、光熱水費などを計上してござ

います。役務費では、施設管理などに係る清掃な

どの業務委託料、各種建物の検査業務等に係る費

用を計上してございます。 

新庁舎が供用開始いたしましたので、比較しや

すい令和５年度予算5,989万円と比較すると、

5,121万円の増となってございます。 

この主な要因を申しますと、光熱水費が令和５

年度1,219万円に対し、令和７年度3,395万5,000

円と2,176万5,000円の増となっております。委託

料では3,335万1,000円増額しており、主な要因は

人件費高騰等により、庁舎警備業務、清掃業務、

特定建築物維持管理業務など、多くの業務が値上

がりしたこと、また、新庁舎の機能に合わせた新

たな委託業務が加わってくること、併せて旧庁舎

の議会警備経費や重油タンクの廃止に係る経費も

予算計上したところです。 

庁舎管理費の増減の理由、内訳については、こ

のような要因となります。 

○深津晴江委員 本当に燃料費の高騰、人件費が

上がるというところで、様々な理由で上がるとい

うことが予測されるということなのですが、今後

も、新庁舎になっていろいろ電気なども含めて、

それほど変わらない維持費はかかっていくという

ふうに予測されるのでしょうか。 

○日野智康総務防災課長 庁舎管理費の維持費、

維持部分についてですけれども、今年、令和７年

度１年を通して最初の年になります。ここで出た

決算額、今は予算の審査ですけれども、決算額等

も見ながら、次年度、どのような維持経費を計上

していけばいいかという部分は考えていかないと

ならないと思っております。 

 今年度が始めの年になりますので、最初のベー

スとなるような数字になってくると考えてござい

ます。 

○深津晴江委員 もちろん、実際に新しい庁舎を

使ってみて、何にどのぐらいかかっていくのかと

いうのは今後も見ていく必要があるかと思います

が、必要なことはもちろんかかっていくというの

は理解できるのですが、例えば電気代とかかかっ

ているということでしたので、燃料代もかかって

いるということでしたので、そこをどうやって節

約していくかというところにも、もう既にいろい

ろな御努力はしていただいているとは思います

が、そこもさらに何かできないかという部分で

は、これは議員も含めてなのですが、やっていっ

ていただきたいと思います。 

 ちなみに、先ほど開庁記念のほうでピアノコン

サートを計画しているというお話がありましたけ

れども、１階に寄贈していただいたピアノがある

ということで、そのピアノの維持費については何

かございますでしょうか。 

○日野智康総務防災課長 ピアノの関係ですけれ

ども、新庁舎の市民ロビー、委員おっしゃったと

おり、寄附者の意向によりピアノが設置されてお

ります。調律代等年２回程度必要だというふうに

伺っておりまして、１回大体約２万1,000円から

３万円ぐらいかかるということで聞いてございま

す。この費用につきましては、この庁舎管理費の

中で対応していく。また、ピアノの運用につきま

しては、イベント等で使用する場合については、

管理者をつけて立ち会うような形で運用していき

たいと、このように考えてございます。 

○深津晴江委員 庁舎管理なのですが、ピアノの

使い方については今御説明いただきましたが、ス

トリートピアノのようになってほしいなという市

民もいらっしゃいましたので、幅広い活用方法に

ついて検討していただければなと思います。 

 次に移ります。 

 次、47ページの一番下ですが、文化賞表彰費の

減額、約10万円減額になっていますが、その理由

についてお示しください。 

○佐々木司企画調整課長 文化賞表彰費の減額の

理由でございます。本事業には、網走市文化賞に

係る経費のほか、各種の表彰、感謝状の贈呈に係

る経費も計上されてございます。主に感謝状の贈

呈に用いる市章入りの特注の風呂敷、こちらが最

低100枚からのロットでありますため、おおむね

３年に一度複数年分を一括して購入しておりま

す。直近では、本年度に購入いたしました。現時

点で十分な在庫を保有しておりますことから、新

年度の予算計上を見送ったところでありまして、

このことにより前年度と比べ減額となったもので

ございます。 

○深津晴江委員 減額の理由については理解いた

しました。表彰の人数を減らそうとか、そういう
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意図がないということはわかりましたので、理解

いたしました。 

 次、行きたいと思います。 

 次、説明書49ページ、職員研修費の一般研修

費、これについても653万8,000円ということで、

昨年よりも減額になっていますが、減額理由につ

いてお示しください。 

○高橋健司職員課長 令和７年度の減額となって

いる要因でございますが、内閣府などの人事交流

に係る経費の減少に伴いまして84万6,000円の減

額となっております。また、例年実施している職

場における専門知識を習得するための研修や集合

研修などに係る経費につきましては、前年と同程

度の予算額となっております。 

○深津晴江委員 減額理由については理解いたし

ました。 

 毎年様々な職員の方が研修などを受けるという

ことで予算を組まれていますが、今年の重点項目

というのでしょうか、重点分野というのでしょう

か、何かそういうのがありましたら教えてくださ

い。 

○高橋健司職員課長 令和７年度の研修の項目と

いうことですが、集合研修といたしまして、採用

後５年程度の職員を対象に、課題発見改善や職場

のコミュニケーションなど、仕事の進め方を学ぶ

二次職員研修や定住自立圏構成自治体の職員と合

同で行う政策形成研修、また、30代半ばまでを対

象としました係長の昇格前研修などを予定してお

ります。例年行っています接遇研修やメンタルヘ

ルス研修などにつきましても、実施を予定してお

ります。 

 また、新たに公文書の書き方や契約事務、法制

執務など公務員としての知識を習得するため、ｅ

ラーニングの活用をしてまいりたいということで

考えております。 

 併せまして、引き続き、法務省、日本ラグビー

フットボール協会との人事交流は引き続き行って

まいりたいと思っております。 

○深津晴江委員 様々な集合研修を組まれている

ということは理解いたしましたので、研修を受け

たことが実際の執務に役立てていただけることを

期待しております。 

 それでは、次に行きたいと思います。 

 次、49ページの下のほうの電算システム管理事

業についてです。 

 全体的に１億5,900万円ということで、昨年度

よりも増額しておりますが、一個一個というより

は一番下の基幹系システム標準化事業というとこ

ろが特に倍以上上昇しているかと思いますが、全

体的なシステム管理事業費についての御説明と、

一番下の上昇している理由について教えてくださ

い。 

○高橋剛情報政策課長 電算システム管理事業の

事業費の増減理由ということですが、まずおっ

しゃったとおり大事業であります電算システム管

理事業につきましては、令和６年度と令和７年度

を比較しますと4,717万6,000円の予算増となって

おります。それぞれ事業ごとで増減はあります

が、減少した原因につきましては、ソフトウェア

の償還が終了となった理由があるのと、あと印刷

した帳票を切り離したり、はがきを圧着する事後

処理機を令和６年度で購入したことによる令和６

年度から令和７年度の予算減という理由がありま

す。 

 そのほか、庁内ネットワークのセキュリティー

に係る費用も事業の中で算出しておりますが、今

年度新庁舎に新たなネットワークを構築したとこ

ろですが、新たなネットワーク移行に伴いまし

て、さらなるセキュリティー対策が必要となった

ほか、外局との通信費を集約し、グーグルクラウ

ドの使用料などを計上したため、増額となった事

業がございます。 

 一番下の基幹系システム標準化事業につきまし

ては、令和６年度では標準化に係る事前準備作業

を行いましたが、令和７年度では実際にクラウド

環境にシステムを構築する作業を行うほか、動作

のテスト、職員の操作研修などを行うため、大幅

な予算増となっているところでございます。 

○深津晴江委員 ソフトウェアなど様々な電算シ

ステムというところは重要かと思いますので、増

額については理解したいと思いますし、一番下の

基幹系システムというところでも、令和６年度は

準備期間だったと。令和７年から本格始動という

ところで理解したいと思います。 

それで、標準化事業について、令和７年の予算

についてはわかりましたが、その後のランニング

コストというのでしょうか、どのように継続して

いく見込みなのかお示しください。 

○高橋剛情報政策課長 令和８年度以降のランニ

ングコストの現在の見込みになりますが、月額
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1,037万円のランニングコストを見込んでおりま

す。 

○深津晴江委員 やはりお金がかかるなというの

はつくづく実感するところではありますが、必要

な部分かと思いますので、理解したいと思いま

す。 

 それでは、次に参ります。 

 次、51ページの上のほう、デジタル化推進事業

についてです。 

 これについては各項目様々ありますが、全体的

なところで私が確認したいこととしましては、代

表質問の御答弁にもありましたが、デジタルフェ

ローがいらっしゃるということは承知しておりま

す。そのフェローの嘱託あるいは参与の委託とい

うようなところでは、どのような成果があって、

令和７年、どのような活躍をしていただけるのか

ということについてお伺いしたいと思います。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 デジタルフェ

ローに関しましては、全国各地の自治体を訪れ、

首長と面談をするなど活動しております。網走の

近隣を訪れた際には、コンタクトを取っておりま

す。また、チャットによる連絡体制も構築してお

りまして、内容によっては、ウェブミーティング

によりアドバイスをいただいております。 

また、デジタル化推進参与につきましては、主

に観光デジタルマーケティングに関するアドバイ

ス業務、デジタル広告に関するアドバイス業務、

専門家のアサインをいただいたりしております。 

両氏のアドバイスによりまして、当市で活用で

きそうな事例を落とし込んでいただくことによ

り、網走市のデジタル化は着実に進んでいるもの

と考えております。 

また、デジタル化推進事業の７年度の取組とい

うところなのですけれども、デジタルフェロー、

デジタル化推進参与のアドバイスをいただきなが

ら、三つの大項目を進める形になるのですけれど

も、一つ目は、まず庁内におけるデジタルマーケ

ティング的思考の展開を考えております。二つ目

が網走市ＤＸ推進計画の改定に向けたアドバイス

をいただきたいと考えております。三つ目が引き

続きなのですけれども、観光のデジタルマーケ

ティングの戦略に関するアドバイス業務、ここを

続けていただきたいと、この三つについて取り組

んでまいりたいと考えております。 

○深津晴江委員 網走、デジタルファースト宣言

しておりますので、今お示しいただいた三つの視

点でやっていくということについては理解いたし

ました。 

 各種事業について、様々なアプリを利用してい

る、利用していこうというところについて把握し

ているところなのですが、あまりにもアプリが

様々あって、なかなか探しにくいという市民の声

も最近増えてきております。それで、例えばスー

パーアプリというシステムがあるかと思います

が、その活用というのでしょうか、利用していく

ような見込みはいかがでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 複数あります

アプリケーションに関しましては、今後庁内で取

りまとめを行いまして、入り口を一元化すると

か、プラットフォーム化を図りまして、また、

スーパーアプリ等についての検討を進めてまいり

たいと思います。 

 また、恐らく電子申請関係の部分も市民の方が

いろいろな申請がありまして、そこの入り口で

困っている部分もあると思いますので、そういっ

たところも入り口の動線を市民目線になって考え

て、市民の方が利用しやすいような形を展開でき

るような形で考えていきたいと考えております。 

○深津晴江委員 ぜひ本当に、今おっしゃってい

ただいたところの市民目線に立って、使う側に

立って、ぜひ検討をしていただければ、網走のＤ

Ｘはますます使い勝手のいいものになっていくも

のと考えておりますので、ぜひ前向きに御検討を

よろしくお願いいたします。 

 それでは、次、参ります。 

 同じ51ページの下ですが、東京農大学生確保対

策支援補助金についてなのですが、これについて

の成果はいかがだったでしょうか。 

 予算として30万円減額になっているかと思いま

すが、減額になった理由に絡めて、ぜひ成果もお

伺いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 農大学生確保対策支援

補助金、こちらの取組に関しましては、農大へ新

しく入学される生徒、学生に対しまして、保護者

が市民の場合の入学生の方、それから連携高校か

ら入学される方、交流都市から入学される方、こ

の方たちに入学時に係る費用の負担軽減を図るこ

とを目的に支援をしているものでございます。 

補助の対象となる入学者数、毎年変動がござい

まして、非常に予測が困難でございます。これま
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で一律200万円を計上してございましたが、新年

度はここ数年で最も多い実績を反映いたしまし

て、170万円と精査したところでございます。 

○深津晴江委員 増えてきているということで、

今までは200万円の予算を組んでいたけれども、

そこまでは行かなかったのですが、今までの実績

も考えて最高額の170万円にしてみたということ

で、理解いたしました。 

 変動があるというところについては理解したい

と思うのですが、この補助金のＰＲについてはい

かがなのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 こちらの取組について

は、大学が主体となって行っております。補助の

対象となる学生については、大学で選定、選抜を

しておりまして、全入学生に対して学校のほうか

ら、そこはしっかりとアナウンスされて、補助金

のもらい漏れがないように努めているところでご

ざいます。 

○深津晴江委員 そのことについては理解いたし

ました。 

 その上の東京農大連携支援事業については増額

になっておりますが、その増額の理由についてお

示しください。 

○佐々木司企画調整課長 この事業、二つの要素

で構成されてございます。一つは、世田谷キャン

パスで開催されるオープンキャンパス、こちらに

訪れた生徒や父母に網走をＰＲするための流氷の

輸送費。もう一つが、東京農業大学生物産業学部

協力会、こちらが実施いたします新入生父母歓迎

会の開催や会の運営に係る負担金、この二つで構

成をされてございます。 

 この中で、新入生父母歓迎会におきましては、

近年食材の高騰や会場使用料の値上げがございま

して、これに対応するため見合いの額を増額した

ところでございます。 

○深津晴江委員 増額の理由については理解いた

しました。 

 続きまして、その下のほうの、先ほども御質問

ありましたが、地域おこし協力隊インターン活用

事業についてなのですが、これについては昨年度

よりも約200万円ぐらい減額になっております

が、その理由についてお示しください。 

○佐々木司企画調整課長 新規隊員の募集を行わ

ないことによる募集採用業務に係る委託料の減に

よるものでございます。 

 令和６年度は、新規隊員１名の募集と隊員２名

のフォローに係る委託料、こちらを計上してござ

いましたが、新年度は隊員２名のフォローに係る

委託料、これのみを計上してございまして、その

部分で減額をしているものでございます。 

○深津晴江委員 募集はしないということなので

すが、代表質問の中でもあったかと思うのです

が、様々な分野で活用していただいている市町も

あったりしますが、網走市で募集をやめたという

理由についてお伺いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 新年度に向けてでござ

いますが、現隊員の２名をまずはしっかりフォ

ローしながら定住に向けて取組を進めていこうと

いうところが一つ。あと、地域おこし協力隊を活

用して様々ございますが、新たに活用していこう

というところの分野が今のところ見当たらなかっ

た、見つからなかったというところが理由でござ

います。 

○深津晴江委員 活躍していただける分野が見つ

からなかったということなのですが、今後の見通

し、地域おこし協力隊の活用についてはどのよう

な計画、見通しがあるかお示しください。 

○佐々木司企画調整課長 現在２名の隊員が活躍

してございます。うち１名につきましては、新年

度において活動内容を切り替えて、新たな場所で

技能を発揮していただこうと考えておりまして、

さらに、今後につきましては、これまでの配置場

所に加えまして、代表質問の中でもございました

けれども、バスの運転手ですとか、活動の内容を

特に限定した取組というところも先進地では行わ

れているものでございますので、そういったとこ

ろも研究しながら、より効率的に制度の目的を

しっかりと果たせるような取組について、検討を

進めてまいります。 

○深津晴江委員 様々研究などしていただけると

いうことですので、地域おこし協力隊でいるとき

だけではなくて、その後の定住につながったりで

すとか、関係人口を増やしていくという意味で

も、ぜひ今のこの制度を大いに活用していただき

たいなと思いますので、研究のほう、よろしくお

願いいたします。 

 続いてなのですが、先ほども質問ありました

が、地域おこし協力隊のインターン制度について

は、今年は増えているということで、増額理由に

ついては理解いたしました。 
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 様々、市民との交流、意見交換の場が欲しかっ

たなどというような御意見もいただいているよう

なのですが、今年の計画というところについて、

何かありましたらお示しください。 

○佐々木司企画調整課長 地域の方との交流や意

見交換をする場、こういったような要望につきま

しては、令和６年度のインターンの方からも御意

見と要望としていただいているところでございま

す。 

 現時点で具体的な取組、いただいた要望に対し

てどのように応えていくか、対応していくかとい

うところは未定でございますが、受入先の団体な

どとも情報共有いたしまして、どのような対応が

可能か、協議を進めてまいりたいと考えてござい

ます。 

○深津晴江委員 ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

 今、網走市は観光としては体験観光というのを

進めているというふうに承知しております。ぜ

ひ、地域おこし協力隊で来ていただいたインター

ンの方たちもいろいろな体験をしていただく機会

をつくっていただければなというふうに考えます

ので、ぜひ前向きに検討をよろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、53ページです。 

市民活動推進事業についてですが、一番上の事

務費が昨年よりも約30万円ほど上がっております

が、この理由についてお示しください。 

○田中靖久市民活動推進課長 市民活動推進事務

費の予算増の理由でございますが、市の木であり

ますカツラの木剪定委託料によるものでございま

す。 

 ソレイユ網走下踏切付近にありますカツラの木

は、開基100年を記念し、市の木としたものでご

ざいます。定期的な剪定が必要なため、予算を拡

充したものでございます。 

○深津晴江委員 それでは、剪定は毎年行う予定

でしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 おおよそ４年をめ

どに実施していますが、ちょっと前回よりは今回

間隔が空いている状況ではございます。 

○深津晴江委員 そのカツラの木の剪定によっ

て、予算が増減していくということで理解したい

と思います。 

 それでは、その下のほうの食品加工体験セン

ター管理運営事業費について、これも約400万円

ほど増額しておりますが、その増額理由をお示し

ください。 

○田中靖久市民活動推進課長 予算増の主な要因

でございますが、製造から20年ほど経過し、老朽

化している高圧受電設備を更新する費用、それ

と、レトルト機器の蒸気弁やバルブに係る修繕費

用を計上したものとなってございます。 

○深津晴江委員 この施設、大変市民の皆様に好

評で、様々御利用いただいているというところは

私も理解しているところではあります。私もみそ

造りに参加したりとかしておりますので。 

20年たって様々なものが老朽化していくという

ところでは、やはり計画的に予算を組んで修繕を

お願いしたいと考えます。理解いたしました。 

続いてですが、同じ53ページの消費生活推進事

業についてです。 

先ほど里見委員からも御質問がありましたが、

補正予算で上げたのを当初予算で上げたというこ

とについては理解したいと思います。 

網走でも本当にいろいろな被害などが起こって

いますし、そのことについてはさらなる活用をし

て、周知などをしていただければなというふうに

考えているところです。 

それでは、最後の質問になりますが、57ページ

の庁舎整備事業についてです。 

 １行目の庁舎情報システム移転整備事業とい

うところで、昨年とほぼ同じような予算が組まれ

ておりますが、移転整備ですと、新庁舎に移りま

したらこの移転整備事業というのはなくなるのか

なというふうに考えたのですが、それについて御

説明お願いいたします。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちらの庁舎

情報システム移転整備事業の金額でございます

が、内容といたしましては、新庁舎移転に当たり

まして、業務用端末、要は職員が使う端末をクラ

ウド化するネットワーク機器とライセンス、そし

て無線ＬＡＮ通信ネットワーク機器とグーグル

ワークスペースの利用ライセンス５年分を含むク

ロームブック400台の取得の償還金という形にな

ります。 

○深津晴江委員 様々かかって、償還ということ

なのですが、ちなみにこれは何年で償還していく

計画だったか教えてください。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちらの償還
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ですが、令和５年から令和９年にかけて償還する

ものでございますが、令和５年度につきましては

利息のみの支払いというところで、令和６年から

令和９年にかけては元金と利子の支払いという形

になっております。 

○深津晴江委員 それでは、令和９年度までは、

このままの予算でいく予定ということで受け止め

てよろしいでしょうか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 元金に関しま

しては、均等という形になるのですけれども、利

息に関しましては、元金が減ることによって若干

変わってきますので、そこの多少の差異はありま

すが、大体おおむねこの金額で推移していくと考

えてよろしいと思います。 

○深津晴江委員 それについては理解いたしまし

た。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 質疑の途中ですが、ここで暫

時休憩いたします。 

 再開は、11時25分とします。 

午前11時13分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時25分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 それでは、次の質疑者。 

○澤谷淳子委員 それでは、説明書の51ページ、

上のほうの市史編さん事業について、550万円ぐ

らい予算が増えましたが、今の進捗状況も併せて

お伺いいたします。 

○日野智康総務防災課長 市史編さん事業の増額

になっている内容についてでございますけれど

も、増額の主な要因は委託料が481万2,000円増額

されて、そのほかは会計年度任用職員の報酬や手

当などで76万7,000円の増となっております。 

 執筆編集の分量に応じて委託料が積算されるの

ですが、平成４年度から令和６年度までに231

ページ分の原稿を執筆いただいておりますが、令

和７年度は270ページの執筆を委託することにな

りますので、この分の執筆料が増額の要因になっ

てございます。 

 委員から質問のありました実績についてですけ

れども、令和６年度の市史編さん委員会を３月26

日に予定してございまして、第７編と第９編の一

部の原稿が出来上がりましたので、編さん委員の

皆様に御覧いただきたいという予定としてござい

ます。 

 また、市で保管している写真について、ネガや

写真原本、約2,130枚を整理し、データベース化

を進めております。令和５年度と合わせると１万

3,948枚整理したことになります。 

 さらに、年表につきましては、令和６年８月に

市のホームページに掲載してございます。 

 今後も引き続き新網走市史の令和８年度の発刊

に向けて取り組んでまいります。 

○澤谷淳子委員 では、大分編さんの終わりが近

づいているという感じでしょうか。 

○日野智康総務防災課長 令和８年度発刊に向け

て準備を進めてきました。原稿ですけれども、執

筆詳細の洗い出しから始まりまして、執筆いただ

く、一次原稿を提出いただく、そして一次原稿の

内容を見て二次原稿に移る、最後、編さん委員会

の承認をいただくというような手順を取っており

ますが、少しなかなか原稿の出来栄えと、あと内

容の確認という部分にてこずる部分もありまし

て、内容確認に時間を要しているという現状もご

ざいますが、令和８年度発刊に向けて取り組んで

まいります。 

○澤谷淳子委員 了解いたしました。 

 それでは、同じ51ページの下のところの地域お

こし協力隊インターン活用事業ですが、里見委員

と深津委員のほうから質問がありましたので、私

から確認事項だけいいですか。 

 インターン活用事業、もともと都市圏の学生対

象となっていましたが、学生対象ですので、募集

する時期は夏とか冬とか決まっているのでしょう

か。 

○佐々木司企画調整課長 今回、地域おこし協力

隊インターンについては、首都圏それから札幌市

の大学生を対象に募集をいたしました。大学生の

夏休みあるいは冬休みに合わせて来網し、体験を

していただけるよう時期をその時期に絞って募集

をしたものでございます。 

○澤谷淳子委員 学生なので、高校生もいいのか

なと逆に思ったので、よくわかりました。 

それで、この予算全体は、全くの学生の旅費に

使われるというか、受け入れてくれる事業先には

何かそういう費用負担というのを支払っているも

のではないのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 予算の内訳でございま
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す。令和７年度でございますが、団体による受入

れ10名、保健センターでの受入れ５名、計15名の

受入れを想定してございます。 

内訳といたしましては、協力隊インターンの活

動に対する報酬が108万円、２週間の滞在費に対

する補助が50万4,000円、宿泊費に対する補助が

46万8,000円、来網に係る交通費が24万円、市内

交通費の補助が６万円、最後ですが、受入団体へ

の委託料、こちらが92万4,000円として積算をし

てございます。 

○澤谷淳子委員 よくわかりました。 

 それでは、次に、55ページの一番上の防犯灯管

理事業について、お伺いいたします。 

 昨日の代表質問の市長からの答弁で、令和８年

から防犯灯の市の負担もお考えだということがわ

かりましたので、もう少し詳しく聞きたいのです

が、こちら、町内会は今15ぐらい減ったというこ

とで、そこで実際、今、自分のところで自己負担

でつけてもらっているという人はいるのかという

こと、まずそこをお伺いいたします。 

○田中靖久市民活動推進課長 町内会がなくなっ

た地域の防犯灯につきましては、設置済みの防犯

灯で町内会管理分につきましては、管理を地域の

有志や地区連へ引き継ぐ調整を市町連と取り組ん

でいるところでございます。 

 平成19年度以降、24町内会が解散、町内会が管

理し、電気料を負担していた49灯中47灯は地域の

有志への引継ぎなどで維持しており、２灯を撤去

した経過となってございます。 

○澤谷淳子委員 すみません、24町内会のうち47

灯が今も使っていて、これが個人負担していると

いう部分ですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 全体の防犯灯数と

しては、網走市内では2,509灯あり、市の管理分

として市が負担している分は1,837灯、町内会管

理分として672灯で、そのうち47灯については、

地域の有志などが負担しているという状況でござ

います。 

○澤谷淳子委員 わかりました。 

それでは、この地域の有志が負担している47灯

分が令和８年度ぐらいから市で考えてくれるとい

うことだったでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 防犯灯の市への移

管につきましては、令和７年度中はリースを行っ

ていますので、そのリースが切れる令和８年度か

ら市への移管を行いまして、電気料等は市が負担

していくということの方向で今調整しているとこ

でございます。 

○澤谷淳子委員 よくわかりました。実際に自分

たちだけで負担するのがちょっと厳しいというお

声をいただいていたので、大変よくわかりまし

た。 

 それでは、57ページの賦課業務費かと思ったら

違ったので、納税業務費ですね。納税業務費でお

伺いいたします。 

 こちらは、私が聞きたいのは、令和８年度から

今までできなかったコンビニ払いで市の市税も払

えるということで、そういう予定だったと思うの

ですが、進捗状況をお願いいたします。 

○稲垣一寿税務課長 納税者のさらなる利便性の

向上を図るため、令和８年度からコンビニ窓口で

の税、保険料の収納の取扱いを開始いたします。 

コンビニ収納の対象としましては、税は個人住

民税、固定資産税、軽自動車税、保険料は国民健

康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料を

予定しております。 

取組につきましてですが、令和８年度に向けて

の基幹業務システム標準化への方針に合わせての

導入となりますが、まず、令和７年度中に収納代

行事業者の選定及び契約締結、こちらが必要と

なってきます。令和７年度中につきましては、こ

ちらの市の代行事業者との契約等を行うため、事

業費につきましては、初期費用としてサービス契

約料とＬＧＷＡＮ接続導入費用、こちらは令和７

年度で18万7,000円を計上している状況でござい

ます。 

○澤谷淳子委員 たしか令和８年度、全部ではな

くてちょっとずれて開始というのも聞いた記憶が

あるのですが、今回は令和８年度４月から全部の

市税がコンビニで払えるようになりますか。 

○稲垣一寿税務課長 恐らく時期がずれるという

のは、網走市としては令和８年度当初からのコン

ビニ収納を予定して、今進めているところでござ

います。令和５年から実施されているＱＲコード

による収納、こちらが、今、税のほうは先行して

対応できているのですが、税以外の部分につきま

して、地方税共同機構のほうで令和８年９月まで

に税以外についても導入を進めたいという予定で

アナウンスされておりますので、恐らくその点だ

と思われます。 
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○澤谷淳子委員 了解しました。 

 わかれば、ちなみになのですけれども、自分は

インターネットバンキングで納税しているもので

すから、ネットバンキングで納税している数とい

うのは増えているのでしょうか。わからなかった

ら結構です。 

○稲垣一寿税務課長 今現在、まだ令和６年度が

終了していないものですから、令和５年度の状況

で御説明いたしますと、インターネットバンキン

グにつきましては、262件で全体の１％となって

おります。 

○澤谷淳子委員 １％、了解しました。 

 私からは以上です。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者、挙手

願います。 

○古田純也委員 49ページ、地域防災訓練事業に

ついてお尋ねいたします。 

 まず、防災イベントの実施と実施により意識の

向上、そして地域の防災訓練を支援しますという

ことで、この事業費の内訳をお伺いいたします。 

○阿部昌和総務防災課参事 事業費63万9,000円

の内訳でございますが、防災フェアに係る費用と

しまして33万6,000円、市の防災訓練等に係りま

す費用として10万3,000円、自主防災組織の補助

金として20万円を計上しているところでございま

す。 

○古田純也委員 実際、イベントのほうは運営は

市がすると思うのですけれども、地域の防災訓練

というと、どうしても町内会との連携が必要に

なってくると思うのですが、その辺はいかがで

しょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 地域の防災訓練とい

たしましては、相談があった団体等と係で打合せ

を行いまして、補助金の活用ですとか、そういう

のを含めまして相談させていただいているところ

でございます。 

○古田純也委員 最近、町内会がどうしても解散

するとか、地域によっては偏りがあると思うので

すけれども、本年度実施予定されている訓練とい

うのは何件かあるのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 令和６年度、現時点

までで訓練と研修の回数といたしましては、合計

で19件、内訳といたしましては、学校で７件、自

主防災組織で８件、その他４件となっておりま

す。 

○古田純也委員 ありがとうございます。 

 ６年度の実施は19件ですけれども、７年度は何

件か。 

○阿部昌和総務防災課参事 新年度の見込みとい

うことになりますが、令和５年度が16件、令和６

年度が19件ございましたので、平均を取りまして

18件程度あるのではないかと見込んでいるところ

でございます。 

○古田純也委員 わかりました。 

 続きまして、53ページ、広報あばしり作成配布

事業についてお尋ねいたします。 

 これも配布事業、地域の町内会が主導で配布さ

れていると思いますが、実際に町内会がないとこ

ろ、解散したところの配布というのはどのように

されているのかお尋ねいたします。 

○佐々木司企画調整課長 町内会が組織されてい

ない地区、こちらの地区につきましては、周辺の

町内会や町内会連合会の職員、また、町連からの

個人受託者により、全世帯へ配布をしてございま

す。 

○古田純也委員 それでは、配布による単価とい

うのがあると思うのですけれども、町内会に下ろ

している単価と、委託をしているところの配布単

価の違いというのはあるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 町内会が組織されてい

て、かつ町内会に加入をしている世帯、こちらに

つきましては、１部20円での配布手数料となって

ございます。町内会を組織されてはおりますが、

町内会へは加入していない、この世帯に対しまし

ては、１部22円で積算をしてございます。 

また、町内会がそもそも組織されていない地

区、こちらにつきましては、１部26円での配布手

数料となってございます。 

○古田純也委員 やはりちょっと単価の違いはあ

るというのは確認できたのですけれども、実際に

は将来的には、今ホームページでも広報もデジタ

ルブックで提示されているのですけれども、本来

であれば、必要な人に必要なだけ配るという形

で、将来的にはペーパーレスなどは見通しとして

はどうなのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 ＤＸの推進ですとか

ペーパーレス、こういったことを念頭に置きます

れば、今、委員が御提言されたような手段につき

ましても、将来的には考え得るものかなというふ

うに認識をしてございます。しかしながら、現在



 

－ 17 －

のところは、今の配布体制をもって支障なく全世

帯へ配布できておりますが、少なからず町内会が

解散するといったような例が見られますので、今

後も現在と同様の対応が可能かどうか、町内会連

合とよく相談をしてまいります。 

○古田純也委員 次の質問に行きます。 

 同じく53ページの高齢者運転免許自主返納促進

事業についてお尋ねいたします。 

 高齢者、75歳以上の方が警察署に行って免許を

返納し、今まででしたら、役所も隣だったので、

その足で手続に来る方もいらっしゃいましたが、

今後、新しい場所に移転したというところで、そ

の辺の対応策というか、考えはどうなっているの

かお尋ねいたします。 

○田中靖久市民活動推進課長 免許返納は、警察

署窓口で免許返納された後、警察署のほうでチラ

シ等も配布していただいて、御協力いただき、そ

の足で市役所に来てもらいまして、公共交通利用

券などの交付申請の手続をしていただいています

が、庁舎移転によって若干距離が離れていること

から、そういった対応ですね、具体的にちょっと

難しい部分はありますが、今までですと家族の方

と同行されて手続されている方が多い状況でござ

いますので、であるとか、今度どこバスも利用で

きますので、そういった庁舎間の移動でも使って

もらって対応していただければと考えておりま

す。 

○古田純也委員 実際、申請期限というのは、返

納してから決まりというのはあるのでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 警察署で免許自主

返納しますと、自主返納の通知書というのをいた

だけますので、その日付から１年以内に、市役所

で公共交通利用券の交付申請をしていただければ

手続できるようになっております。 

○古田純也委員 中には免許返納したというより

も、更新をせずにそのまま流した人とか、そうい

う事例もあり得るのではないかと思いますが、そ

ういった場合の対応というのは、今までになかっ

たのでしょうか。今後もどうなのか。 

○田中靖久市民活動推進課長 免許自主返納する

という意思があるにもかかわらず、入院等のやむ

を得ない理由がある方については、御相談いただ

きまして、やむを得ない理由で免許失効した方に

つきましては、御相談いただいた上で、自主返納

したと同様に公共交通利用券の交付の対象として

取り扱っているところでございます。 

○古田純也委員 実際に75歳以上の免許返納した

方がかなり毎年多いので、事故もないと思うので

すけれども、その辺の数字というのは押さえてい

るのでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 75歳以上の交通事

故の件数でございますが、第一当事者となった方

につきましては、令和５年の件数で８件、令和６

年中が９件となってございます。 

○古田純也委員 数字のほうはわかりました。 

 先ほどの私の質問で、自ら更新しないで免許を

流してしまった方への対応はどのようにされます

かという答弁をいただいていないので、もう一度

お願いいたします。 

○田中靖久市民活動推進課長 更新しないで失効

した方については、対象とはしていないところ

で、入院等のやむを得ない理由があった場合は御

相談いただいて、免許を自主返納した方と同様の

取扱いをしているところでございます。 

○古田純也委員 いろいろなやむを得ない理由と

いうのは、ケースがいろいろとあると思うので、

柔軟な対応をしていただけるということでよろし

いでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 やむを得ない理由

につきましては、様々事情があると思いますの

で、柔軟に対応していきたいと思います。 

○古田純也委員 わかりました。 

 私からは以上です。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者、挙手

願います。 

○村椿敏章委員 それでは、57ページの個人番号

活用推進事業、これはコンビニの交付ということ

で書いてありますけれども、昨年と同じ金額なの

ですよね。コンビニの交付の実績というのは少し

ずつ増えていっているのかなと思うのですが、ど

のような状況なのか伺いたいと思います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 こちらの事業ですけ

れども、令和５年３月27日からサービスの開始と

なっておりますので、実績としましては、令和５

年度と令和６年度の２月末ということで数字を御

報告いたします。令和５年度が11.7％、令和６年

度が２月末現在で14.3％となっており、増加して

いる傾向にございます。 

○村椿敏章委員 これは11.7％、14.3％というの

は、全体の件数からコンビニ交付のほうの率が増
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えているということですね。 

 件数としては、どれくらいの件数なのか伺いま

す。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 件数としましては、

令和５年度が4,246通、令和６年度２月末が4,505

通となっております。 

○村椿敏章委員 令和５年度の件数が何件になり

ますか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和５年度が4,246

通でございます。 

○村椿敏章委員 ということは、令和６年度の全

体の数が少なかったということなのですかね。ほ

ぼ件数としてはそれほど変わってはいないのかな

と思いますけれども、そういうことですね。理解

しました。 

 これで、693万9,000円というのは、毎年かかる

委託費というか、ランニングコストになるのかな

と思うのですが、その辺について伺います。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 こちらの費用の内訳

といたしましては、コンビニに支払う手数料が87

万8,000円、保守委託料が21万2,000円、システム

利用料が363万円、地方公共団体情報システム機

構に支払う運営負担金が221万9,000円となってお

り、こちらは毎年かかるランニングコストという

ふうに認識していただいて大丈夫です。 

○村椿敏章委員 これは全国のコンビニで網走の

住民票を取りたいということに対応できているの

だと思いますけれども、非常に便利になってよ

かったのかなと思います。 

 この住民票以外に、戸籍とかもこれから取れる

のか、今も取れているのかどうか、その辺を確認

したかったのですが。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 こちらのコンビニ交

付の制度、サービスが始まった当初から、戸籍の

証明書と住民票の写し、戸籍の附票、そして印鑑

証明書、税の所得証明と課税証明、こちらの証明

書が当初から利用できるようになっております。 

○村椿敏章委員 今後、さらにコンビニの証明が

増えていくとか、そういう部分というのはあるの

でしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 全国で利用できる

サービスというのが、ある程度限られておりまし

て、現在、主なものは対応しておりますので、今

後、これ以上増やすというところは、現在のとこ

ろは考えておりません。 

○村椿敏章委員 理解しました。 

 次に、基幹系システム標準化事業について伺い

ます。49ページですね。 

 昨年も基幹系システム標準化事業というのが行

われていますが、約倍の額になっていますけれど

も、昨年の内容と今年の内容、当然違ってくると

思いますけれども、その辺について説明をお願い

します。 

○高橋剛情報政策課長 基幹系システム標準化事

業の令和６年度と令和７年度の予算額の相違につ

いてでありますが、先ほど深津委員にも説明させ

ていただいたとおり、令和６年度につきまして

は、標準化に係る事前準備作業ということで、例

えば外字の対応だとか、データのクリーニングな

どの作業を行っておりましたけれども、令和７年

度につきましては、実際にクラウド上にシステム

を構築する作業や構築した動作のテスト、あと操

作する職員の研修などを行うということを踏まえ

て計上しているため、大幅な予算増となっており

ます。 

○村椿敏章委員 そういうところでいくと、昨年

度、基幹系システムを使うことによって、そうし

た標準化によってカスタマイズができるかどうか

というのを、今までのシステムではカスタマイズ

も一つ一つできましたけれども、それができなく

なるのではないかということも心配されたと思う

のです。網走の場合、どういう状況になっている

のか伺いたいと思います。 

○高橋剛情報政策課長 今般の標準化への移行に

伴いまして、全国的に仕様書に基づいた標準化シ

ステム、基幹系システムを導入して、それを全自

治体が使っていくということになります。それに

併せまして、各自治体もその仕様に合わせた業務

に合わせるというような国の方向性になっており

ます。しかしながら、やはり各自治体ごとで独自

の処理を行っているものもございまして、当市に

つきましても、金融機関振り分けに係る独自処理

を行っているものがありますが、これは標準化と

は別のアプリケーション、外部のアプリケーショ

ンを開発することで、今後も対応が可能となって

ございます。 

○村椿敏章委員 標準化によって、今までできた

ことができなくなるということはないというふう

に捉えます。わかりました。 

 そして、来年度から標準化事業が実際に動き出
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すのかなと思うのですけれども、先ほどそんな話

をしていましたが、今回、富士通による関係自治

体が25年度までにできないというような部分があ

りました。そして、保守運用を委託していたベン

ダーが撤退するというのが相次ぎました。網走の

移行の予定がどのような状況なのか伺います。 

○高橋剛情報政策課長 委員御案内のとおり、一

部大手ベンダーが令和７年度末までの標準化移行

を断念したという報道がされております。しかし

ながら、当市の標準化対象システムにはこの報道

されたベンダーはございませんので、当市のベン

ダーからは標準化移行は期限までに可能、できる

というふうに伺っております。 

○井戸達也委員長 村椿委員の質疑の途中です

が、ここで、昼食のため休憩といたします。 

再開は、午後１時といたします。 

午後12時01分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 村椿委員の質疑を続行いたします。 

○村椿敏章委員 それでは、次に歳入の24ペー

ジ、総務費の国庫補助金１億3,652万円ですけれ

ども、これがデジタル化などについてかかってく

る国庫補助金ということだと思うのですが、右側

のほうには基幹系システム標準化事業補助金と戸

籍事務システムなどがあります。 

 この部分、デジタル庁や総務省は、デジタル化

の標準化の移行経費などは支出していると思うの

です。しかし、クラウド管理、それから運用に係

る経費は自治体負担が基本としています。政府

は、2018年度比で少なくても３割の維持管理のほ

うの削減を目指すとしていました。しかし、これ

は見込みに基づくもので、ガバメントクラウド、

基幹業務システムにおける調査研究の投資効果の

検証では、削減どころか経費が増える自治体が出

ることが明らかになっています。現行クラウドの

形態によって削減効果に差が出るということで

す。今年１月、中核市市長会では、自治体情報シ

ステムの運用経費が平均で2.3倍になるとの調査

結果をまとめています。 

先ほど深津委員のほうからも質問があったと思

いますが、この自治体情報システムの標準化が今

までと比べてランニングコストが増えるのか、減

るのか、どのような状況なのか、確認したいと思

います。 

○高橋剛情報政策課長 御質問は令和８年度以降

のランニングコストがどれぐらい増えるかという

御質問かと思いますけれども、先ほど深津委員に

も御説明さしあげましたが、現行のシステムの運

用費につきましては、標準化対象システム全体で

月額約418万5,000円となっておりますが、今後標

準化及びガバメントクラウド移行後のランニング

コストは、月額約1,036万9,000円となりまして、

現行との差額は約618万円、率では248％の増加に

なる、今のところの見込みでございます。 

○村椿敏章委員 かなり増えたということだと思

うのです。ただ、今までどおり市のほうでサー

バー系を持って、このシステムをつくり上げると

いうことは無理だったのかどうか、ちょっとわか

らないですけれども、その辺についても検討はし

ていたと思うのですが、どうなのでしょうか。ど

ういう検討をして、このクラウドのほうに移るよ

うになったのか伺いたいと思います。 

○高橋剛情報政策課長 まず、標準化システムへ

の移行につきましては、これはもう法律に基づい

た義務になってございます。ただ、そのシステム

をサーバーを立ててオンプレミスで構築するの

か、はたまたクラウド上に構築するというのは、

基本的には自治体の判断によるものでございます

が、ガバメントクラウド上に標準化システムを構

築することで、国からの補助金を充てることがで

きるということがありますので、それでこのよう

な形でガバメントクラウド上に標準化システムを

構築するという選択をなしたわけでございます。 

○村椿敏章委員 まさに、最初に言った24ページ

の国庫補助金が出るというのはガバメントクラウ

ドに載せるということが条件だということです

ね。わかりました。 

 ただ、この経費が2.何倍になっていますか、そ

の経費もやはりかなり負担が重いのではないかな

と思います。 

 そして、デジタル化の推進事業の中で、ページ

数でいくと51ページですか、2,928万8,000円見て

いますが、このうち、令和６年度のほうにも入っ

ているものと、それから一番下から三つほどです

か、新たに入っているものがあります。一つ目は

デジタル化推進事業だから置いておいて、２番目

から５番目まではこれまでもしていたと思うので
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すけれども、この辺についても、先ほどのランニ

ングコストの中に入っているというふうに考えれ

ばよろしいのですか。 

電子文書活用促進事業、それから北海道電子自

治体共同システム運用事業、公開型統合ＧＩＳ管

理事業、キャッシュレス決済事業などは、ランニ

ングコストの中に入っているということでいいの

でしょうか。これはまた別ということなのでしょ

うか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちらのデジ

タル化推進事業の中にある事業でございますが、

こちらは基幹系システムのランニングとは別のも

ので、各原課で独自に実施しているデジタル化推

進の事業という形になります。 

○村椿敏章委員 わかりました。先ほどの基幹系

とはまた別のお金がかかるということですね。そ

こがもう一つ、私も気になっていたところなので

すけれども、要はデジタル実装事業、デジタル技

術を活用した事業運営のランニングコストになっ

ていて、そこも市の、自治体の負担が大きくなっ

ているというふうに思います。 

 先ほどの住民票をコンビニで取れるものとか、

今の公開型ＧＩＳなども実装事業の一つなのだな

と思いますけれども、ここについては、これから

も増えていくと思いますけれども、今現在でどれ

くらいのお金がかかるような形になるのか、わか

れば聞かせてもらいたいと思います。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 デジタル化推

進事業に関しましては、係る費用に関しまして

は、資料に記載のとおりでございますが、今後、

人口減少社会の中で、網走市の人口もどんどん

減っていきますし、職員の数も減っていくという

ところがございます。その中で、持続可能な自治

体運営をしていく中では、デジタル技術の導入と

いうことは避けられない部分でありますので、今

後もこういったデジタル実装の部分に関しては、

導入は避けられないものとなりますので、こう

いった独自のデジタル技術に関するランニングと

いうものは、今後も増えていくと見込まれており

ます。 

○村椿敏章委員 できれば、その辺も今後どんな

ふうな形になっていくのか。職員の事務を手伝っ

てくれるというところでは非常に便利なものです

し、これも避けられない状況だというのもわかり

ますから、ただ、お金もどれほどかかっていくの

かというのは、今後示してもらえたらなと思いま

す。 

 次の部分に移ります。 

 次に、先ほど質問にもありましたが、ふるさと

基金の件について伺いたいと思います。 

 今年もふるさと基金が様々なところで使われて

いるということ、先ほどありました。やはりふる

さと寄附に頼っている部分、年々増えているので

はないのかなと思うのですけれども、基金繰入れ

の推移について、それから基金残高の推移につい

て伺います。 

○小西正敏財政課長 ふるさと寄附基金の繰入金

の推移につきまして、当初予算の数字となります

が、令和４年度の繰入額は約８億8,000万円、令

和５年度の繰入額は約13億2,500万円、令和６年

度の繰入額は約17億100万円、令和７年度の繰入

額は約16億4,100万円となっております。 

 続きまして、ふるさと寄附基金の残高の推移で

ございますが、令和４年度末残高につきましては

約37億3,900万円、令和５年度末は約30億6,000万

円となっております。また、今後の残高につきま

してですが、決算数値となりますので、あくまで

見込みの数値となりますが、令和６年度末は約26

億7,300万円、令和７年度末は約24億6,800万円を

見込んでいるところでございます。 

○村椿敏章委員 やはりこの間のしなければいけ

ないというか、子育て支援だとか学校給食費と

か、そういうところについては全額がふるさと寄

附を充ててされている状況なのかなと思うのです

よね。ただ、ふるさと寄附が少なくなってきたと

きにどうしていくかというところも気になるとこ

ろなので、できれば、今後もそういう事業を続け

ていくとすれば、基金繰入れだけではなくて、一

般予算のほうも入れながら検討していく必要もあ

るのかなと思うのですけれどもいかがでしょう

か。 

○小西正敏財政課長 ふるさと寄附基金の繰入れ

に当たりましては、これまで、先ほど申し上げま

したとおり、給食費の無償化、こども医療費の無

料化、路線バス・どこバスの運行支援など、市民

の生活や産業の振興などに資する取組に活用を行

わせていただいているところでございます。 

 近年、これらの事業費は増加傾向にありますこ

とから、中期の財政の見通しにつきましては、一

定額の基金活用を想定してきているところです。 
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 ふるさと寄附金制度につきましては、恒久的な

制度ではないかもしれないということもあります

ので、こういった国の動向、制度の動向を注視し

つつ財政運営に当たっていきたいと考えておりま

す。 

○秋葉孝博企画総務部長 今、委員からのお話

は、ふるさと納税だけに頼らず、一般会計の歳入

をもって充てるというお話かと思いますが、現状

として、ふるさと寄附の御厚志を頂いて、それを

事業展開できるというような状況ですから、さら

に一般会計で、いわゆる税収、交付税、それから

地方譲与税、地方消費税交付金等では、当然賄え

ることはできないです。 

基金残高としては、ふるさと納税で令和５年度

末ですけれども、30億円程度ありますので、現在

予算ベースでいくと22億円のふるさと寄附を頂い

て、実質積めるのは11億円、今年当初予算ベース

で約16億円使っていますので、差額として年間５

億円ずつ使っていくと。この見通しについては、

６年先までは財源があるというような、今現時点

ではそういう状況ですから、それから、今、国会

でも議論になっていますけれども、子供の給食費

の無料化などもそこで議論されますので、今後そ

うした動向も注視しながら、そこはなるべく市民

サービスの低下に陥らないように、中期的な視点

を持って財政運営に当たってまいりたいと、その

ように考えております。 

○村椿敏章委員 今後の予定については、ほぼわ

かりました。 

 ただ、なくなったときのことを考えたら、そう

いうことも考えていかなければいけないのかなと

いう意味合いで、私は話させていただいたという

ところです。 

 次に、人件費についてです。予算説明書で言え

ば121ページ。 

正職員の数ですね。総数で言えば、121ペー

ジ、本年度は541人で３人増えているような形か

なと思います。ただ、その次のページに行きます

と、会計年度任用職員以外の職員は317人で、前

年より２人減っている状況です。この理由が、今

までも早期退職などもあったかなと思うのですけ

れども、まず職員の採用人数と、それから早期退

職者の人数、職員数の推移などについて伺いたい

と思います。 

○高橋健司職員課長 これまでの職員数の推移と

いうことでございますが、職員数につきまして

は、これまで350名を基本としまして、一時的な

人員不足、臨時的業務の発生などに対応する柔軟

な職員配置に努めるということでしております。 

実際の推移ということでございますが。令和４

年度につきましては、特別会計も含めた全ての総

職員数という形になりますけれども、職員数347

名、採用者数14名、退職者数11名。令和５年度に

つきましては、職員数356名、採用者20名、退職

者10名。令和６年度につきましては、職員数が

361名、採用者15名、退職者20名となっておりま

す。 

 加えまして、予算説明書にあります122ページ

にある職員数につきましては、こちらにつきまし

ては、あくまでも一般会計の職員数という形に

なっておりますので、今、私が申し上げた職員数

とは直接一致しないということで、御理解をお願

いいたします。 

○村椿敏章委員 そうですね。一般会計の部分に

ついて、あと特別会計の方々もいらっしゃるとい

うことですね。その特別会計の部分も加えた数字

が、今、答えていただいた部分というふうに受け

取りました。 

 退職者の方も令和６年度で言えば20名と、非常

に多い状況ですけれども、退職する理由について

伺いたいと思います。 

○高橋健司職員課長 令和６年度の退職者の状況

ということでございますが、従前の定年である60

歳で退職する者もございますので、そういった方

を含めた定年退職者数としましては７名、早期退

職者としまして13名となっております。早期退職

の理由といたしましては、ほかの官公庁への転職

が４名、民間企業への転職が４名、家庭の事情が

４名、健康上の問題というのが１名という形と

なっております。 

○村椿敏章委員 民間に移った方が４名、その前

の４名は何の４名でしたか。 

○高橋健司職員課長 ほかの官公庁への転職が４

名です。 

○村椿敏章委員 他の官公庁に移られる方です

ね。 

 行った先もあるとは思いますけれども、網走市

役所に勤めて、すぐ辞めていくわけではないで

しょうし、何年も勤めた後に辞めていく方も多い

と思うのです。そうして辞めていく方を減らして
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いくための方策については、どのように考えてい

るか伺いたいと思います。 

○高橋健司職員課長 早期退職への対策というこ

とでございますが、退職している理由の一つとい

たしまして、世の中の変化ということもあるとは

思いますが、終身雇用に対する考え方の変化、転

職へのハードルが下がっていること、仕事に関す

る価値観の多様化などが考えられております。 

退職理由につきましては、人それぞれでありま

して、それを完全に防ぐということは難しいかと

考えております。しかし、これまで市役所で成長

してきた職員がいなくなるということにつきまし

ては、大変大きな損失であるということで、そう

いう認識をしておりますから、ほかの自治体の取

組状況など、意見交換、参考としながら、効果的

な取組を研究してまいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 最近の採用の人数の中には、高

校生の採用の方は何人いるのですか。 

○高橋健司職員課長 今、手元にございませんの

で、後でお答えしたいと思います。 

○村椿敏章委員 そこをちょっと聞きたかったの

は、やはり網走出身のお子さん、網走で生まれ

た、網走で育った方が市役所に入ったほうが辞め

ていく確率も低いのかなと思ったりはしたもので

すから、そうした面では大学だけではなくて、高

校を卒業した方の採用もぜひ考えていっていただ

けたらなと思ったのです。その点について、どの

ように考えているのか伺いたいと思います。 

○高橋健司職員課長 高校生の採用、特に地元高

校生の採用ということについてですけれども、高

校生の採用につきましても、積極的に行っており

ます。ただ、近年の状況で言いますと、地元高校

生に内定を出しても辞退をされるというような、

その理由を聞くと、ほかの官公庁に行くだとか、

そういったような状況となっております。これら

も含めて、世の中がやはり変わってきて、社会情

勢の変化があるのかなということもありますの

で、その辺は採用試験の在り方なども含めまして

研究してまいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 実態はわかりました。努力され

ているということもわかりました。 

○井戸達也委員長 職員課長から、先ほどの答

弁、よろしいですか。それでは、お願いいたしま

す。 

○高橋健司職員課長 先ほど、後で回答しますと

申し上げていました高校生の採用者ということで

ございますが、令和５年度につきましては９名、

令和６年度につきましては９名の高校生を採用し

ているというような状況となっております。 

○村椿敏章委員 かなりの方を採用しているとい

うことがわかりました。私の認識不足でした。今

後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、会計年度任用職員について伺いたいと思

います。ページ数で言えば122ページですかね。 

 224人の方が仕事をされています。代表質問

で、会計年度任用職員の３年の上限回数撤廃をす

べきではないかというふうに私たちは話をさせて

いただきましたけれども、市長は申込状況も踏ま

えながら検討するとの回答でした。国がそのよう

に方針も変えてきた中で、なぜそこに踏み出せな

いのかなとちょっと思ったのですけれども、ま

ず、申込状況というのを踏まえながらというのは

どういうことなのか、確認したいと思います。 

○高橋健司職員課長 申込状況ということでござ

いますが、網走市で募集する会計年度任用職員に

つきましては、様々な職種を募集しているという

ような状況となっております。当然、その職種に

よって、こちらが必要な人数に対して、どれぐら

い申込みがあるかというものが、職種によって全

然違うというような状況になっておりますので、

そういったものの状況を踏まえながら検討してま

いりたいということで考えております。 

○村椿敏章委員 今の答弁だと、網走市が求める

人材の人数を確定した上で公募しますというとこ

ろなのでしょうけれども、ただ、網走の場合、専

門職、そしてまた一般事務職というところで言え

ば、かなり専門職のほうが多かったのかなと思い

ます。ここについての割合というか人数は何人に

なっていますか。 

○高橋健司職員課長 令和６年４月１日段階の会

計年度任用職員の実際の任用人数ということにな

りますけれども、今年度４月１日で214名の会計

年度任用職員を任用している状況になっておりま

す。そのうち事務補助員という形で任用している

のが34名という形となっております。 

○村椿敏章委員 専門職の人数というのは。 

○高橋健司職員課長 専門職の人数でございます

が、一般的な事務補助を行うほかを除く人数とい

う形になりますので、180名という形となりま

す。 
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○村椿敏章委員 やはり専門職のほうが多いので

すよ。そういう意味で言ったら、今の市役所の事

業を支えていただいている会計年度任用職員、こ

の方々を３年に１回の公募で失ってはいけないと

私は思います。ぜひ、ここについては、検討をし

ていただきたいと思います。 

 令和５年のときに、公募をしたと思うのですけ

れども、次の公募の多いときというのはいつにな

るということですか。 

○高橋健司職員課長 公募が多い年につきまして

は、３年に一度やってくるというような状況に

なっておりますので、令和８年度の採用に向けた

募集が多いものとなっております。 

○村椿敏章委員 ということは、再来年度という

ことで、来年度の部分について公募するかどうか

というところになると思いますので、ぜひ検討し

ていただきたいと思いますがいかがですか。 

○高橋健司職員課長 同じような答弁になってし

まうかもしれませんけれども、そういった専門職

の募集が少ないということも踏まえながら、そう

いったものも考慮しながら検討していきたいと考

えております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 ほかの開発の方々とか、北海道で勤めている

方々の状況とかもあるとは思いますけれども、そ

ういうところの情報もつかみながら、ぜひ申込状

況がどうなるのかというのも含めて検討していた

だけたらと思います。 

 私からの質問は以上です。 

○井戸達也委員長 それでは、ここで、市民活動

推進課より発言を求められておりますので、発言

を許可します。 

○田中靖久市民活動推進課長 先ほど、澤谷委員

から防犯灯に関する質問の中で、移管する灯数に

ついて説明不足の部分がございましたので、改め

て説明させていただきます。 

 令和８年度に向けて進めております町内会管理

分の支援の移管の防犯灯数でございますが、現在

網走市内で全部で2,509灯、防犯灯を設置してお

ります。そのうち市管理分として1,837灯、こち

らが現在市が電気料を負担しているものでござい

ます。残りの町内会管理分として672灯あります

が、その分につきましては、現在は町内会が電気

料を負担しているという状況でございます。 

 この672灯につきまして、令和８年度以降、市

に移管していただき市が電気料を負担するという

ことで進めているところでございます。 

○井戸達也委員長 澤谷委員、よろしかったです

か。 

○澤谷淳子委員 よろしいです。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑に移りま

す。次の質疑者、挙手願います。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。 

ほかの方も大分質問されたので、新庁舎開庁記

念事業につきましては、中身は大体わかりまし

た。 

 市史編さん事業につきましても、澤谷委員から

質問がございましたが、過去に子供たちにも見て

もらえるように、市史をアニメ、漫画等にしては

どうかという提案をさせていただいたのですが、

本年度予算が上がって、ひょっとしたら盛り込ま

れているのかなと思ったのですが、盛り込まれて

いないという認識でよろしかったでしょうか。 

○日野智康総務防災課長 石垣委員のほうから子

供たちも読めるような市史についてという費用の

御質問がございましたけれども、以前も、本自体

作るのにはわかりやすい文章を心がけまして、小

学生以下については整理した写真をデジタル化す

る予定なので、映像でも楽しめるようにと答弁さ

せていただいておりました。来年度の中には、子

供用の本を作るという予算は計上してございませ

ん。 

○石垣直樹委員 わかりました。とても残念で

す。 

 次に、公開型統合ＧＩＳ管理事業について伺い

ます。 

様々な委員からシステムの経費について、ラン

ニングコストについて問われておりますが、この

ＧＩＳにつきましては、イニシャルで恐らく

4,000万円程度かかっていて、昨年度が560万円、

本年度が803万円とランニングコストがかかって

きております。本年度803万円の内訳がございま

したら教えてください。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちらの公開

型統合ＧＩＳの管理事業というところなのですけ

れども、こちら、様々なコンテンツの保守と更新

費用になっていまして、昨年度から増えた部分で

言いますと、四つのコンテンツが新たに令和６年

度で構築されて、保守と更新が必要になったとい

うところになっております。その主な増えた部分
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なのですけれども、防災係でコンテンツを作りま

した津波災害警戒情報システムであったりとか、

土砂災害危険箇所巡視手引更新と保守というとこ

ろがございます。そのほかにあと二つございまし

て、市民投稿型ごみ収集システムの保守と、もう

一つ、耕地林務係の農業水利施設管理システム保

守というところが令和６年度から増えまして、こ

この保守の部分が増えたことにより増額となった

ものでございます。 

 併せて、エンジニアの単価というものも人件費

の増により増えているところもありまして、そこ

も増えた要因となっております。 

○石垣直樹委員 アップデートをされたことで増

加しているというふうに認識いたしますが、増加

した費用に対して、市民サービスが見合っている

のかどうかというのはざっくり所感で構わないの

で、お考えをお示しください。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちら、コン

テンツが増えるということは、各課において必要

な図面、コンテンツを作り上げているということ

になりまして、業務の効率化につながっていると

考えております。 

 業務の効率化につながれば、そこで空いている

時間とかで市民サービスの向上とかにつなげてい

けるというところで、ＤＸの部分は達成できてい

るのではないかと考えております。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。業務の

効率化が図られているということはわかりまし

た。 

 アップデートされているＧＩＳの情報を、様々

使われているアプリ等で引用するというか、流用

することはできるのですか。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 こちらのＧＩ

Ｓですが、公開できるデータに関しましては、

様々各所管の部署の出せる、出せないというとこ

ろはあるのですが、そういったレイヤーの組合せ

によって、市民が必要な求めるもの、市民目線に

合ったものを、レイヤーを重ね合わせて出すこと

はできることになっておりますので、今後、その

辺は職員の研修も予定しておりますので、また、

今後、ＧＩＳに関する市民アンケートも実施する

予定ですので、その辺のニーズ調査を踏まえなが

ら、今後、市民が使いやすいような公開型ＧＩＳ

を展開していきたいと思っております。 

○石垣直樹委員 このＧＩＳ、今ホームページで

公開されておりまして、番地等がわかるとか、活

用できます。ただ、あまり知られていないのかな

と思いますので、今後に期待いたしたいと思いま

す。 

 続きまして、生成ＡＩ導入検討事業についてで

すが、ほかの委員からもございました。職員の方

が今後の庁舎内の事業で生成ＡＩを活用していく

ための、勉強するための予算かと思いますが、そ

の得た知見や生成ＡＩに関するノウハウを民間に

落としていくという考えはあるのかどうか、お示

しください。 

○山縣叔彦デジタル化推進室参事 生成ＡＩ導入

検討事業でございますが、こちら生成ＡＩの活用

につきましては、セキュリティリスクが伴うた

め、まずは組織としてセキュリティーが担保され

ておりますグーグルワークスペースで利活用でき

る生成ＡＩについての利活用の検討を進めてまい

ります。市民への還元というところでございます

が、業務の効率化が進んでいけば、間接的に市民

サービスの向上につながると考えておりますが、

どういった形で市民へ還元できるか等について

は、今後検討してまいりたいと思います。 

○石垣直樹委員 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、東京農大学生確保対策支援補助金

につきまして御質問いたします。先ほど深津委員

からもございましたが、減額された理由は実際か

かる費用を計上したというふうに伺いました。 

 今、大学では、生徒の取合いが全国的に起こっ

ているかと思います。この補助金は、個人的には

もっともっと増やしていくべきかなというふうに

思っている部分でございます。といいますのは、

やはり一次産業に対する農大生の力というのは必

要なものであり、社交業、夜のお店に対しても、

とても農大生がいないと回らないというような状

況かと思います。そして、さらにこの方々が卒論

で書かれた内容を見ていきますと、結構おもしろ

いことが書かれておりまして、「網走市の一般廃

棄物処理における今後の改善策に関する調査研

究」「地域おこし協力隊への起業支援の現状と課

題に対する調査研究」「網走市におけるグリーン

ツーリズムの課題」「網走市における地域活性化

の現状と課題」などと、これは2023年の地域企業

経営研究室の生徒たちが卒業するときに残された

ものでございます。中身に関しては、読んだこと

がないのですが、地域に来ていただいて、地域で
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生活していただいて、働いていただいて、こう

いったものを残していただける、本当に価値があ

る学生だと思いますので、ぜひともこれからこの

予算を伸ばしていって、さらに学生を確保してい

ただきたいと思いますが、何かお考えがあれば。 

○佐々木司企画調整課長 農大学生確保対策支援

補助金につきましては、大学が、保護者が市民の

入学生、連携高校からの入学生、交流都市からの

入学生を対象に、入学に係る費用の一部の負担軽

減を図ろうとして取り組んでいるもの、こちら対

して補助をしているものでございまして、市が独

自に予算を増額したところで、それが直接結びつ

くものではないと認識してございます。 

 学生の確保対策に関しましては、今の学生活動

支援といたしまして、大学生が独自で取り組んで

いる取組に対する支援、あるいは高大連携といい

まして、大学と高校が結びついて入学者の支援に

向けた取組というようなこともやっております

し、ふるさと納税の中では、大学の魅力向上、教

育環境の整備といったところの寄附メニューを設

けたところでございまして、あとはオープンキャ

ンパスのときに関西圏、首都圏のほうから高校生

を招いてきて、校外学習をさせるといったような

大学の魅力を広くアピールする、ＰＲする取組を

行っておりますので、こういったところに対する

支援を通じて、入学生、学生の確保につなげてい

きたいと、このように考えてございます。 

○石垣直樹委員 よろしくお願いします。 

 続きまして、日体大高等支援学校生徒確保対策

支援補助金につきましてお伺いいたします。 

 これは昨年度予算特別委員会で大幅な時間を

使って議論された部分でございますが、本年度が

1,640万円と、前年度の4,300万円から大幅に下

がっている要因は何でしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 こちらの補助金でござ

いますが、特定の方から毎年支援学校のために活

用してほしいと、使途が特定された御寄附を頂い

ておりまして、これを原資として学校の支援に取

り組んでいるものでございます。御寄附の額を勘

案し、1,640万円としたものでございます。 

○石垣直樹委員 寄附額が減ったということで認

識いたしました。 

 続きまして、予算書の53ページです。 

生活・緊急情報配信事業につきまして、多言語

化、６言語から８言語に増やされるというところ

の予算がついているかと思いますが、増えた２言

語というのはどのような言語でしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 現在、対応しておりま

す６言語は、英語、それから中国語の繁体と簡

体、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語で

ございまして、新年度、こちらに新たに韓国語、

ミャンマー語の２言語を加えようとするものでご

ざいます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 多言語化が８言語に市で進んだのだなという認

識になるのですが、聞くところによると、都市部

の学校などでは数十か国語の言語を使っての資料

を作ったりしているかと思います。網走はまだ８

言語あれば賄えるというような現状という認識で

よろしかったですか。 

○佐々木司企画調整課長 網走市内にお住まいの

外国籍の方にも正確に情報をお伝えするため、多

言語化に取り組んでございます。現在の技能実習

生、特定技能者、外国人労働者の国籍をおおむね

包含できると考えております。 

○石垣直樹委員 理解いたしました。 

 観光客、インバウンドの方も増えてきておりま

すので、緊急情報は命に関わる情報ですので、

しっかりと対応していただければと思います。 

 最後の質問になります。 

 食品加工体験センター管理運営事業についてお

伺いいたします。 

 増額された部分につきましては、先ほど深津委

員の質疑の中で把握いたしました。これ、非常に

人気の施設かと思っております。稼働状況、昨年

度でわかる範囲でお示しください。 

○田中靖久市民活動推進課長 施設の利用人数に

つきましては、実は減少傾向にありまして、平成

29年度までは2,500名を超える利用者がおりまし

たが、それ以降は減少し、令和２年度からはコロ

ナ禍の影響もありまして、2,000人を割り込む数

字となっております。 

 利用率につきましては、団体数は減少していま

せんので、今年度におきましても２月末時点で

94％と高い水準で推移している状況でございま

す。 

○石垣直樹委員 94％、非常に高い数字であるこ

とはわかりました。利用人数は若干減ってきては

いると。 

 新庁舎が開設されまして、この庁舎は一時避難
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所というところで、何か災害があったときに一時

的に避難をする場所でございますが、どう見ても

炊事場が足りない、煮炊きするような状況ではな

いので、こういった人気のある施設を商店街等に

２号館なりなんなり誘致して、にぎわいの創出と

か災害時に炊事を行う、炊き出しを行う。といい

ますのも、昨日、3.11の14年目がございまして、

様々な地域の過去の資料を見ていたら、災害に

遭ったお母さんたちが炊き出しをしているのです

よね。この庁舎は防災庁舎として造られました

が、実際何かあったときに炊き出しをする場がな

いなというところで、人気のあるみんぐるが近く

にあればいいなと個人的に思ったのですが、人気

のある施設を今後何か発展させていくようなお考

えはお持ちでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 現在のところ、食

品加工体験に特化した新たな施設を整備するとい

うのはかなりハードルが高いものかと考えており

まして、コミュニティセンターであるとか住民セ

ンターなどの調理室でパンであるとかお菓子作り

など、グループでの調理を行うことができますの

で、そういった施設の利活用を考えていきたいと

思っております。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 終わります。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者、挙手

願います。 

○永本浩子委員 それでは、予算説明書の51ペー

ジ、地域おこし協力隊のインターン活用事業です

けれども、先ほどから多くの委員がいろいろと質

疑をされておりまして、聞かれましたけれども、

その中で、昨年からスタートをして昨年は夏冬合

わせて７人、それぞれ夏の七福神まつりとか冬の

流氷まつりということで、こういったお祭り関係

のところに受入れがあったわけですけれども、令

和７年度、団体受入れが10人と保健センター受入

れが５名ということで、具体的にはどういった受

入体制になるのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 令和６年度に関しまし

ては、２団体に受入れをお願いしてございます。

まちづくり会社と観光協会でございます。10名を

予定しておりましたが、一度に受け入れられる人

数の都合等ございまして、なかなか予定をしてい

た10名の受入れがかなわなかった現状がございま

す。 

 新年度におきましては、さらに商工会議所も受

入団体にお願いしておりまして、ここは具体的に

はどのようなプログラムで受け入れていただける

か、今はそこを検討中でございますが、６年度に

実績のございますまちづくり会社と観光協会につ

きましては、学生たちが夏休み、冬休みの期間を

利用して来てくださるということもありまして、

同じようなプログラム、イベントの中での受入れ

になろうかと考えてございます。 

 失礼いたしました。 

新年度につきましては、まちづくり会社が４名

の受入れ、観光協会が夏休みと冬休みそれぞれで

２名ずつ、商工会議所で２名、そのほか保健セン

ターで受け入れますインターンが５名を予定して

ございます。 

○永本浩子委員 初年度に比べて、また新たな角

度でインターンを受け入れるということで、特に

保健センターのほうの受入れは、どういったとこ

ろから学生を呼ぶということか、札幌の……。 

○佐々木司企画調整課長 札幌市内にございます

看護学校の学生を対象に募集をかける予定でござ

います。 

○永本浩子委員 新たな試みということで、しっ

かり取り組んでいただきたいと思っております。 

 昨年のまちづくり会社の受入れのほうのイン

ターンの報告会に出させていただきましたけれど

も、本当にすばらしいメンバーで、網走のまちづ

くりのことをもっと真剣に語りたかったというの

が声にも上がっていたかと思います。そしてま

た、もっと若い人とも交流をしたかったというこ

とで、ぜひ、今後の取組としては、ＪＣとかＹＥ

Ｇなどの、網走としても網走の今後を担っていく

ような若いメンバーとの交流の場というのも設け

ていただけるといいのではないかと思いますけれ

ども、この点はいかがでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 同じように、ほかのイ

ンターンの方とも交流したいというような御意見

も、私たち直接いただいているところでございま

すので、まちづくり団体とどのような意見交換の

場が持てるか、これにつきましては、受入団体と

もよく協議をして実現できるように努めてまいり

ます。 

○永本浩子委員 ぜひお願いいたします。 

 そして、インターンとして来てくださった

方々、本当に第二のふるさとと思いたいとか、ま
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た来たいとかいう大変うれしいコメントをいただ

いておりますけれども、しっかりとした関係人口

に結びつけていく工夫というのが必要になるかと

思いますけれども、この点についてはどうでしょ

うか。 

○佐々木司企画調整課長 別で、関係人口創出事

業というものの中で、新年度、首都圏の移住フェ

アですとか、あるいは道東に興味のある方たちの

コミュニティー、こういった場に私たち足を運び

まして、網走市のよさ、住みよさ、暮らしの体験

といったことをお話ししてＰＲをしてこようと考

えてございます。ここにも、令和６年度で来てい

ただきましたインターンの方たちにお声をかけ

て、ぜひ一緒に来ていただこうというふうに考え

てございまして、せっかく来ていただいたイン

ターンの方たちとの関係を損ねることなく、より

深い関係を築いていけるように努めてまいりま

す。 

○永本浩子委員 今、関係人口創出推進事業のほ

うも答えていただきましたけれども、そうします

と、関係人口創出推進事業の予算がかなり増額に

なっている理由というのは、そういう新しい試み

を行うということでよろしかったでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 関係人口創出推進事業

では、これまでの取組に加えまして、新年度新た

に、繰り返しになりまして恐縮ですが、移住フェ

アへの参加ですとか、道東に興味を持つコミュニ

ティー、こちらへ足を運びまして、網走の魅力を

ＰＲしようと考えてございまして、これに係る経

費が増額になっているものでございます。 

○永本浩子委員 そういった新しい試み、とても

大事なところかと思います。せっかく来ていただ

いたインターンのメンバー、この後、本当の協力

隊員になっていただいたりとか、インターンメン

バー同士のつながりというものを持ちながら、よ

り深い関係人口として、いずれ移住につなげてい

ただければと思いますけれども、その辺のとこ

ろ、いかがでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 すぐさま移住にという

のはなかなかハードルが高いとは思っております

が、せっかく築けた関係性でございますので、こ

れを継続して深めていくことがまさに交流人口、

関係人口の創出だというふうに認識をしてござい

ますので、いずれ移住に、あるいは興味を持って

網走に何らかの形でまた来ていただけるような、

そのような関係を築いてまいりたいと考えてござ

います。 

○永本浩子委員 よろしくお願いいたします。 

 次に、51ページの出会い創出支援事業ですけれ

ども、この事業、10万円だったものが今回40万円

ということで、増額の理由をお聞きいたします。 

○佐々木司企画調整課長 近年、イベントの規模

の拡大ですとか、物価高騰などの影響によりまし

て、事業費が増加する傾向がございます。これに

対応するため、補助対象経費に参加者の宿泊費を

加えまして、さらに上限額を20万円増額し、利用

しやすい制度としたものでございます。 

 １件20万円のイベントに対して、２件の実施を

想定して予算を組んだところでございます。 

○永本浩子委員 今まで、１団体10万円というこ

とできたのが、確かにいろいろな諸経費もかかっ

ておりますし、参加人数等も多いと、それだけお

金もかかるかと思いますので、１件20万円という

のは大変妥当ではないかと思っております。 

 新年度、２件を見込んでということですけれど

も、具体的にはどこの団体とか、そういったこと

はまだ決まってはいないのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 現時点で制度活用の相

談などはございません。 

○永本浩子委員 今までもやっていただいていた

のは、ＬＯＶＥあばしりさんとかＹＥＧ主催のと

いうところかと思いますけれども、そういったと

ころとのコンタクトというのはまだこれからとい

うことなのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 まだ予算を議決いただ

いてございませんので、議決後にしっかりとＰＲ

をしてまいりたいと考えています。 

○永本浩子委員 そのとおりで、この予算が通れ

ばということで、倍額になった部分をまたしっか

りとやっていただければと思います。 

 また、北海道でもオンラインの婚活支援をやっ

ておりまして、婚活イベントとか無料相談会な

ど、結婚を希望する男女の出会いを後押しすると

いうことで、参加費は無料なので、地元のイベン

トにはなかなか参加しづらい方とか、自分の子供

に早く結婚してもらいたいと思っている親御さん

などにも、こういった情報を提供することで、別

の角度からの婚活が進む可能性があるかと思いま

すけれども、こういった取組はいかがでしょう

か。 
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○佐々木司企画調整課長 今、御提言をいただき

ました北海道のオンライン婚活相談、そのほか、

ほかでもやっているというようなお話も聞きます

ので、まずは北海道の取組をはじめといたしまし

て、他にどのような取組があるのか、まずは情報

収集に努めてまいりたいと考えてございます。 

○永本浩子委員 市がお金をかけなくても、活用

できるものがあれば、ぜひ活用していただいた

り、ちょっと北海道全体だとこちらから持ってい

かれる可能性もありますけれども、反対にほかの

ところから来ていただける可能性もうまくいけば

ありますので、地元で顔を出してというか、参加

するというところに抵抗がある方も中にはいるの

ではないかと思いますので、ぜひ研究、検討して

いただければと思います。 

 次、53ページの消費生活相談事業、先ほども質

問があったところで、増額の理由は了解いたしま

した。３月８日にも市内の60代女性が警察官を名

のる男性に1,396万円もだまし取られたという事

件が起きました。近年の相談件数と、被害状況は

どのようになっているのでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 警察署との情報共

有している中で、市で集計している状況ですけれ

ども、令和５年中の件数ですと10件で4,634万

5,000円の被害額、６年中については14件、306万

7,000円の被害が出ております。令和７年に入り

まして２件ありまして1,500万円の被害が出てお

ります。 

○永本浩子委員 ちょっと今数字を聞いて驚いて

おりますけれども、かなり被害件数もあるという

ことで、実際には被害に遭っても相談しないケー

スもかなりあるのではないかと思いますので、実

態的にはもっと多い被害件数が、金額があるかも

しれないなと思うところですけれども、これまで

対策として取り組んできたこととしてはどんなこ

とがありますでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 特殊詐欺防止の取

組ということでございますが、市では、消費者協

会の相談員を講師とした高齢者を対象に出前講座

を実施していたり、その中では、直近の事例や相

談先の紹介といった啓発を行っています。また、

その際に、市で作成した啓発資材を配布しており

ます。 

 また、防犯協会や警察署と協力しまして、年金

支給月、年６回ですね、それに合わせて市内金融

機関であるとかスーパー等のＡＴＭ設置場所で街

頭啓発を行っております。 

 警察署では、ほくとくんの防犯メールで特殊詐

欺の啓発や実際の被害についての周知を行ってお

りまして、市と警察で連携しまして、そのメール

の情報をいただきまして、市でもホームページに

掲載するといった取組を実施しているところでご

ざいます。 

○永本浩子委員 いろいろな角度で取組をしてい

ただいているのだなということがわかりましたけ

れども、それでもなかなか減らないという実態が

あるのだと思います。やはり自分ごととして捉え

てもらうというところと、様々やっていることが

まだ届いていない部分が多分あるのだと思いま

す。今後、さらなる対策が必要かと思いますけれ

ども、出前講座でやっていただいている部分もあ

るようですので、人ってやはり実際にあった話と

かを生の声で聞くと、かなり実感が湧いてくるの

ではないかなと思いますので、老人会とかふれあ

いの家とか寿大学等でちゃんと実例を引いて訴え

るとか、そういったところにも力をさらに、今ま

でもやっていただいているかと思いますけれど

も、さらに力を入れていただければと思います

が、いかがでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 特殊詐欺等の被害

の今後の防止対策についてでございますが、詐欺

の手口に関する知識不足であるとか周囲に相談で

きない人が多いことで、被害につながっているこ

とが考えられますので、従来どおりの啓発活動を

通じていく中で、手口が常に新しいものに変わっ

ていきますので、その啓発内容をアップデートし

ていくということで、繰り返し啓発活動を続けて

いきたいと考えております。 

○永本浩子委員 さらにアップデートしながら、

そういった部分が伝わっていくように取組をお願

いしたいと思います。 

○井戸達也委員長 永本委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

 再開は午後２時15分といたします。 

午後２時03分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時15分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行いたします。 
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永本委員の質疑から。 

○永本浩子委員 それでは、49ページ、防災備品

整備事業についてお伺いいたします。 

 新年度246万円の予算がついておりますけれど

も、毎年備蓄品に関しては更新していることかと

思いますけれども、新年度の更新の中身というの

はどういうふうになっているのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 令和７年度、購入予

定の備蓄品でございますが、非常食としてアル

ファ化米など1,100食ほかおかゆ・おにぎり400

食、乾パン・ビスケット360食、ビスコ300、よう

かん500など、そのほか備蓄水、ミルクと備蓄用

バスタオルが300枚、トイレ用薬剤が400回分、生

理用品・おむつが36袋、発電機用オイル・ガソリ

ンのオイル缶が36個、オイル38リッター、ガソリ

ン292リッター、軽油100リッターと滅菌交換キッ

トが21個、灯油入替えの手数料も計上させていた

だいております。 

○永本浩子委員 なかなか聞こえづらくて、よく

わからない部分もあったのですけれども、かなり

いろいろな角度で更新されるということで、その

中でもアルファ化米とかおかゆ、乾パンなど、こ

ういった食品関係の更新の基準というのはどのよ

うになっているのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 アルファ化米などは

賞味期限が５年となっておりますので、期限の１

年前を基本といたしまして、計画的に更新してい

るところでございます。 

○永本浩子委員 １年前にということで、そうす

ると新しく更新したものと今まで備蓄していたも

の、その後の今まで備蓄していた賞味期限１年前

のものの活用状況というのはどのようになってお

りますか。 

○阿部昌和総務防災課参事 非常食の食料につき

ましては、例年1,000食程度が更新となります。

その際、防災フェアや小学校の一日防災学校に提

供するなど活用しているところであります。 

○永本浩子委員 防災フェア等のイベントに参加

して、私も非常食を頂いたりしたことがあるので

すけれども、先日、市で備蓄しているアルファ化

米を提供していただいて、わくわくキッズで防災

飯というテーマで防災クッキングをエコセンで

行ったところ、子供たちにも大好評だったのです

けれども、私もそうなのですけれども、イベント

に参加していただいて持って帰って、そのまま家

でもまた備蓄してしまうという状況が結構多く

て、それを実際に食べてみるということを、なか

なかされていないのが現状なのではないかなと

思っております。ただ、やはり災害になったとき

には、それをすぐ活用できるということをふだん

から経験していくということは大事なのではない

かと思いますけれども、そのような取組というの

は市にはあるのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 今、委員おっしゃっ

たように防災訓練ですとか研修、町内会等でそう

いう相談が市のほうにあった際には、賞味期限が

近づいたものを提供できますよというような、こ

ちらからも御提案させていただいて、先日も潮見

の老人クラブのほうで試食をしていただいたとこ

ろでございます。 

○永本浩子委員 実際に老人クラブ等で試食して

いただいたということで、実際作ってみる、食べ

てみるという取組もされているようです。 

 今回、そのとき子供たちも山菜おこわ等もすご

くおいしいということで好評だったのですけれど

も、他の自治体では、防災用のアルファ化米やパ

ンを給食にして、実際にお湯等を使って食べられ

る状態にして、防災給食と同時に防災教育も行っ

ているというような取組をしている自治体もある

ようなのですけれども、網走ではそのような学校

の取組というのはあるのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 当市では市内の小学

生約1,400名、中学生で約800名、合計で約2,200

名の児童生徒が食べる学校給食となると、現状の

備蓄数ではなかなか難しいかと考えております。 

 しかし、先ほどお伝えしましたとおり、小学校

の一日防災学校というような感じで１クラスとか

小規模のところであれば、先ほどお伝えしたとお

り、御相談等があれば提供が可能かと考えており

ます。 

○永本浩子委員 給食となかなか難しいかと思い

ますけれども、そういった小単位であれば可能と

いうことですので、こういった取組も、所管は学

校教育のほうともダブるところもあるかもしれま

せんけれども、ぜひそういう取組も少しずつ進め

ていただきながら、子供たちが実際にそういった

ものを経験しておくと、自宅に帰ったときも、か

えって親のほうが子供から教えられるというよう

なこともあるかと思いますので、ぜひ実際に食べ

てみるという取組を増やしていっていただけれ



 

－ 30 －

ば、より有効活用ができるのではないかと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 次に、同じ49ページの地域防災訓練事業につい

てお伺いいたします。 

 先ほども新年度の内訳等は伺わせていただきま

した。以前、ＡＲゴーグルを市としても３台購入

していただいておりますけれども、いろいろな防

災訓練の中でＡＲゴーグル、とても簡単に実体験

ができるということだと思いますけれども、貸出

状況、活用状況というのはどうなっているでしょ

うか。 

○阿部昌和総務防災課参事 ＡＲゴーグルの貸出

状況についてでございますが、学校２件、自主防

災組織１件、その他３件の６件が令和６年度に貸

出しをしておりまして、体験者数は学校で19人、

自主防災組織で20人、その他で57人の合計96人の

方がＡＲゴーグルを体験していただいているとこ

ろでございます。 

○永本浩子委員 少しずつ活用していただけてい

るようで、うれしく思います。今度、自分の町内

会でもぜひ活用させていただきたいかなと思って

おりますけれども、貸出しができるということの

周知等は、自主防災組織があるところと町内会関

係とか企業とかにも使っていただければと、私は

考えるところですけれども、周知のほうはどう

なっているのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 周知につきまして

は、町内会連合会などの関係機関を通じた周知、

防災フェアや広報あばしりなどを通じまして、積

極的に周知に努めているところでございます。 

 参考までに、令和６年度にＡＲゴーグルを活用

していただいた民間業者といたしましては、ズ

コーシャさんがございます。民間事業者は１事業

者です。 

○永本浩子委員 民間でも少しずつ使っていただ

けているということで、防災フェアでも毎回大変

好評ということで報道もされておりますので、ぜ

ひ活用のほうも進めていただきたいと思います。 

 また、新庁舎を使った防災イベントは、今回行

われるということなのですけれども、実際に地元

町内会の防災訓練を、新庁舎を使って行うという

ことは可能なのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 新庁舎での訓練とい

たしましては、新庁舎開庁の記念イベントの一つ

として新庁舎の防災機能をお知らせするイベント

を予定しております。議場を利用した段ボール

ベッドやプライベートテントの設置、駐車場での

マンホールトイレの設置、電気自動車の活用、非

常食の試食体験などを予定しているところでござ

いますが、イベントの実施に際しましては、地域

の皆様にも御協力をいただき、新庁舎の防災機能

を体験していただければと考えております。 

○永本浩子委員 その記念イベントがあるという

のは何度もお話いただいていまして、ぜひそこに

も参加したいと思いますけれども、それとは別で

町内会としての防災訓練をやらせていただくとい

うことは可能なのでしょうか。止水板の取付けと

か、５階まで本当にエレベーターで行けるのかと

か、階段はどう使ったらいいのか、夜間休日はど

うなるのかとか、地元の町内会としては、いざと

いうときに本当にここが防災の拠点として安心し

て一時避難場所に使えるのだということを、皆さ

んにわかっていただければいいかなと思うのです

けれども、イベントではない本当の防災訓練とい

うのは可能なのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 イベントではない防

災訓練といたしましては、まだ時間外での利用で

すとか、そういう部分がまだ詳細が決まっていな

いところでございますので、防災訓練につきまし

ては、町内会等とも協議いたしまして、今後決め

ていきたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、またそういったところの

活用を検討していただきたいと思います。 

止水板がどこにしまわれているのかというの

は、私も見せていただきましたけれども、実際逃

げ込んだときに、どこに取りにいって、それをど

う取り付けたら本当に水が入ってこないようにで

きるのかとか、やはり地元としては、少しでも多

くの人にそういったところを体験して、知ってい

ただいていれば安心かなと思いますので、ぜひ検

討をお願いいたします。 

また、網走市内でも大曲地区など町内会主催の

防災訓練の取組をやっているのを知っております

けれども、そういった実際に取組をした町内会の

取組内容などを、町内会長や町内会の役員などの

集まりのときに、実際にやった方に発表してもら

うなどの情報交換の場があれば、地域防災訓練が

さらに充実してくるのではないかと思いますけれ

ども、こういった取組はいかがでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 防災訓練を実施して
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いる町内会の方との意見交換、情報交換などを行

い、地域のリアルな話を伺うことは、他の町内会

にとっても防災意識の向上につながるものと考え

るところであります。まずは、毎年訓練を実施し

ている町内会などに相談いたしまして、趣旨に賛

同いただけるようお願いして、意見交換等を希望

する町内会との機会の創出に努めたいと考えてお

ります。 

○永本浩子委員 ぜひ積極的な取組をお願いいた

します。 

 そして、防災士なのですけれども、町内には何

名か防災士がいらっしゃるということですけれど

も、そこの町内会長も多分防災士の資格を持って

いる方だと思います。市内に防災士が何人いるか

なんていうことはなかなかわからないですかね。 

○阿部昌和総務防災課参事 市内にいる有資格者

につきましては、市で登録しているわけではござ

いませんので、正確な数を把握することは難しい

状況であります。 

○永本浩子委員 確かにそのとおりだと思いま

す。 

 防災士の資格ですけれども、資格取得するまで

の費用総額、研修等も含めると、調べてみると６

万3,800円ということで、なかなか高いなと思い

ました。こういう金額を出してでも防災士になろ

うという方はすばらしいなと思いますけれども、

例えば市のほうで一部助成をするという形を取る

ことができれば、防災士になる方も増え、そし

て、防災士が拡大できれば、地域防災の核となる

人材を増やすことができると思いますけれども、

この点は検討していただけますでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 防災士の資格取得に

要する経費、それに伴う宿泊費、交通費等が高額

であることは承知しております。 

他市の取組等、調査した上で、支援対象とする

条件などを関係者等と意見交換、情報収集を行っ

てまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ前向きな検討をお願いいた

します。 

 次に、Ｊ－ＡＬＥＲＴ管理事業、同じく49ペー

ジですね。 

 このＪアラートの管理事業の中には、防災ラジ

オの貸出しが入っているかと思います。昨年から

貸出対象が全市民になりましたけれども、なかな

か進んではいないのではないかと心配していると

ころです。これまでの取組と貸出しの状況はどの

ようになっているのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 まず、ラジオの貸出

状況でありますが、令和５年度までの貸与実績は

3,626台で、今年度、令和６年２月末までになり

ますが、貸与実績は4,341台で、今年度、これま

でに715台を貸出ししております。 

 貸出しに向けての取組でございますが、網走市

公式サイト、ＬＩＮＥ、新聞折り込み、網走市防

災フェア、みんなの生活展などのイベントや地域

防災訓練、学校での防災教育の際にＰＲさせてい

ただいているところです。 

 ラジオに関してですが、在庫の2,600台余りに

つきましては、今後、令和７年度からの４年間で

年間各500台の貸出しを目標に取り進めるととも

に、一定程度避難所に配備し、効果的な避難所運

営に努めてまいります。 

○永本浩子委員 対象が明確に決まっていたとき

は、そこをターゲットにして、かなりいろいろと

人海戦術も使って配布ができておりましたけれど

も、ちょっとそこにも限界があり、市民全員が対

象になりましたけれども、対象がぼやけることで

かえってなかなか進まなくなるということはある

のかなと思っております。 

 令和７年度としては、開庁記念の防災イベント

でも、防災ラジオ貸出しを目に見える形で多分

やっていただけるのだと思います。いろいろなイ

ベントや機会を得て、目に見える形で取組を進め

ていくということが大事になるかと思いますけれ

ども、令和７年度としての具体的な取組はどのよ

うになっているのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 先ほども申し上げま

したが、網走市防災フェアやみんなの生活展及び

地域の防災イベントにおきまして、貸出ブースを

設置するなど、積極的に貸出しのＰＲを実施した

いと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひそういった形で、そしてま

た、新庁舎になって、新庁舎に一回来てみたいと

いう方はたくさんいらっしゃるかと思いますの

で、新庁舎の中にも目につく形でアピールしてい

ただいたり、従来対象になっていた町内会長とか

新しくなった町内会長や役員等にも、まちづくり

懇談会などで、ぜひアピールしていただければと

思っております。 

 また、総務省が推奨している取組に、Ｊアラー
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トとはまた別に、Ｌアラートというローカルア

ラートの略で、災害情報共有システムということ

ですけれども、地域の災害時の避難場所等を一斉

伝達ができるというシステムですけれども、網走

市としてはＬアラートを活用した実績というのは

あるのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 Ｌアラートでござい

ますが、災害発生時に地域公共団体等が放送局、

アプリ事業所等の多用なメディアを通じて、地域

住民等に対し、必要な情報を迅速かつ効率的に伝

達する共通基盤でございます。 

 近年では、一回活用実績がございまして、令和

４年２月20日の暴風雪警報が21時18分に発令され

た際、避難所開設情報の周知のために活用した実

績がございます。 

○永本浩子委員 令和４年２月に実績があるとい

うことで、その避難所情報というのは、どういう

形で市民の皆さんに伝わったのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 その際は、テレビに

テロップが流れたというところでございます。 

○永本浩子委員 テレビにテロップが流れたとい

うことで、ほかにはネットとかラジオとか、そう

いったものは流れなかったということなのですか

ね。 

○阿部昌和総務防災課参事 その際は、ＦＭラジ

オには流れなかったということで聞いておりま

す。 

○日野智康総務防災課長 先ほどのＬアラートの

状況の確認ですけれども、令和４年２月20日暴風

雪警報が発令された際には、Ｌアラートを活用し

てテレビのテロップ等に避難所を開設しましたと

いう情報がテロップとして流れた状況になりま

す。 

 また、ＦＭあばしりに割り込み放送を使って、

私たちが避難所開設情報を流したという経験がご

ざいます。 

○永本浩子委員 ＦＭあばしりのほうは、直に市

役所のほうから情報を入れていただいて、割り込

み緊急放送という形になったということで、Ｌア

ラートを活用してのほうは、テレビにテロップが

流れるということで、活用していただいたという

ことだったと思います。 

 命に関わることなので、網走はどちらかという

と災害が少ないところですけれども、防災ラジオ

にしても、Ｌアラートの活用にしても、市民の命

に関わることですので、これからもしっかりとこ

の取組を続けていただいて、一人でも多くの方の

命が救われる方向に持っていっていただければと

思います。 

 続きまして、同じく49ページのデジタルハザー

ドマップ作成事業についてお伺いいたします。 

 今回、368万円というお金をかけて、デジタル

ハザードマップ多言語化ということで、予算が

のっておりますけれども、デジタルハザードマッ

プの利用方法ですけれども、具体的にはどのよう

な形で利用できるようになるのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 今回のデジタルハ

ザードマップ作成事業でございますが、市の公式

ホームページの公開型統合ＧＩＳに掲載している

ハザードマップをアップデートし、デジタルハ

ザードマップに多言語への対応、避難所の位置と

経路を選定する機能を追加することで、防災情報

の充実、地域防災力の向上を図ろうとするもので

す。 

 多言語に対応したデジタルハザードマップの導

入によりまして、外国人居住者、外国人観光客が

自分の現在地から最寄りの避難所へスムーズに避

難することが可能となるほか、外国人の利活用を

想定しておりまして、土地勘のない外国人であっ

てもスマートフォン等でデジタルハザードマップ

の機能を利用し、避難所の位置と現在地からの経

路を確認することが可能となるものであります。 

 外国人研修生が所属する事業所においても、防

災イベントや防災訓練、研修などにおいて、多言

語に対応したデジタルハザードマップの利活用、

現住所、職場などで災害が起きた場合の避難場

所、避難経路を知ることにより、平時から災害時

への備えが可能となり、外国人研修生などの安

心・安全、地域防災意識の向上が図られるものと

考えております。 

○永本浩子委員 外国人の雇用されて住んでい

らっしゃる方にも、観光客にも使っていただける

ということで、これが作られたということのよう

ですけれども、先ほど生活・緊急情報配信事業、

＠あばしりのほうは２言語追加して８言語になっ

たということですけれども、こちらは多言語化と

いうことですが、同じく８言語ということでよろ

しかったのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 こちら、デジタルハ

ザードマップも８言語に対応する予定でございま
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す。 

○永本浩子委員 ８言語ということで、先ほども

ほぼ網走在住の外国人の方の言語には網羅できる

ということでしたので、こちらもそういうことに

なるかと思います。 

 周知方法、先ほども雇用主である企業を通じて

周知するのが一番効果的と私も考えますけれど

も、例えば観光客等の場合はどのように使えるよ

うになるのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 外国人への周知とい

たしましては、市内の外国人労働者雇用事業所に

おいて、利活用方法の説明会を行って周知したい

と考えております。 

 また、外国人観光客等への周知につきまして

は、市内ホテル等に出向いて、方法等を意見交換

するなど対応してまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 ホテルの協力を得てということ

で、観光客のほうも網羅できるようにという取組

かと思います。 

 また、デジタルハザードマップですけれども、

地震とか津波、洪水など、災害の種別というのは

どれぐらい選択できるのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 対象とするハザード

マップにつきましては、４種類ございまして、防

災ハザードマップ、津波ハザードマップ、洪水ハ

ザードマップ、土砂災害ハザードマップに対応す

る予定でございます。 

○永本浩子委員 ４種類ということで、そして、

自治体によっては、避難所だけでなく、一時避難

場所とか医療機関、ＡＥＤの設置場所、消火栓の

設置場所などの関連情報をハザードマップ上に重

ね合わせて表示できるようにしている自治体もあ

るようですけれども、今回、網走市が取り組むデ

ジタルハザードマップはそうした機能があるので

しょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 現在のハザードマッ

プには避難所等は載っておりますが、医療機関等

が載っておりませんので、今後、予算が通りまし

たら、仕様等について協議してまいりたいと考え

ております。 

○永本浩子委員 一遍にではなくても、徐々にそ

ういった機能も備えていっていただければと思い

ます。 

 また、市の公式ＬＩＮＥとの連携というのはで

きるのでしょうか。 

○阿部昌和総務防災課参事 残念ながら、ＬＩＮ

Ｅでは使えない状況であります。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 続きまして、53ページの生活・緊急情報配信事

業ですけれども、先ほども質問がありましたけれ

ども、こちらも８言語に対応できるようになっ

て、おおむね網羅できるということですけれど

も、市内外国人の＠あばしりの登録者数というの

はどれぐらいになっているのでしょうか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後２時48分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 永本委員の質疑に対する答弁から。 

○佐々木司企画調整課長 メール配信システムの

登録人数でございますが、現在約3,700名の方に

登録をいただいております。このうち、外国語利

用の登録はございません。 

○永本浩子委員 外国人の方の登録、いよいよこ

れからの事業なのだと思います。６言語が設置さ

れたのも去年の10月だと思いますので、新年度で

プラス２言語ということで、いよいよこれからの

事業になるかと思います。 

 ただ、やはり登録していただかないと活用して

いただけないので、これだけお金をかけてやる事

業ですので、先ほどのデジタルハザードマップに

しても368万円、この生活・緊急情報配信事業に

しても204万円というお金をかけてやる事業です

ので、ぜひ外国人の方たちに活用していただける

ように取り組んでいただきたいと思いますので、

その辺の取組に関してはどのように考えていらっ

しゃいますでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 外国人技能実習生の受

入団体、あるいは雇用している企業などを通じて

登録を呼びかけてまいりたいと考えてございま

す。 

○永本浩子委員 ぜひそういった企業側の協力を

得ながら、網走に来てくださった外国人の皆さん

が本当に喜んでいただき、また、何かあったとき

には、これがあったから命が助かったと言ってい

ただけるような取組になるように望んでおりま

す。 

 私の質問は、以上で終わらせていただきます。 
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○井戸達也委員長 次の質疑者、挙手願います。 

○松浦敏司委員 それでは、質問させていただき

ます。 

 まず、歳入の関係で、予算説明書の10ページに

なると思いますが、市税の関係についてです。 

市税では、歳入として51億2,100万円で、前年

より１億1,100万円増となっています。そのうち

市民税では25億4,500万円で、前年より１億100万

円の増となっています。１目の中の個人市民税で

は22億6,700万円となって、前年より１億3,400万

円の増となっております。 

説明欄を見ると、調定額が増、収納率は同年と

同じ、個人均等割が減、個人所得割が増となって

おります。 

この均等割が減で、所得割が増となっているの

はどのような要因からなっているのか、説明をい

ただきたいと思います。 

○稲垣一寿税務課長 個人市民税の均等割の減と

なっている理由でございますが、これにつきまし

ては、課税人数の減少ということで１％の減少を

見込んだ結果、減額になったものでございます。 

所得割の増につきましてでございますが、こち

らについては主な要因といたしましては、令和６

年度の当初予算で計上しておりました定額減税、

こちらが令和６年度予算で約１億2,500万円、こ

ちらを減収分として積んでおりましたので、これ

がなくなったことが大きな要因となっておりま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 この数年を見ると、比較的市税の収入としては

上がってきているのかなという印象を持っている

のですが、今後、103万円の壁がどうなるかとい

うのも今後の推移でまだわからないところですけ

れども、それを抜きにしたとすれば、現状で言え

ば、若干上がっていくというような予想はしてい

るのでしょうか。 

○稲垣一寿税務課長 今、委員おっしゃったとお

り、103万円の壁についての影響はまだ今のとこ

ろ確定しておりませんので、幾分減収は影響する

かとは思いますが、賃上げなどで所得等も少なか

らず伸びていくとは見込んでおるところでござい

ます。 

○松浦敏司委員 私も、この103万円の壁という

のはやはり一つの問題ではあると。しかし、それ

を機械的にやってしまうと、地方自治体に影響も

大きいという中で、税制度全体として考えていか

ないと。しかし、いずれにしても103万円という

のは、これは低すぎるなという印象は持っていま

すが、全体でどういうふうなことにしていくか、

今後、国の動向を見ていかなければならないなと

いうふうに思っているところです。 

 次に移りますが、滞納繰越分として1,449万円

とあります。調定額が4,832万円で、収納率が

30％となっております。前年度は収納率が26％で

あったと思うのですが、どのような条件があった

のか、要因があったのか、30％に引き上げた理由

について伺います。 

○稲垣一寿税務課長 滞納繰越額の収納率を引き

上げた原因ということでございますが、以前から

努めております滞納整理の形で、令和６年度の実

績見込みで30％が見込めたことから、令和７年度

においても同程度見込めるだろうということで、

この数字を積算したものでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 調定額の内訳で、法人均等割では、１号法人が

前年より11法人の減となっています。２号法人が

２減、３号法人が６減となっております。５号、

６号、９号とも１法人の減ということで、７号法

人だけでプラスになっているわけですが、これは

昨年も、１号、２号というのはどういう違いがあ

るかといえば、資本金だとか従業員数だとか、企

業の規模によって号数が決まるということであり

ましたけれども、何らかの要因があって、法人の

数が減少しているのだと思うのですけれども、原

課としてはどんなふうな判断をしているのでしょ

うか。 

○稲垣一寿税務課長 法人数につきましては、委

員おっしゃるとおり、昨年の合計979社から、令

和７年見込み958社ということで減少はしている

のですが、単純に廃業とかの業種が含まれている

ものと考えております。 

 ７号法人、８号法人、９号法人で、７号法人だ

け増えているということにつきましては、個別の

企業のリストが全部あるわけではないのですけれ

ども、代わりに９号法人が３社から２社になって

いるので、その辺で動きがあったものかと想定し

ております。 

１号から９号法人といいますのは、委員おっ

しゃったように、資本金額と従業員数で１号から

９号まで区切られておりまして、資本金がそれぞ
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れ1,000万円単位、１億円単位、10億円単位、50

億円単位、従業員が50人以上か50人以下というこ

とで、それぞれ９区分に分かれておりますので、

この辺の従業員数の変動とか、資本金額の変動が

あった場合は、この辺の法人間の移動があるもの

と考えております。 

○松浦敏司委員 その辺はわかりましたが、これ

は法人が減少したというのは、例えばコロナが

あって、そして収束して、そしてコロナの中で企

業もゼロ金利の貸出しとかというのがあったりし

て、そして、その返済が始まるというようなこと

もあって、経営がうまくなくなって廃業とかそう

いうことが起きているのかなというふうに私、素

人なりにちょっと考えたのですけれども、そう

いったことではないのでしょうか。 

○稲垣一寿税務課長 こちらの市民法人税の捉え

方につきましては、あくまで法人からの廃業届等

に基づいて廃業ということで数を減らすものです

から、その中の詳しい理由については、こちらの

ほうでは把握していないところでございます。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 では、次に固定資産税について伺います。 

歳入では、前年は3,880万円の増と。今年は前

年より2,816万円の増となっております。説明欄

を見ると、調定額では18億4,549万8,000万円、収

納率は99.1％と、前年より0.2ポイント増えてお

ります。課税標準額では、前年より16億6,539万

円の増。しかし、土地では、前年よりマイナス

3,282万円で計上されております。一方、家屋で

は、前年より６億9,229万円の増と。償却資産も

前年より10億592万円の増となっておりまして、

土地以外は前年より増額の見通しを立てているの

ですが、その要因について伺います。 

○稲垣一寿税務課長 ただいま御質問のありまし

た固定資産税の増加の要因でございますが、令和

７年度におきましては、評価替えの第２年度であ

るため、既存の土地、家屋の評価額は原則として

強きとなります。このため、調定額の前年度対比

におきましては、土地につきましては、調定税額

で見ると、ほぼ横ばいで46万円の減、マイナス

0.1％、家屋につきましては、新増築による増加

がありますことから944万4,000円の増、プラス

1.0％。償却資産につきましては、新たな発電設

備などがございますので1,408万1,000円の増、プ

ラス2.8％と見ております。 

このため、固定資産税全体の予算計上額としま

しては、前年度対比で2,650万円の増、プラス

1.5％、これは現年度の数字ですが、このような

見込みとなっているところでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 そういう意味では、比較的順調といいますか、

そういうふうに言えるのかなと思います。 

 大事な自主財源でありますから、順調にいって

ほしいなというところです。 

 滞納繰越分として、調定額8,153万3,000円、収

納率が13％とあります。昨年よりも３ポイント高

い見込みを立てているのですが、これはどのよう

な見通しからなのでしょうか。 

○稲垣一寿税務課長 固定資産税の滞納繰越額の

収納率が３ポイント上がった理由でございます

が、まず調定額自体が昨年度より若干減っており

ます。あと、令和６年度の収納率の見込み実績が

13％程度となっておりますから、令和７年度も同

程度として見込んだものでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、軽自動車税についてです。 

３項の軽自動車税では、本年度１億1,711万

9,000円で、前年より289万1,000円の増となって

います。環境性能割では28万4,000円の増となっ

ておりまして、種目別も260万7,000円増と見込ん

でいるのですが、これについても、理由について

伺います。 

○稲垣一寿税務課長 軽自動車税につきまして、

まず、環境性能割でございますが、こちらにつき

ましては、車両取得時に車両価格に応じた税率が

適用されるもので、現在、北海道が市町村に代わ

り賦課徴収しております。 

こちらの増加要因につきましてですが、取得台

数自体に大きな増減はございませんので、考えら

れる理由としては、車両価格の上昇に伴うものが

考えられるかと思っております。 

次に、軽自動車税種別割でございます。こちら

の増加要因でございますが、軽自動車全体の台数

に大きな増減はございませんが、その中で四輪の

軽自動車、こちらにおきまして、平成26年度登録

までの旧税率のもの、こちらが現在買替えすると

新税率のものに変わるもので、そちらの税額の増

加があることから、税額自体も増加しているもの

と捉えております。 

○松浦敏司委員 基本的にはその辺わかりました
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が、種別割の説明欄を見ていると、原付自転車が

843台ということで、前年よりプラス31台多いで

すね。あと、小型特殊自動車がプラス102台に

なっていると。それから、軽自動車は先ほど課長

言ったのですけれども、あと二輪の小型自動車、

これもちょっとよくわからないのだけれども、こ

れがマイナス13台となっているのですが、この辺

の要因みたいなのが、原課ではわかるのでしょう

か。 

○稲垣一寿税務課長 内訳の要因ということでご

ざいますが、原動機付自転車につきましては、

125㏄以下ということで、車検が必要ない車両で

ございますので、それでなかなか乗らなくても手

放さないでお持ちになっている方がいらっしゃる

のかなと。逆に二輪の小型自動車というのは250

㏄以上で、２年に１回の車検がありますので、乗

らなくなるとお金がかかるので手放す方がいらっ

しゃるのかもしれません。 

あと、小型特殊自動車なのですが、こちらはこ

こ数年台数が増えてきておりまして、委員おっ

しゃったように102台増加しております。その内

訳といたしましては、トラクター等の農耕用車両

が53台増の見込み、ミニのホイールローダー等を

含めたその他の車両が49台増ということで、こち

らのほうの増加の内訳はこのように捉えていると

ころでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 私、古い人間なものですから、原動機付自転車

となると50cc以下のものとしか頭に浮かんでいな

かったのですけれども、125㏄以下ということに

今はなっているのですね。 

 それで、ひとつ気になったのは、ある人から

オートバイを抹消しようと。ナンバーを返そうと

して市に来たら、それは受け取れないと言われた

ということなのですが、そういう事実はあるので

しょうか。 

○稲垣一寿税務課長 ただいまのナンバーを受け

取れないと言われたということなのですが、恐ら

くですが、廃車等とか譲渡とかするのではなく、

取りあえずしばらく公道を走らないから、ナン

バーを返却したいということで申出があった場合

には、この軽自動車税のナンバープレートにつき

ましては、自動車の車両に対しての課税というこ

となので、車両を所有していれば課税になるもの

ですから、乗らないでただ自宅に置いておくだけ

ということであれば、それは、ナンバープレート

はつけて、税金は課税になりますよという御説明

はさせていただく場合はあると思われます。 

○松浦敏司委員 すると、廃車にするからナン

バーを返すということについては、それは受け付

けると、こういうことで認識してよろしいです

か。 

○稲垣一寿税務課長 あくまでも廃車の申告を出

すのは納税者の方なので、納税者の方がそういう

ふうに出してきた場合は、一応確認はいたします

けれども、特に証明書類等は求めていないのが現

状でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 では、次に伺います。たばこ税について伺いま

す。 

 私はたばこをやめて三十数年になるのですが、

たばこの値段も相当変わったなというふうに認識

していますが、しかし、市に入るたばこ税という

のがあまり変わっていないですね。ただ、今年に

ついては３億2,800万円ということで、前年より

2,305万円の減というふうになっています。昨年

までは、説明書の中では、たばこの本数も書いて

あったのですけれども、今年はそれが私の見方が

悪いのかわかりませんが、書いていないように思

うのですが、その辺はどのようなことなのでしょ

うか。 

○稲垣一寿税務課長 確かに昨年度まではたばこ

の本数が書いてあったのですが、まず、たばこ税

が今まであまり落ちなかった原因としては、以前

も御説明させていただいたかと思うのですが、令

和２年度と３年度の税率の改定により、本数は

減ったのですが、税額のほうはある程度一定を維

持しておりました。税率の改定が10月１日という

年度の途中である場合がありまして、次回、加熱

式たばこのほうも年に２回の税額の算定方法の改

定が予定されておりまして、逆にここに本数を載

せることによって、数字が合わなくなって混乱す

る可能性があるのではないかということで、今回

から省略させていただいたところでございます。 

○松浦敏司委員 その辺はわかりました。 

 いずれにしても、たばこを吸っている方には本

当に命を短くしながら吸って、その上、たくさん

の税金を納めていただいているということで、

ちょっと心苦しいところもありますが、その辺は

何とも言えないところですが、取りあえず、たば
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こについてはわかりました。 

 あと、都市計画税についてです。 

 ２億2,808万2,000円、前年よりプラス243万

6,000円となっています。調定額では２億2,875万

3,000円、収納率が99.1％となっておりまして、

課税標準額の内訳の中の土地というのが235億

7,991万5,000円で、前年よりマイナス3,045万

6,000円となっています。家屋では535億3,801万

1,000円となっておりました。プラス13億6,149万

5,000円となっておりました。これは先ほどの固

定資産税の関係もあるのかなと思うのですが、こ

の辺、土地をマイナスに見込んだ理由というのは

何なのか、そして家屋をプラスに見込んだ理由に

ついて伺います。 

○稲垣一寿税務課長 基本的には先ほどの固定資

産税と同じ動きとなるところでございますが、土

地につきましては、評価替えの年ではないので、

原則据置きになると御説明申し上げましたが、新

たに住宅が建ったりすると、住宅用地の特例等こ

の辺が適用になるということで、たまたま都市計

画税が課税となる地域でそういう動きが大きかっ

たものですから、土地についてはマイナスとなり

ます。家屋につきましては、先ほどの固定資産税

の同じように、やはり新増築による増加がありま

すので家屋は増という形で、合計したところ、都

市計画税全体でもプラスとなったものでございま

す。 

○松浦敏司委員 ひとつ気になるのは、今、空き

家がたくさん増えてきておりまして、それから大

変古い空き家もそのままになっているという、多

くは多分建物を取り壊して撤去すると、固定資産

税が元に戻ってしまうという、そういうようなこ

とがあって、少々見た目が悪くてもそのままにし

ておくという例が多いのではないかなというふう

に思うのです。これは今後の課題として、ちょっ

と考えないといけないのではないかなというふう

に思うのです。どうすればいいかなんていういい

案は私の頭には湧かないのですが、いずれにして

も課題にはなっているのではないかなと思うので

すが、原課ではどんなふうに考えていますか。 

○稲垣一寿税務課長 税の面でいきますと、課題

になるような空き家というのは特定空家というこ

とで、そちらのほうにつきましては、環境部局の

ほうで指導勧告を行っていく形となっておりま

す。そちらのほうの勧告等のある程度の段階に進

んでも対応がなされない場合につきましては、税

としては、先ほど説明しました固定資産税、都市

計画税の住宅用地の特例、こちらを外しますとい

うことは対策としてはあるところなのですが、そ

れ以上のものというのは持っていないのが現状で

ございます。 

○松浦敏司委員 なかなか難しい、強制的にはで

きないしと。取りあえずわかりました。 

 あと、株式等譲渡所得割交付金というのが毎年

かなり伸びてきておりまして、令和５年では

1,292万1,000円、６年が1,884万7,000円、今年は

さらに伸びて3,153万1,000円を見込んでいるので

すが、この見込んだ理由について伺います。 

○小西正敏財政課長 株式等譲渡所得割交付金に

ついてでございますが、こちらは北海道が一定の

特定口座における上場株式等の譲渡による所得に

対して課税したもののうち、受領額の59.4％を市

町村に交付するものでございます。 

 各市町村への配分につきましては、個人の道民

税の総額に対する当該市町村の個人の道民税の額

で案分して交付されております。 

 新年度予算につきましては、近年の株価の上昇

ということがございまして、株式の交付金が増加

するという国の見立てによりまして、国からの支

持率が1.71と示されたことから、令和６年度予算

に対しまして1,268万4,000円増の金額を計上した

ところでございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、株価に影響

を受けるわけですから、株価が下がればこの収入

も下がる可能性もあるのだなというふうに思うの

ですが、そういうことで捉えてよろしいですか。 

○小西正敏財政課長 委員お見立てのとおり、株

価の状況によって変動してくることになると思い

ます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 歳入の関係では、最後になるのですが、地方消

費税交付金として９億8,162万6,000円ということ

で、前年より815万5,000円ということで、前年度

も９億7,347万1,000円ということで、その前の年

よりも5,286万9,000円ということで、これはコロ

ナの影響かとは私なりに思うのですが、令和５年

の消費税の交付金から見ると、まだそこまでは見

込んでいないようなのですが、これはどのような

判断からなったのか伺います。 

○小西正敏財政課長 地方消費税交付金につきま
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してですが、こちらは都道府県が徴収した地方消

費税の２分の１相当額が市町村に交付されるもの

でございまして、市町村の人口や従業者数のデー

タに基づき配分されております。 

 令和５年度につましては、コロナの巣籠もりと

いうことで消費が増加したという影響もございま

して、金額が多く配分されたところでございま

す。 

 令和６年度以降減額となりました。 

 令和７年度につきましては、前年度プラス815

万5,000円となっておりますけれども、こちらは

国からの指示率が先ほどのように1.06％というこ

とで、プラスということで指示率が出ておりま

す。ここを踏まえて積算をしております。 

国の地方消費税の収入ということでいきます

と、前年度比プラスの1,223億円の1.9％増という

ことで６兆5,227億円となっておりまして、消費

金額が増加したということで、昨年度より増加と

なって交付金に反映されているものということで

ございます。 

○松浦敏司委員 消費税というのは、私どもは非

常に問題がある税金だというふうに思っていま

す。基本的には税というのは、生活費にはかけな

いというふうになっています。だから、103万円

というのもあるのですけれども、いずれにして

も、消費税というのはそんなの関係ないのです

ね。全く関係なく誰からでも頂きますというの

は、買物すれば頂くというのは、それも１割頂く

ということですから、非常に大きい。消費税の税

収も国税に入る率がどんどん上がっていくわけで

すね。なぜ上がるかといったら、みんな暮らしが

大変なのに上がるのかといえば、物価がどんどん

上がっているから、当然消費税が上がるわけです

よ。さらに国民の暮らしが大変になると、そうい

う矛盾を抱えた中でも、結果としては地方は交付

金ということで頂くわけですけれども、非常にそ

ういう意味では、私は問題があるなというふうに

は思っているところです。 

 次に、歳出の関係にいきます。 

 説明書の118ページ、公債費についてです。 

 本年の公債費は32億6,250万4,000円、前年より

１億6,914万4,000円の減となっています。財源内

訳では、特定財源として11億1,797万3,000円、一

般財源として21億4,453万1,000円となっていま

す。 

元金では、30億5,564万2,000円で、前年より１

億7,843万5,000円の減となっております。財源の

内訳の特定財源で言うと11億156万2,000円、一般

財源が19億5,408万円となっております。償還金

利子及び割引料は30億5,564万2,000円となってい

ます。 

特定財源の内訳を見ると、都市計画税で22万

7,000円の若干の増と、分担金で言えば380万円の

増、使用料で言うと526万4,000円の減、基金繰入

金が399万4,000円の減、市債は２億円の増の３億

円となっております。数字が増減しているのです

が、この根拠について伺いたいと思います。 

○小西正敏財政課長 公債費における特定財源に

ついては、主に基金からの繰入れとなっておりま

して、その年の一般財源の状況によりまして、繰

入額は変わってまいります。都市計画税につきま

しては、主に下水道事業への繰出しに充当してい

るところでございまして、下水道事業の状況を見

ながら決定しているところです。使用料につきま

しても、それぞれの使用料を算出する中で、公債

費に充てる割合などを決めているものもございま

すので、それに応じて増減をしている状況でござ

います。 

○松浦敏司委員 説明欄の中に地方債償還元金と

書かれているのですが、過去の大型の公共事業な

どの償還金が含まれているのではないかと思うの

ですが、その辺、どのような中身か、ある程度わ

かればお示しいただきたいと思います。 

○小西正敏財政課長 公債費の部分でございます

が、過去でいきますと、エコーセンターやレイク

サイドパーク・のとろなど、過去の大型の起債が

償還ということで入っております。こちらの中

で、過去の償還につきましては、エコーセンター

の償還につきましては終了いたしました。レイク

サイドにつきましては、まだ残っておりますが、

ここ数年で減少して終了に近づいております。 

 あとは、過去の道路の起債とか、学校の大型の

事業での起債など様々ありますが、償還は徐々に

進んできている状況でございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、大変エコー

センターなんかも重たく響いていたわけですし、

能取についてもあと数年で終わるということで見

通しが出たという点では、よかったなというふう

には思います。とはいえ、次から次へとまた新た

な事業をやっていかなければならないということ
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で、この辺はなかなか厳しい状況が続くのかなと

いうふうにも思うところです。 

 次に、防災諸費の関係ですが、これは他の委員

も質問をしておりましたので、残った部分だけや

ろうと思うのですが、地域防災訓練事業の中で、

防災イベントを実施して、防災意識の向上を図る

とともに自主防災組織による地域防災訓練を支援

するというふうにあって、それでこの間活動も事

業も行ってきたと思うのですが、市民の参加状況

というのはどんなふうになっているのか伺いま

す。 

○阿部昌和総務防災課参事 自主防災組織の活動

補助金の活用状況でございますが、件数は７件、

内訳は学校が２件、自主防災組織１件、その他３

件となっております。 

 補助金の合計額が13万2,250円となっておりま

す。 

○松浦敏司委員 この防災諸費の中で、プライ

ベートテントの購入というのは非常によかったな

と。これは女性の人たちも安心して着替えもでき

るようなことになってよかったなというふうに

思っています。 

 それで、実は私の住んでいる町内会にも自主防

災組織ということがあって、私自身も町内会長な

ので、そのトップになっていると。その上に駒場

地区連合町内会というのがあるのですけれども、

なかなかこれが、自らの町内会として自主防災訓

練というのはできていないのですよ。それから、

連合町内会として連携して訓練したいけれども、

これもまた実現していないのですね。ここは、非

常に私自身もジレンマで、でも、このままだった

らそれこそ絵に描いた餅なのですよ。町内会のあ

れには、自主防災組織があって、こういう組織に

なっていますというふうになっているのだけれど

も、具体的に何かをやろうとしたときに、今の状

態ならばできない。そういう意味では、今、答弁

がある中で、やはり自主防災組織を自主防災組織

として自立させなければならないと思うのです。

そういう活動が必要だというふうに思うのですけ

れども、今後の方向として、その辺はお考えあり

ませんか。 

○阿部昌和総務防災課参事 まず、補助金があり

ますので、補助金の周知をしながら、連合町内会

ですとか、単位町内会のほうにそういう活動を呼

びかけてまいりたいと考えます。 

○松浦敏司委員 お金の問題ではないのですよ

ね。要するに、具体的に動けるようにすると。そ

のために、総務防災課として動かなければならな

いと思うのです。絵に描いた餅であってはならな

い。これを具体的に何かあったときにこう動くの

ですということを、実際にやってみないと、訓練

しないと身につかないのですよ。だから、そうい

う意味では、総務防災課が先頭に立って、やはり

地域に入って、そしてこういうふうにするのです

という、そういうことを企画する必要があるので

はないかというふうに思うのですが、いかがです

か。 

○秋葉孝博企画総務部長 委員お話しのとおり、

町内会自体が活動がなかなか昔のようにいかない

というようなことがありますから、当然自主防災

といっても、そうした団体がつくりづらいという

ような世の中になっているという認識はしており

ます。 

 今回の私ども用意している補助金は、自主防災

組織という位置づけで補助金を出しますよという

ことではございませんので、一番小さな単位でい

きますと、町内会もしくは町内会の中でも、自主

的にそういう活動がやりたいということであれ

ば、お話をお伺いしております。今のようなお話

をいただければ、うちのほうで総務防災の担当職

員が行って、例えば防災の講話をさせていただく

ですとか、その際に、避難訓練といっても大がか

りなものというのはなかなかできませんから、ま

ずは非常食を食べてみましょうかとか、その辺は

こちらのほうにもノウハウはありますので、ぜひ

そういう御要望をいただいて、こちらのほうから

出向いていって、少しでもそうした輪を広げてい

くというのが大切だと思います。 

 あとは、連合町内会ともその辺継続的にお話を

させていただいているのですが、なかなか解決策

が見いだせないというのも事実であります。 

まずは声をかけていただければと思います。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 小さな町内会単位で、特に中心になるのはどう

しても役員ですから、その役員会の中にぜひ来て

いただいて、日程調整して、そういうのに私も挑

戦していきたいなと思います。そうでないと、私

の町内会は超高齢化です。私は若いほうなのです

よ、間もなく72歳になりますが、本当に大変で

す。 
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何か起きたときに、訓練しておかないと、訓練

してもうまくいかないかもしれないけれども、で

も今の状態だと何もできないということなので、

ぜひその辺は、部長からいいお話を伺いましたの

で、そういうのもちょっと企画していきたいなと

思います。わかりました。 

 デジタルハザードマップについては、永本委員

がやりましたので、これはいいです。 

 あと、避難路の管理についてです。 

 災害は、時間や場所や季節、関係なく突然に

やってくると認識しています。そういう中にあっ

て、比較的大きな地震というのは、数分とか前に

ビービービーとなってテレビで何か出たりするの

ですけれども、そういう時代にはなったのだけれ

ども、結局、大きな地震の後に襲ってくるのが津

波なのですよね。網走の津波の中で避難するため

の避難路というのがありますけれども、これは津

波だけではなくて避難路があるのですけれども、

この管理というのがどんなふうになっているの

か、現状について伺いたいと思います。 

○阿部昌和総務防災課参事 避難路の管理という

御質問ですが、海岸町地区につきましては、町内

会に委託し管理を行っているところでございま

す。台町階段、網走小学校錦町側につきまして

は、網走市と網走小学校で維持管理し、除雪は市

が委託して行っております。 

 ただ、藻琴神社につきましては、町内会が草刈

りを年２回、春と夏、除雪を年末のみ行っており

ます。 

 また、北浜の急傾斜地につきましては、維持管

理及び除雪が行われていない状態でございます。 

 北浜、藻琴につきましては、町内会に除雪等の

担い手がいない、雪が重たくて手押し除雪での対

応が難しいなど、お聞きしているところでありま

すが、改めて管理手段を含めて相談させていただ

きたいと考えております。 

○松浦敏司委員 今朝、私も見てきました。雪解

けで、おかげさまで大分雪が減っていて、住民が

歩いた跡がありました。ただ、真冬は除雪したま

まで、到底そこは通れる状況ではありませんでし

た。それは藻琴神社のところですね。 

 北浜のところも行きましたけれども、これも除

雪した様子は全くありません。ここも雪解けに

よって、歩ける状態にはなっているので、住民が

歩いた足跡はありました。でも、多分真冬はして

いませんから、真冬に何かがあったときには､多

分避難路としては役に立たない状況ではないか

と。非常に難しいことではあるのだけれども、た

だやはりきれいごとかもしれませんけれども、真

冬に何かあったときに、避難できるようでなけれ

ば避難路と言えないのです。冬場は通行止めです

という避難路は通じないのだろうというふうに思

うので、そこはぜひ知恵を絞ってほしいなと。す

ぐやれなんていうふうなことは私も言いませんけ

れども、でも、知恵を絞って何か方法を考えてほ

しいと。北浜のほうは相当距離が長いですよね。

だからこれは相当困難だと思いますけれども、地

域の皆さんと相談して、ぜひやってほしいし、

昔、藻琴神社のところは、自ら除雪をしていた人

がいましたけれども、今はそういう人がいないの

で、雪が積もり放題になっているということなの

で、この辺、ぜひ原課として考えていってほしい

と思うのですがいかがですか。 

○阿部昌和総務防災課参事 先ほどもお答えしま

したが、今後、町内会等と管理手段を含めて相談

させていただきたいと考えております。 

○松浦敏司委員 ぜひ、役所挙げていろいろ知恵

を絞っていただきたいと思います。命に関わるこ

となので、その辺はしっかりやっていただきた

い。 

 最後になります。 

 市の財産管理のうち、職員住宅管理費につい

て、15万円計上されておりますが、現状につい

て、今現在、職員住宅というのが何棟あって、何

人入居しているのか伺います。 

○高橋健司職員課長 職員住宅についてでござい

ますが、現在、軟弱地盤の補償住宅の戸建て２軒

を職員住宅として活用しているという状況となっ

ております。 

○松浦敏司委員 では、以前二階建ての職員住宅

が何戸かあったと思うのですけれども、そこはも

う完全になくなったということで、あとは軟弱地

盤にある住宅だけということで捉えてよろしいで

すか。 

○高橋健司職員課長 かつて潮見に長屋のものが

７棟ほどありました。申込者の減少など、あと市

営住宅の建て替えなどもありましたので、それに

伴い老朽化もありますので、廃止、取壊しをして

いるところです。 

○松浦敏司委員 わかりました。 
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 今はもうそういう時代ではなくなったのかなと

いうふうに理解しました。 

 終わります。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

再開は、午後４時といたします。 

午後３時50分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

○山田庫司郎委員 それでは、私から３点ほどで

すが、質問させていただきますが、ほかの委員か

らも質問されている項目でありますから、なるべ

く要点を絞ってお聞かせをさせていただきたいと

思います。 

 １点目ですが、地域おこし協力隊の関係です。 

 多くの委員から質問がありました。私の視点と

皆さん同じ質問ですし、この地域おこし協力隊に

は議会はもちろんですが、網走市挙げて期待して

いる事業だというふうに私は思っています。そう

いう意味で、代表質問でも質問させていただい

て、現在の２名含めて７名が今まで網走に地域お

こし協力隊として赴任していただいたと。そし

て、１名定住をされたという報告も受けました。 

 私たち、すぐ走ってしまうのは、ぜひ来ていた

だいた方には移住含めて定住してほしいと、すぐ

ストレートにつなげたいというふうに思ってしま

う。これは気持ちとしてはいいのですけれども、

あまりそこを前面に出すと、協力隊の人もかえっ

て嫌がる可能性もなきにしもあらずですから、こ

こは網走に来ていただいて、ここで生活の経験を

いただいて、網走のよさを、仮に戻っても知らせ

ていただくということの視点も含めて、この地域

おこし協力隊、そして来たことによって、地域に

何か新しいことが起こってくれれば大変ありがた

いことだというふうに思っています。 

そういう意味で、非常に大切な事業だというふ

うに認識をしていますし、理事者の皆さんももち

ろんそうですし、今年はインターンの部分を増や

して15名というお話も聞きました。インターンに

来ている方たちの相互交流なり、また、市民との

接する場所とかいろいろな形で工夫を凝らしてい

ただいて、ぜひ実りある事業にしていただきたい

と思うのですが、その辺について、もし御答弁あ

ればお願いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 地域おこし協力隊、地

域に入って地域おこしをするというところがひと

つ主眼でございます。 

あまり成果ばかり求めてもというところのお話

でございました。まずは、網走と関わりを持って

いただいて、更新をかけて３年間という長い期間

でございますので、ぜひ地元の方とつながりを

持っていただいて、コミュニティーを形成してい

ただいて、網走自体を愛していただき、仮にまた

地元に帰ったとしても、そこでまた網走市のよさ

をＰＲしていただけるような、そんな関係が築け

れば、なおいいのだろうというふうに思っており

ます。 

 最終的にはもちろん移住につなげていきたい

というところはもちろんでございますが、なかな

かそこが実現しなかったとしても、数少ない網走

のファンを、貴重な網走ファンを創出していくと

いうところの観点で、引き続き地域おこし協力隊

制度を上手に活用しながら取組を進めてまいりた

いというふうに考えてございます。 

○山田庫司郎委員 次の質問に移らせていただき

たいと思います。 

 予算説明書の51ページ目になりますが、定住自

立圏推進事務費の関係でちょっと議論させていた

だきたいと思うのですが、38万円という僅かな事

業費ですけれども、代表質問の中でも、説明の中

にここもちょっと一時触れていただいたというふ

うに私自身思っていまして、１市４町の定住自立

圏に関わる自治体の職員の皆さんで、この事務費

を使って交流をされているというふうに解釈させ

ていただいたのですが、この事務費の使用用途に

ついて、中身を具体的にお話いただきたいと思い

ます。 

○佐々木司企画調整課長 １市４町で、現在、東

オホーツク定住自立圏なるものを形成してござい

ます。圏域住民が安心して暮らし続けることがで

きるよう、生活環境が密接に関係している地域で

連携を図っていこうというものでございます。 

 事務費につきましては、圏域の運営を担ういわ

ゆる事務費でございまして、１市４町から定住自

立圏共生ビジョン懇談会という会を結成しており

ますが、その会の委員の皆さんの報酬ですとか、

会議に集まっていただく際の交通費、事務局の運

営経費として計上されているものでございます。 
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○山田庫司郎委員 いいです、事務費でも需用費

でも、失礼な言い方ですけれども、いいのですけ

れども、それで今の説明を聞きますと、ここに係

る関係の市町村の職員が１か所に会して、いろい

ろなことを議論させていただいていると、今、説

明だったというふうに思うのですが、これはそれ

ぞれの自治体がこのぐらいのお金を出して、みん

なでやりましょうという共通認識の中でやってい

る事業であるというふうに認識していいのです

か。網走市が率先して、みんなを引っ張ろうとし

て事務費をつけているわけではない、その辺どう

なのでしょうか。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後４時06分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時09分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 山田委員の質疑に対する答弁から。 

○佐々木司企画調整課長 事務費として計上して

おりますのは、懇談会を形成する委員の皆さんに

対する報酬、あるいは委員の皆さんが集まったと

きの会場使用料といったものでございまして、事

務局として入ります市職員、１市４町の職員につ

いては費用は発生せず、業務を行っているところ

でございます。 

○山田庫司郎委員 いや、わかりました。私は委

員がいるなんて全く恥ずかしながら認識がなく

て、そういう会議のときに委員に報酬を払うとい

うことの事務費だということで、納得をさせても

らいました。 

 ただ、私が聞いたのは、それはそれとしてひと

ついいことなのだというふうに思いますが、やは

り自治体の職員同士がちょっと何かの絡みで一堂

に会して、例えば課題を持ってでもいいですし、

同じ職場の皆さんが集まってでもいいですし、全

ての１市４町が集まらなくても、あそことあそこ

とあそこだけで一回やりましょうとか、いろいろ

な方法があると思うのですが、そういう職員間の

交流を兼ねた、それこそ懇談会でもいいのです

が、その辺も実施されているということでいいの

ですね。これは、お金はそんなにかからないと思

うのです、確かに。その辺は、委員の集まるのと

は別に、そういう集まりもやっているということ

の理解でよろしいのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 １市４町、あるいは１

市４町全てそろわずとも結構でございますけれど

も、定住自立圏を形成する市町の中においては、

それぞれ分野ごとに連携を深めて様々な取組を

行っておりますので、定住自立圏の事務局として

のものではなくて、それぞれ分野ごとに一緒に取

組を進める中にあっては、銘々集まって会議をし

たり、今後の取組の話をしたりといったところは

それぞれ行われております。 

○山田庫司郎委員 この会議、きっと目に見えな

いところでも成果は上がっているのではないかと

私は信じたいところがありますが、成果的なもの

というのは、その会議を開催することによって何

か、例えばパートナーシップなどというの、そう

いう一つの表れだったのかどうかなのですが、成

果的にものというのは認識ございますか。 

○佐々木司企画調整課長 これまで、産業、医

療、福祉あるいは公共交通など、課題を同じくす

る分野ごとに連携して取組を進めているところで

す。 

 近年では、今、委員おっしゃったようなパート

ナーシップ宣誓制度の共同導入ですとか、廃棄物

の広域化処理などにも取り組んでいるところでご

ざいます。 

 これとは別に、取組とは別に、定住自立圏で目

指す姿を示したビジョンというものがございまし

て、このビジョンの中では、１市４町、足並みを

そろえてどのような取組をしていこうというよう

なところも定めているところでございまして、そ

の取組の成果などについても、毎年、委員の皆さ

んで話し合って、意見交換をしているようなこと

でございます。 

○山田庫司郎委員 私は合併には、よっぽどの状

況のときにはまた判断は別かもしれませんが、合

併というのはなるべくしないにこしたことはない

だろうというのは持論を持っているのですが、た

だ、今、国も含めてですが、広域行政、自治体連

携というのは、非常に国も補助を出すのは広域で

やればというような言い方をするのは、そういう

ところに力を入れているのかなと、ちょっと思う

ところがあるのですけれども、これからの時代、

やはり自治体連携を本当にしっかりしていかなけ

れば、いろいろ意味で無駄も含めて、あると思い

ますから、そこをうまく調整していくというのは

大切なことだというふうに思いますので、ぜひこ

の定住自立圏の推進事務費、とりわけ委員の皆さ
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んの懇談会もよろしいのですが、職員間なり、関

係する担当課の職員の交流とか、いろいろな意味

で集まっていただいて、前を向いて、今度はこう

いう課題で前向きにやっていけるかどうかも含め

て、ぜひ議論していただくことをお願いしたいと

思うのですが、今後どういう形でこの会議を位置

づけしていくかという、何かお考えがあったらお

示しいただきたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 委員の皆さんにお集ま

りいただいて、定住自立圏の未来ですね、圏域の

未来ですとか、そういったものを意見交換する場

というのは当然必要でして、そこは毎年開催して

おります。そのほか、各実務担当者レベルでも当

然それぞれ抱えている課題、共通の課題を持つ分

野ごとに集まって、様々な課題解決に向けて皆さ

んで知恵を出し合っているところでございますの

で、引き続き、各まちの特色を生かしつつ効率的

な行政運営ですとか、基礎自治体のみでは解決が

困難な課題の対応に向けて、連携を深めてまいり

たいと考えてございます。 

○山田庫司郎委員 何回もくどくなりますけれど

も、ぜひ少額とはいえ、いい意味で広がる可能性

のある事業だと思いますから、ぜひ対応含めて

しっかりやることを要請しておきたいと思いま

す。 

 最後になります。 

 コミセンの修繕事業、予算説明の55ページにな

るのですが、55ページと53ページになるのかな。

修繕事業と改修事業というのがございます。修繕

事業については、中身は後で説明いただきます

が、改修事業については長寿命化ということで、

北コミの壁とか屋根を直すということで具体的に

説明もございますから、これは修繕事業というの

は、ある程度小規模の程度の事業という簡単な色

分けでいいのか。そして、改修事業というのは、

大規模改修ということの位置づけで分けていると

いうことでよろしいのですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 まず、修繕事業で

ございますが、小破修繕に対する費用とコミセン

からの要望で費用の少ない修繕であるとか、定期

的にストーブの更新等を行っている予算でござい

ます。 

 改修事業につきましては、網走市公共施設等管

理計画に掲げる基本方針に基づき、各施設の長寿

命化を図るため、個別施設計画を基に築30年をめ

どに、大規模な改修を行っております。 

 今年度は北コミュニティセンターということ

で、屋根、外壁の改修費用を計上しているところ

でございます。 

○山田庫司郎委員 今、説明いただいたように、

修繕事業というのは、ある程度小規模のことも含

めてと。これは150万円というのは、来年度はど

こを修繕する予定なのですか、小規模。 

○田中靖久市民活動推進課長 小規模につきまし

ては、毎年コミュニティセンターに調査をかけ

て、予算計上している部分がございまして、大規

模のほうは計画に基づいてということでやってお

りまして、８年度は西コミュニティセンターを予

定しております。 

 失礼しました。 

 西コミュニティセンター、小規模の部分として

は、まず玄関タイルが破損している部分について

修繕するのが60万円、別に、全てのコミュニティ

センターで要望なり破損した場合に応急対応でき

るように30万円を計上しています。そして、ス

トーブの更新で180万円を予定しております。 

○山田庫司郎委員 ７年度は西コミを全部150万

円で修繕するということですか。答弁がわからな

かったので。 

 いろいろなコミセンを、小規模の部分を何か所

も直すのだという修繕事業費でいいのかな。そう

いう考え方で。そこはどことどこを、コミセンを

直すのか。西コミなら西コミでいいし。 

○田中靖久市民活動推進課長 今、予算で確定し

ているのは西コミュニティセンター、修繕で直す

のは西コミュニティセンター。それから、西網走

コミュニティセンターのストーブの更新、それと

全コミュニティセンター、住民センターの応急対

応の修繕として考えております。 

○山田庫司郎委員 今、聞いているのは、これか

らお金増えるわけではないでしょう、150万円で

７年度、修繕するのでしょう。違うの、どうな

の。150万円、どこから出てきたのか。270万円、

ごめんなさい。金額間違っていましたね。 

 いや、いいです。要するに、修繕事業について

は、金額は、私、申し訳ない、270万円でした。 

 小規模の修繕をするのだよと。それと、改修事

業の7,000万円は北コミを直すということで、先

ほど説明いただいた築30年以上で長寿命化も含め

た大修繕ですよという意味で、こういう色分けを
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して、事業費の形でやるのだということで理解を

させていただきます。 

 それで、まず、修繕事業の中に入るかどうかで

すが、私、南コミセンとかいろいろ使わせていた

だいたときに、ここで直接言わせていただきたい

のは、音響のマイクとか非常に悪くなっていると

ころが何か所もコミセンで見受けられるので、そ

の辺というのは実態把握していますか。 

○田中靖久市民活動推進課長 南コミセンと潮見

コミセンについて、そういったお話がございまし

て、実際南コミセンに行きまして、アンプのボ

リュームの調整とかで南コミセンは対応して、潮

見コミセンについては、別に外づけのスピーカー

を配置するような形で聞こえやすいような対応を

したところでございます。 

○山田庫司郎委員 個別の話で申し訳ないのです

が、対応していただいたようです。 

 それで、改修事業のほうに質問を移らせていた

だくのですが、30年以上というお話がありまし

た。コミセン、平均20年以上はもう大体経過して

いるのだと思うのですが、例えばこれも個人的な

立場の話になってしまって申し訳ないのですが、

私も駒場住民センター管轄の町内会の一人なので

すが、ここも来年かな、20周年を迎えるはずです

が、やはり今年はすがもりがあったり、いろいろ

大変な状況がひとつ出てきているというお話もあ

りまして、市のほうに相談しているわけです。こ

こで何せい、こうせいというのはもちろん言いま

せんが、ただ、いろいろコミセン、今、西網走も

含めて、駒場住民センターも含めると六つあると

思うのですが、私はこのコミセンはこれからの公

共施設の統廃合含めて、再編のときになくならな

い施設だろうと、こんなふうに私は勝手に思って

いるのですが、そうなると、やはり長寿命化が30

年以上というのはひとつありますけれども、計画

的にいろいろ聞き取りしながら、大規模の修繕な

りをやっていく時期がもうそろそろ来ているので

はないかというふうに思うのですが、原課として

はどんなふうに考えていますか。 

○田中靖久市民活動推進課長 建築後、一定年数

経過している施設、駒場住民センターもそうです

し、西網走コミュニティセンターもそうです。実

際、屋根であるとか外壁、そういった傷みという

のは確認しているところですので、今後、大規模

修繕、計画的にやっていますが、それ以外の部分

についても関係課と協議しながら、予算措置する

なりの対応を考えていきたいと思っております。 

○山田庫司郎委員 もちろん単年度ではできませ

んから、計画的に、例えば５年スパン、何年スパ

ンということで考えていかなければならないと思

いますし、これからどんどん施設の関係では、も

うインフラもそうですが、お金のかかるときを迎

えていますから、本当に上手に優先順位決めなが

ら、部分部分修繕しながら長もちさせるところは

対応しながら、本格の修繕をきちんとやはり計画

的にやるというのが大事だと思いますから、そう

いう意味では、コミセンもその中の一つの施設に

入れていただきたいと思いますので、20年、30年

たたないところもありますけれども、臨時対応を

含めたコミセンの修繕等を含めて、ぜひお願いし

たいと思いますがいかがでしょうか。 

○田邊雄三市民環境部長 修繕についての考え方

ですけれども、毎年職員とうちの建築課の職員が

コミセンに出向きまして、修繕の箇所、要望、そ

このところを確認して、必要なところについては

予算要求してやっているという状況、大規模修繕

については、屋根、壁については、目安としては

10年でやる予定をしておいて、そのときの状況に

よって少し延ばしたりですとか、あと、ほかの予

算上のこともありますので、ずれたりするのです

けれども、基本的には10年で屋根、壁、そこをや

るという方向で計画的に進めているところでござ

います。 

 引き続き、そんな形で検討していきたいと考え

ております。 

○山田庫司郎委員 前向きな答弁をいただきまし

た。 

 それぞれのコミセンの運営委員会も基金をある

程度積めるところは積みながら、小規模の部分に

ついては、自らもある程度拠出しながら市のお手

伝いもいただいて、しっかり運営していこうとい

う気持ちでいるというふうに思っていますので、

その辺も配慮していただいて、大規模になると、

どうしても運営委員会だけでは対応できない部分

も出てきますので、今、部長から御答弁いただい

たこと、しっかり信じたいと思いますので、よろ

しくお願いして、質問を終わります。 

○金兵智則委員 それでは、私からも何点かお伺

いさせていただきます。 

 まず、ふるさと寄附金についてです。 
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 来年度、ふるさと寄附金が22億円ということで

計上されていますけれども、今年度、令和６年度

の実績というのがまだ確定ではないのかもしれま

せんが、これを踏まえての算出だと思いますの

で、令和６年度の見込みと算出根拠など、お伺い

したいと思います。 

○小西正敏財政課長 ふるさと寄附金の受入状況

につきましてですが、令和７年２月末の状況で約

20億5,000万円となっております。こちらの実績

見込みを踏まえまして、令和７年度の予算につき

ましては、令和６年度と同額の22億円としている

ところでございます。 

○金兵智則委員  令和７年度２月末で約20億

5,000万円ということで、ちょっと22億円まで、

あまり１月以降はふるさと納税って増えていかな

い時期になってしまいますので、22億円は難しい

のかなという状況ですけれども、目標も踏まえて

令和７年度も同額ということで理解したいと思い

ますけれども、このふるさと寄附金なのですが、

歳入に占める割合と自主財源に占める割合、来年

度、令和７年度はどうなるのかお伺いしたいと思

います。 

○小西正敏財政課長 ふるさと寄附金の歳入に占

める割合ですが、令和７年度は8.0％となってお

ります。また、自主財源に占める割合につきまし

ては、令和７年度、18.9％となっております。 

○金兵智則委員 ８％前後、ふるさと寄附金が歳

入に占める割合が８％前後というのが令和４年か

ら続いているような状況でありますので、この辺

なのかなという感じもします。自主財源に占める

割合も２割をちょっと切るぐらいという推移が続

いておりますので、この辺ということが見えてき

たのかなと思いますが、そのうち、ふるさと寄附

基金が繰入金というのが16億4,100万円ぐらいで

すよね、繰り入れることになっていますけれど

も、これが事業数でいくと何事業に繰り入れられ

ているのか、お伺いしたいと思います。 

○小西正敏財政課長 令和７年度の繰入事業数は

105事業になっております。 

○金兵智則委員 繰入金が初めて令和７年度、実

は前年度から下がる年になったのかなと、僕自身

は理解をしているのですけれども、その中で、事

業数がちょっと増えているということで、新たな

事業も追加されているというふうな感じなのです

けれども、例えばなのですが、繰り入れる該当事

業数で、ずっと継続されているものと単発で終わ

るようなものがありますよね。大体割合的に、大

体でいいのですけれども、どんなようなイメージ

というか、持っているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○小西正敏財政課長 割合というのは、今計算を

していませんので、単純には申し上げられません

けれども、今回、令和７年度でいきますと、酒蔵

の建設用地の造成ですね、そちらに充当させてい

ただくことがあります。また、こども発達支援セ

ンター、こういった子供たちの施設の整備に単年

度として整備に当たるというものに活用させてい

ただくようなものがございます。 

 また、給食費の無償化とか、こども医療費の無

料化とか、あとは地域の公共交通に関する部分と

か、この辺りが経常的に充当されている部分と

なっておりますので、一応そういう形で御理解い

ただければと思います。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 それでは、お伺いしますけれども、ふるさと基

金を繰り入れている105事業なのですけれども、

その他を含めて12項目で運用されていると思いま

すが、各項目どれぐらいの割合となっているのか

お伺いしたいと思います。 

○小西正敏財政課長 令和７年度の寄附目的別の

繰入割合でございますけれども、まず、子供たち

の活動支援が50.6％、スポーツの環境整備が

1.7％、特別支援教育の推進が６％、６次産業化

農商工連携の推進が9.5％、地域医療の維持・充

実が7.4％、地域公共交通の維持・活性化が

9.1％、農水産業の振興が1.7％、地域社会のデジ

タル化推進が0.7％、グリーン社会の実現が

2.8％、その他につきまして10.5％となっており

ます。 

 また、公共施設の耐震化、東京農業大学オホー

ツクキャンパスの環境の充実につきましては、令

和７年度の繰入れはございません。 

○金兵智則委員 わかりました。 

様々というか、子供のほうが随分増えてきた

と。子供、スポーツ、この辺が増えているのかな

という感じが、あとは、地域公共交通ですかね、

増額になっているというのがわかりました。 

 あと、ふるさと寄附基金の残額というのが、

徐々に徐々に減っているという状況ですし、基金

残高も少しずつですけれども減っているといった
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中で、新庁舎の建設を終えましたけれども、この

後、市営住宅ですとか、消防庁舎、体育施設の検

討ということも進められている中で、今後人口減

少が進む中で、財政に与える影響がどの程度ある

のか心配する市民が少なくない。近隣市のニュー

スなども目にすることも増えましたので、そう

いった声が網走の市民からも上がっているという

ような状況の中で、こういう言い方が正しいかど

うかわからないですけれども、このまま網走市は

健全に進んでいくということで理解していいのか

どうか、お伺いしたいと思います。 

○小西正敏財政課長 ふるさと寄附基金を活用し

て様々な事業をやっていると。他市の状況では、

基金が枯渇してという報道が出ています。先ほど

御説明もさせていただいたところですけれども、

ふるさと寄附基金の残高につきましては、５年分

相当を確保している状況です。こういったものが

残高不足になることのないように、中期的な財政

収支見通しの中で、基金残高も管理しながら予算

編成に当たっているところでございます。こう

いった制度、寄附金の制度の状況も注視しなが

ら、引き続き健全な財政運営に努めていきたいと

考えております。 

○金兵智則委員 ふるさと寄附金というのは、本

当に重要なものになりましたけれども、これがい

つまで続くかわからないといった中で、コロナも

あり、いろいろ諸問題もあり、なかなかふるさと

寄附金が伸びてこないということが果たしていい

のか、悪いのか、この辺はまた違う場所でやりた

いなと思います。 

 次に、学生活動支援事業補助金についてお伺い

しますけれども、令和６年、今年度はどのような

実績だったのか、お伺いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 令和６年度の実績でご

ざいます。東京農業大学から４件申請がございま

した。内容を申し上げますと、モクズガニを活用

した商品開発、網走の冬を意識した香料等製品の

開発、ハマナスの香料を配合したポイント美容液

の開発、地域の食材を生かしたメニューの開発、

以上の４件の申請がございました。 

○金兵智則委員 この４件が補助対象になったと

いうことで理解させていただきたいと思いますけ

れども、来年度、拡充事業ということになってい

ますけれども、内容や運用の変更点というのがあ

るのか、例えばただ件数が増加したということな

のか、その辺、来年度の拡充の内容についてお伺

いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 令和６年度、４件の実

績で予算額150万円は全額支出する見込みとなっ

てございます。現状、大学での活用が非常に活発

な状況ではありますけれども、私たちとしまして

は、高校生にもぜひ積極的に制度を活用していた

だきたいというふうに考えているところでござい

まして、新年度、30万円を追加し、180万円の予

算額としたところでございます。 

○金兵智則委員 ちなみに、たしかこの事業が始

まるとき、50万円の３件で150万円といったよう

な説明もあったかと思うのですけれども、それに

30万円をプラスするという状況が、どういう根拠

なのかなというふうに思うのですが、その辺説明

いただいてもいいですか。 

○佐々木司企画調整課長 当初想定いたしており

ましたのは、１件当たり50万円の３件程度という

ふうに想定をしてございました。実際には、大学

のほうでの活用が活発でして、６年度は４件あっ

たわけなのですけれども、１件当たりの上限額を

50万円と想定をしていたものでございまして、６

年度、実際におきましては、上限を使わない申請

がありまして、ちょうど150万円に収まったとい

うことでございます。 

 大学の取組の中には、単年では終わらずに、恐

らく次年度も継続していくのではないかと思われ

る取組がありますので、同じ規模で７年度も実施

するとなれば、同じように150万円の予算が必要

となるだろうと考えているところでございます。

そうしたときに、高校生が活用しようとしたとき

に、その枠が足りないということを懸念したもの

ですから、その分で30万円を増額したという経過

でございます。 

○金兵智則委員 もう１件高校生がというのなら

50万円追加すればいいのかなというふうに、

ちょっと考えたものですから、なぜそこで高校生

は30万円という縛りになったのかなという疑問も

あったのですけれども、そういったことだという

ことで理解したいと思いますけれども、たしか、

令和５年は高校生もあったと思いますので、それ

で理解したいなと思いました。 

決算でもお話をさせていただいて、学校単位に

こだわらず広い視野でということをお話をさせて

いただいたときに、相談は受けていきたいという
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ふうな答弁をいただいたと思いますけれども、こ

の辺の考え方については変わらないというような

状況なのか、制度そのものを拡大していくという

考えはないのか、お伺いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 学校単位にこだわらず

というところでいけば、同じ思いでございます。

この補助金制度、学生が取り組む地域の活性化で

すとか地域課題解決に向けた活動、こういったこ

とを支援することで主体的な社会参加や創造力の

育成、ひいては学校の魅力の向上を図るといった

ところも目的としております。そのため、対象自

体を大学生と高校生を想定して制度設計をしてお

ります。この趣旨からいたしまして、大学生や高

校生以外の申請につきましては、より低年齢の方

たちに対しましては、現金の取扱いを伴うといっ

たようなことから、例えば大人を代表申請者と

し、日々の活動において予算決算など、事業計画

がしっかり管理されているような集まり、団体で

あれば対象にできるものというふうに考えてござ

います。支援するに当たりましては、当然事業内

容ですとか、どういった団体、集まりで、それを

行うのかといったようなところの可否を判断する

必要がありますので、同じお答えで大変恐縮なの

ですけれども、まずは相談をしていただきたいと

考えてございます。 

○金兵智則委員 思いは持っていただけるという

ところなのだと思いますけれども、ただ、広げて

いっていただきたいなという思いもあります。令

和７年度でいけば４件の農大プラス高校生が１件

ある、何とかお願いしたいなというところですの

で、ただ、令和11年度には６件を目指さなければ

いけないという総合戦略の中にもありましたの

で、広げる方法の一つとしても臨機応変に対応し

ていただきたいと思います。 

 次に、選挙管理委員会費、投票率の向上といっ

たことで質問させていただきたいと思います。 

 投票率の向上に向けて、様々な場面で種々議論

をさせていただいておりましたし、これまで期日

前投票所の増設など、様々な取組を行ってきてい

ただいたというふうに思いますけれども、今年

度、衆議院議員選挙が行われました。投票率は約

57％と、前回の衆議院議員選挙と比べると若干下

がっているのかなと思うのですけれども、選挙管

理委員会としての認識、そして、取り組んだこと

への評価についてお伺いしたいと思います。 

○高井秀利選挙管理委員会事務局長 令和６年10

月執行の衆議院議員総選挙の全国の投票率につき

ましては、自民党派閥の裏金問題による政治離れ

の影響などを受け、戦後３番目に低い投票率

53.85％でありました。当市の投票率におきまし

ても、委員御指摘のとおり、前回比マイナス

2.66％となってはおりますが、全道の投票率や北

海道12区の投票率を上回っており、臨時期日前投

票所の開設など、これまでの取組の効果が一定程

度あったのではないかというふうに認識をしてお

ります。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 投票率というのは徐々に下がっていっている状

況というのもありますし、全国でも低かった中

で、検討はしたということなのだと思います。 

 そんな中、来年度、令和７年度予算にもありま

したけれども、参議院議員選挙が行われます。こ

れまで、移動式の投票所というのを検討してはど

うかということなど様々議論をさせていただいて

おりますけれども、新年度何か新たな取組を行う

考えがないのか、お伺いしたいと思います。 

○高井秀利選挙管理委員会事務局長 令和７年７

月執行予定の参議院議員通常選挙におきまして

は、若年層の政治参加の機会を促進するため、東

京農業大学北海道オホーツクキャンパスと協議を

させていただきまして、大学の施設内に期日前投

票所を開設することといたしました。学校内での

投票の啓発にも協力いただき、若年層の投票率向

上につなげていきたいと考えております。 

○金兵智則委員 すばらしい取組につながったな

というふうに思います。若年層に向けてというこ

とで、農大に協力を仰いでいただきながら、投票

所を開設するということですので、ぜひともどん

な結果になるのか、取組を楽しみに、結果を楽し

みにしたいなと思います。 

 今、若年層という話もありましたけれども、昨

年度の予算特別委員会でも伺いましたが、子供の

頃に親の投票についていったことのある人は、つ

いていったことがない人に比べて、投票率が20ポ

イント以上高いという結果を踏まえて、他市で

やっているような子供にお菓子や文具などの記念

品をプレゼントする事業の可能性を検討してみて

はどうかという問いに対して、研究してみるとい

う答弁をいただいていましたけれども、その結果

はどうだったのか、お伺いしたいと思います。 
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○高井秀利選挙管理委員会事務局長 昨年の予算

等審査特別委員会で御質問のありました子供連れ

投票についてでありますけれども、子供にとって

投票所に行った経験が原体験としてより強く記憶

に残るようにするため、県や市町村の選挙管理委

員会が記念章の交付などを行っている自治体があ

ることを確認しております。 

 当市におきましても、まずは市ホームページや

ＳＮＳで子供連れ投票に関する情報発信から始

め、どのような取組であれば効果的に実施できる

か、引き続き検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○金兵智則委員 まず情報発信は行っていただけ

るという答弁をいただいて、それを含めて今後も

検討していただけるということでありましたの

で、また、結果を楽しみにしたいなと思っていま

す。 

 もう１点、学校での模擬選挙を体験してもらう

と効果的という考えから、高校生やより低年齢層

まで広げるために、福岡県の小学校で行われてい

た小学生最後の給食を選挙で決める取組を検討し

ていただきたいと伺った結果、教育委員会とも協

議を行ってまいりたい、考えているとおっしゃっ

ていただきました。 

一方、その年の教育委員会にも同じ質問をさせ

ていただいたところ、選挙管理委員会や学校調理

場などとも協議検討してまいりたいというふうに

おっしゃっていただいたのですけれども、その結

果についてお伺いしたいと思います。 

○高井秀利選挙管理委員会事務局長 こちらも昨

年の予算等審査特別委員会で御質問のあった件で

ありますけれども、模擬投票を含めた主権者教育

についてでありますけれども、教育委員会と選挙

啓発出前講座等の実施について協議を行い、教育

委員会から校長会へ実施の可否について打診をし

ていただきました。 

 校長会からは、どのような内容の授業が実施で

きるのかを示してもらいたいとの意見がありまし

たことから、改めて主権者教育についての資料や

授業プログラム例を選挙管理委員会事務局で作成

し、提示させていただくこととしております。 

 なお、出前講座の実施内容につきましては、模

擬投票の実施を含め、学校や教育委員会と協議し

ていきたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 前向きに検討を進めていってい

ただいているという結果なのだと思うのですけれ

ども、あまり堅苦しくやらないでほしいなと思う

のですよね。小学生たち、児童会選挙というのを

やっていますので、それを本物の投票箱を持って

いくだとか、最後の給食がみんなの意見で変わる

のだよとかという楽しみがあるようなことをやっ

ていただければ印象に残りますし、そういった面

で取り組んでいただきたいなと思います。 

 多分ユーチューブにニュースの動画が入ってい

るはずですので、それを校長先生たちにまず見て

いただきたいと思うものですから、教育委員会に

言っておきます。 

 次の質問に移ります。 

 生活・緊急情報配信事業、これは多くの委員の

皆さんもやっていましたけれども、配信事業で多

言語化をしていくという話だったのですけれど

も、多言語化をすることが予算額増額ということ

なのか、ちょっといま一つ僕はわからなかったの

ですけれども、御説明いただいてもよろしいです

か。 

○佐々木司企画調整課長 生活・緊急情報配信事

業予算の内訳でございますが、令和６年度から引

き続き実施いたしますＬＩＮＥ広告の予算60万

円、これはほかの事業からの合体でございます。

それから、昨年リニューアルいたしましたメール

配信システムの保守委託料が109万6,000円、最後

にシステム対応外国語を２言語追加する費用とい

たしまして、こちらが35万2,000円、以上三つの

要素で構成をされております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 では、これは事業が三つ重なったので、生活・

緊急情報メール配信事業のメールという言葉が消

えたというふうに捉えていいですかね。 

○佐々木司企画調整課長 そのとおりでございま

す。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 今のＬＩＮＥ広告で情報発信という話もありま

したけれども、来年度は公式ＬＩＮＥにおいて、

新たに始まるサービスというものはあるのか、な

いのか、もしあるのであれば、内容を説明してい

ただきたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 新年度において、公式

ＬＩＮＥで新たに始めるサービス、今のところ予

定がございません。ございませんが、公式ＬＩＮ

Ｅの改善に向けて実施いたしましたアンケートの
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結果では、ごみの日のお知らせですとか、道路な

どの異常を発見した際の通報機能、こういった機

能が大変好評でございました。この利便性をより

多くの方に利用していただけるよう、さらに利用

者の増加に努めてまいりたいと考えてございま

す。 

○金兵智則委員 今のところは新たに改善すると

ころはないということで理解はしたいと思います

けれども、ＤＸマーケティングの手法は市民に向

けた情報や情報発信にも活用すべきというふうに

考えますけれども、どのように進める考えがある

のかお伺いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 令和６年度からＬＩＮ

Ｅ広告を活用した情報の発信に取り組んでおりま

す。今年度、試験的にオホーツク網走マラソンで

すとか、お友達の募集など年４回の実施をしたと

ころでございます。今後、配信時期ですとか、内

容によってクリックするですとか、インプレッ

ション数、どういった反応の違いがあるかといっ

たところについて分析を進めて、さらなる利活用

の促進に努めてまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 デジタルでの情報発信がメインになっていくの

かなというふうに思うのですが、一方で情報発信

に様々な媒体でやっていくという考え方も必要な

のかなと思います。例えばですが、網走の路線バ

スの車内ではテレビモニターを利用した広告とい

うのが流れています。それを、その中で網走市の

イベント情報や市政に関する発信というのが

ちょっと見受けられなかったという状況でありま

した。こういったものでの広告は、情報発信にの

みならず事業者への協力体制がきちんとできてい

るのだよというアピールにもなるというふうに思

うのですが、それについての考え方をお伺いした

いと思います。 

○佐々木司企画調整課長 市政情報の発信につき

ましては、広報紙、それから公式サイト、公式Ｌ

ＩＮＥ、お知らせメール、エックス、フェイス

ブック、あとＦＭあばしり、ほか状況によっては

新聞の折り込みなども活用して周知しているとこ

ろです。その上で、さらに広告費を負担しての周

知というところにつきましては、現状考えてはご

ざいませんが、路線バスに関しましては、運行で

すとか乗務員の採用に当たって支援をしていると

ころでございます。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 今のところは考えていないというところだった

のですが、市営バスではないのですけれども、そ

こで市の情報が流れるという印象が物すごく大き

いかなという感覚は、僕は乗ってみたときに思っ

たものですから、また何かの機会であれば、また

お話をしたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 コミュニティセンター管理運営事業なのですけ

れども、コミュニティセンター管理運営事業、昨

年度の予算と比べて約380万円ほどですかね、増

額していると思うのですが、増額の理由について

お伺いしたいと思います。 

○田中靖久市民活動推進課長 増額の理由は、主

に３点ありまして、一つ目は、指定管理委託料が

３か年計画の３年目となっておりまして、こちら

人件費の増額などがありまして、当初の予定どお

り前年比約110万円の増額となっております。 

 二つ目は、指定管理の積算時の見込みよりも賃

金単価であるとか、自動ドアの保守料が上昇して

おりまして、指定管理者の負担を軽減するために

差額補塡負担金として約270万円を計上しており

ます。 

 三つ目は、潮見コミュニティセンターにおい

て、潮見小学校のエアコン設置に伴う電力の契約

が、低圧から高圧に変更となりますので、その電

気料の支払い方法の変更であるとか、設備の保守

料として約150万円を計上しております。 

 以上の合計が530万円となりまして、そこから

令和６年度実施しました外壁のアスベスト調査の

150万円を差し引きまして、前年比約380万円の増

額となっております。 

○金兵智則委員 わかりました。詳しい御説明を

いただいたと思います。 

 その中で、各コミュニティセンターの収支状況

というのがどのようになっているのか、お伺いし

たいと思います。 

○田中靖久市民活動推進課長 現在、各コミセン

において、赤字が生じている施設はございません

が、今後、赤字が見込まれる場合など、各運営委

員会で保有している基金の状況を見ながら、補塡

することというのは検討していく必要があると考

えております。 

○金兵智則委員 赤字が生じているコミセンがあ

るのか、ないのかというのは、この後聞こうかな
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と思ったのですが、先に御答弁をいただきました

ので、理解したいと思うのですが、最低賃金の上

昇と同時に指定管理料が見直しをかけなければい

けないといったようなこともあるのかなというふ

うに思うのですが、対応が遅れてしまうという現

状があるような気もするのですけれども、その辺

について、担当課としてはどのように考えるの

か、お伺いしたいと思います。 

○田中靖久市民活動推進課長 ３年間で債務負担

額を設定しておりますが、その総額は変更ござい

ませんが、来年度につきましては、別途賃金上昇

分などの差額について補塡することとした予算を

拡充したところでございます。 

○金兵智則委員 わかりました。 

対応を兼ねて予算組みをしたという、それで令

和７年度どうなるか、また見せていただきたいな

と思うのですけれども、また、ちょっと違うお話

になりますが、各コミュニティセンターにはフ

リーＷｉ－Ｆｉが整備されているはずです。全て

のコミセンでされているというふうに認識してい

るのですけれども、そのような環境については、

コワーキングスペースとしての活用も可能なので

はないかなという考え方としてあります。さらに

は、そういった活用ができれば、収入を増やす手

段として、コワーキングスペースとして利用でき

ますよというＰＲも行っていくこともできると思

うのですけれども、その辺の考え方はいかがです

か。 

○田中靖久市民活動推進課長 コミュニティセン

ターの収入を増やす手段として、コワーキングス

ペースとしての活用の御提案ということでござい

ますが、コミセン等につきましては、時間帯別、

部屋別に料金を設定しておりまして、その単位で

基本的には事前予約制で御利用いただいていると

いうところでございます。 

地域の団体が利用していない空き室につきまし

ては、企業が会議等で利用するなど、コワーキン

グスペースのミーティングルームと同様の利用が

されているところでございます。ワーキングス

ペースのドロップインにつきましては、個人利用

となりますので、現在の利用体系とは合わないこ

とから難しいと考えておりますが、施設活用の方

法の一つとして、網走まちなかコワーキングス

ペースナシタの情報を各運営委員会と共有してま

いります。引き続き、地域の方々が集える拠点運

営に取り組んでまいりたいと思います。 

○金兵智則委員 やり方を変えればやりようはあ

るのかなというふうに思うのですけれども、そう

なってしまうと、ナシタというのがありますの

で、まずはそこを使っていただこうという考えの

下だということで、取りあえずは理解したいとい

うふうに思います。 

 もう１点、昨年９月の決算特別委員会で社会教

育課がエコーセンターで行っている空き室を利用

して、中高生がテスト勉強などを行えるよう自習

室を開設する事業を、コミュニティセンターでも

行えるようにしたらいかがでしょうかということ

で聞いてみたのですけれども、そうしたら、教育

委員会から、市民活動推進課とお話をしながら、

こういうことが可能かどうかも含めて検討してい

きたいと考えているという答弁をいただいたもの

ですから、改めて担当課にお伺いしたいと思うの

ですがいかがでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 コミセン等での中

高生のテスト勉強自習室としての空き室利用につ

いてでございますが、社会教育課からこの件につ

いてのお話がありまして、利用料については指定

管理の収入となることから、教育委員会の事業と

して利用料を確保していただくこと、地域の団体

と利用調整が発生しないことなどを条件に利用

ニーズを踏まえて、どのコミセンで実施すると

いった話があった段階で、コミセン運営委員会と

協議するということとしております。 

○金兵智則委員 なかなか前向きに検討していた

だけそうかなというふうに思うのですけれども、

エコーセンターは高校生は行けるのですけれど

も、中学生はなかなか難しいのですね。教育委員

会のときも言ったのですけれども、多分エコーセ

ンターも中学生の利用が増えてきたというふうに

言っていたのですけれども、二中や一中の生徒が

メインになってしまうのですよね。一中の生徒で

あったり、三中の生徒だったり、郊外の生徒はな

かなか難しい中で、勉強する場所というのがなか

なかないですね。友達同士でとかということもで

きないので、こういったことは積極的に子供のた

めに進めていっていただきたいなと思います。 

 最後に、総合戦略から様々質問させていただき

たいなと思います。 

 令和７年度は新たに策定が、この後されるので

すね。今、案の段階ですから、その後策定される
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人口ビジョン、総合戦略が基になって進められて

いく年度なのだと、新たなスタートを切る年度な

のだというふうに思うのですよね。 

人口ビジョンも示されましたけれども、従前の

人口ビジョンを大幅に変更する人口推移が示され

ました。早期の見直しの必要性を様々な場面で言

わせていただいたというところもあるのですが、

なかなかそこまでああいう状況の数字が出てくる

のかなというふうに思いました。前の人口ビジョ

ンはどうだったのかという、しっかりとそこも検

証が必要なのかなというふうに思います。それを

また市民の方へ還元するということが、市民との

協働をしていく上で必要なことなのではないかな

と思います。そういったことをしていく方向性に

ついてお伺いをしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 検証、大変大事な作業

だと思っております。戦略を進める主体は市民一

人一人でございます。産業分野、企業、市民団体

あるいは我々行政、こういった団体が相互に連携

協力して取組を進める必要があると認識しており

ます。そのため、第１期の総合戦略では、産官学

金労など、各分野の委員18名からなる選択する未

来会議、こちらにてそれぞれ専門的な見地から御

意見、御提言などいただきまして、効果の検証を

したところでございます。 

 第２期の総合戦略、今年度が最終年度でござい

ますので、新年度において、第１期と同様、選択

する未来会議にて様々御意見をいただき、検証

し、結果については当然公表してまいることとし

てございます。 

 ちなみに、令和５年度末では、全70項目中、目

標の達成が難しいと思われる項目が40項目、目標

達成できる見込みのもの、また既に達成したもの

については30項目となっておりまして、現時点で

の目標達成率、約４割となっております。５年間

の戦略期間中、３年以上が新型コロナウイルス感

染症の期間と重なっておりますので、未来会議に

おいては、恐らくこれに関する御意見や御指摘が

あるものと考えております。 

○金兵智則委員 総合戦略の検証ももちろん重要

なのですけれども、人口ビジョンの減少という言

い方はどうなのか、人口ビジョンがこうなった理

由というのは、市長も代表質問の答弁の中でも何

度もおっしゃっていたというところもありますの

で、その辺も含めて、きちんとやっていただきた

いなというふうに思います。 

 関係人口の拡大といった部分では、多分網走応

援人登録者数というところが該当するのかなとい

うふうに思うのですけれども、総合戦略では、令

和５年が基準値となっておりまして、１年間に95

人というふうになっていますけれども、令和６年

がどうだったのか、お伺いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 令和６年度の網走応援

人に関してでございますが、関係者への積極的な

働きかけ、また、ふるさと納税をしてくださった

方へのＰＲなど取り組んだことによりまして、令

和６年度、目下のところ、恐らく150人から160人

程度まで伸びるのではないかというふうに考えて

ございます。 

 戦略最終年、令和11年度におきましては、年

200人を目標としてございますので、コンスタン

トに200人の登録が実現できますように取組を進

めてまいります。 

○金兵智則委員 令和６年度で150人から160人と

いうことで、大幅に上がっていきそうだというこ

とですので、令和７年度から令和11年、最終年の

目標数値である200人が達成できるような取組を

するために、拡充事業となったのかなというふう

に思っているのですけれども、令和７年度、単年

での目標というのはあるのか、ないのか、お伺い

したいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 令和７年度、単年での

目標は持ち合わせてございません。 

○金兵智則委員 ということは、令和11年の200

人を常に意識しながらという動きになっていくの

かなというふうに思います。わかりました。 

 次に、出会い交流支援というのは、出会い創出

支援事業で行っていくのだろうということなので

すけれども、ちなみに今年度、令和６年度の実績

はどうだったのかお伺いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 令和６年度実績１件ご

ざいます。網走商工会議所青年部が実施してくだ

さったイベントでございまして、市内の男性21

名、女性６名、市外の女性9名、計36名が参加

し、５組のカップルが成立したと伺っておりま

す。 

○金兵智則委員 令和６年度５組ということは、

１年間で５組ですからね。その前の、コロナにか

かっていたというのもあるのでしょうか、４年間

で８組を見れば、今後は期待できるというふうに
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思っていいのか、５年間で30組というのが令和７

年度から始まります。20万円、２件ということ

で、これも拡充事業ですからね、決意なんかをお

伺いしたいなと思います。 

○佐々木司企画調整課長 目標達成に向けて努力

を重ねてまいります。 

○金兵智則委員 担当課が動くわけではないとい

うことなのかもしれないですけれども、それでは

何も変わらないというところもありますので、

昔、これをやるときに何かいろいろ議論があった

中で、お金を出して終わりではないですよねとい

うようなやり取りもありましたので、そこはきち

んとやっていただきたいと思います。 

 あと、ＳＮＳ活用による町内会活動の支援とい

うのが、総合戦略案に新たに記載されているので

すけれども、令和７年度の予算を見る限り、どれ

がどの事業なのかがよくわからない状況なのです

けれども、ＳＮＳ活用による町内会活動の支援と

いうのは、どのように取り組んでいくものなのか

お伺いしたいと思います。 

○田中靖久市民活動推進課長 令和７年度につき

ましては、費用のかからないＬＩＮＥグループを

ツールとして活用し、町内会連合会役員及び事務

局、市の町内会担当職員の掲示板等の利用を進め

るほか、町連で利用した際の課題や、既にＳＮＳ

等を活用している町内会がありますので、その状

況を把握し、また、有償ツールもありますが、そ

れとの機能比較であるとか、有償ツールの拡張性

などの研究に取り組みたいと考えております。 

○金兵智則委員 それは、令和７年度以降取り組

んでいく、そのような研究を進めていくという考

え方なのか、令和７年度に行うということなの

か、そこはどういうことなのですかね。 

○田中靖久市民活動推進課長 今、ＬＩＮＥグ

ループのツールとして活用するという取組は、令

和７年度、まず取り組んでみて、その課題などを

７年度中に把握していきたいと考えております。 

○金兵智則委員 それは、令和７年度については

これについての予算は特に必要がないということ

なのか、何か予算としてあるものなのか、お伺い

したいと思います。 

○田中靖久市民活動推進課長 令和７年度中には

予算を計上しておりませんので、かけないような

形で取組を進めていくということで考えておりま

す。 

○金兵智則委員 今後の事業展開的には予算が必

要になったときには、予算を用意しながら進めて

いくという考えなのか、今の話を続けていけば、

目標数値に達するというニュアンスなのか、

ちょっとその辺もよくわからないのですけれど

も、その辺はどういう感じなのですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 ７年度の取組を踏

まえまして、各単位町内会への展開を考え、例え

ばＬＩＮＥのグループではなかなか使い勝手がよ

くないとか、そういった課題であるとか、有償

ツールが拡張性があって、そちらを入れるには費

用がかかるといった場合、あとはスマートフォン

の利用方法について研究したいということで、そ

ういう研究費であるとかそういったものが必要だ

ということを町内会連合会とも協議しまして、今

後、８年度以降は予算計上ということも考えてま

いりたいと思っております。 

○金兵智則委員 わかりました。令和７年度、ど

のような状況になったのか、また違う場所でやら

せていただきたいと思います。 

 ＤＸの推進という項目では、証明書のコンビニ

交付率が示されていたのですけれども、ＤＸの推

進として、コンビニ交付率が選定された理由とい

うのがもし何かあればお伺いしたいと思います。 

○佐々木司企画調整課長 ＤＸの取組、様々ござ

いますが、コンビニ交付の取組が市民にどれほど

浸透しているか、これは大変重要な指標であると

捉えております。市民サービスの向上につながる

もの、また、事務事業の効率化が図られるもの、

この両面の観点から、この指標を選定したもので

ございます。 

○金兵智則委員 ＤＸの推進が市民に浸透してい

るかどうかをはかるには、これがわかりやすかっ

たという答弁だったのかなというふうに思うので

すけれども、コンビニ交付率の今年度の実績につ

いて、全体の数字というのが出ていたのですけれ

ども、総合戦略では全体の数字では示していない

はずなので、総合戦略に沿った今年度、令和６年

度の実績見込みをお示しいただければと思いま

す。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和６年度２月末の

数字になるのですが、戸籍証明書に関しましては

7.3％、住民票の写し・附票、こちらが16.0％、

印鑑証明書19.0％、税の証明が7.4％となってお

ります。 
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○金兵智則委員 わかりました。 

 令和６年度の結果を踏まえて、また令和７年度

は進んでいくということなのだと思いますが、令

和６年度の２月末までの実績を見た担当課の印

象、認識というのはどんなものがありますか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和５年と比較しま

して、やはり交付率、上がっているなというふう

に感じております。少しずつですが、認識は広

がっているのかなと感じております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 ちなみに、戸籍証明書、先ほど7.3％とおっ

しゃっていたと思うのですけれども、これだけ多

分令和５年度の基準値から少し下がっている状況

なのだなというふうに思います。ちなみに、令和

７年度、新年度の単年で目標数値というのは持っ

ているのでしょうか。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 令和７年度、単独の

目標数値は定めてはおりません。 

 おっしゃった戸籍証明書の令和６年度の減少な

のですが、恐らくなのですけれども、戸籍の広域

交付が６年３月から始まっておりまして、ほかの

まちでも網走市の戸籍を役場の窓口で取れるよう

になっておりまして、そのことも多少影響してい

るのかなというふうに考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。状況についてわ

かりました。 

 令和11年度の達成に向けて、来年度はどのよう

な取組を行っていくのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○渡邉眞知子戸籍保険課長 やはり、こちら目標

に向けて大事なことは、周知していくということ

が一番大事かと考えておりますので、これまでの

広報紙や市のホームページへの掲載に加えて、令

和７年はマイナポイント第一弾で、マイナンバー

カードを受け取った方が電子証明書の更新を迎え

る時期で、更新の手続に窓口にお越しになる方が

増える時期でございますので、こちらの方にチラ

シを配布するなど、こちらの制度の周知を進めて

いきたいと考えております。 

○金兵智則委員 更新に合わせてＰＲを進めてい

くということですので、また結果について、楽し

みにしたいなと思います。 

 最後に、公共施設の総面積の縮小についてお伺

いしたいと思いますけれども、来年度が最終年と

なる第５次行革推進計画でも、公共施設等総合管

理計画に沿って様々な要素を勘案しながら、施設

総量の縮減を図ることと長寿命化を推進すること

が明記されておりますので、その方向性であると

いうことは理解した上で、今年度、令和６年度は

新庁舎が開庁したこともあり、基準値の29万

3,000平方メートルから増えているものかなと思

うのですが、令和６年度の状況はどのような状況

なのでしょうか。 

○小西正敏財政課長 令和６年度末の公共施設の

総面積は、新庁舎の建設により増となり、約29万

9,000平米を見込んでおります。 

○金兵智則委員 来年度の予算を見せていただい

たところ、総合福祉センター移転、市営住宅の建

設、解体など、公共施設に関する予算がありまし

た。それらを踏まえ、来年度での総面積の見込み

についてお伺いしたいと思います。 

○小西正敏財政課長 令和７年度は、潮見地区の

市営住宅等の解体がございますが、新たな市営住

宅の建設、旧網走高等看護学院の取得により、約

4,000平米増の約30万3,000平米を見込んでおりま

す。総面積につきましては、２年連続で増加する

見込みでございますが、今後、旧庁舎、集約を行

う総合福祉センター、こども発達支援センターの

解体がなされれば、約9,000平米の縮小となり、

令和５年度末と同規模の面積となる見込みです。 

 なお、今後取得を行う旧高等看護学院につきま

しては、面積が2,570平米と移転を行う総合福祉

センターの1,675平米より増加いたしますが、施

設面積の約２分の１につきましては、網走水産試

験場の維持存続を念頭に行うものでございます。 

○金兵智則委員 わかりました。増加傾向に今年

度、来年度となっていくのだというふうに思いま

す。 

ただ、総合戦略の中で、この目標数値について

は、令和26年までの20年間での目標数値というふ

うになっているはずなのですよね。なので、20年

後の目標値に向けて、どのようなことをやってい

くのか、展望があればお伺いしたいなと思いま

す。 

○小西正敏財政課長 目標値である26万7,000平

米に対する達成率は、令和５年度末で39％です

が、今回の面積増により令和７年度末は約21％に

なる見込みです。先ほど申し上げました物件の解

体が進めば、達成率も令和５年度と同程度に戻る

予定でございまして、今後に向けては、引き続き
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長期的な視点を持って施設の集約化、長寿命化な

どを行い、公共施設等の最適な配置を目指してい

きたいと考えております。 

○金兵智則委員 わかりました。 

 まだ、これから始まっていくのだというふうに

思いますし、今後は１年ごとに決算委員会などで

も結果についてお伺いしていくことになるのかな

というふうに思いますので、またそのときにはよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 終わります。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

再開は、午後５時25分といたします。 

午後５時16分 休憩 

───────────────────────── 

午後５時25分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行いたします。 

○小田部照委員 私のほうからも、大分重複して

いますので、何点かだけ簡潔に確認させていただ

きます。 

 まず、防災諸費、これは本当にもしもの備え

で、毎年のように多額の費用をかけて様々な事業

を展開しているのですが、肝腎な初動開設マニュ

アルがなかなか作成が進まないという現状があり

ます。令和６年の現在まで、どのような進捗状況

なのか伺います。 

○阿部昌和総務防災課参事 マニュアル策定の進

捗と見通しでございますが、平成25年10月に潮見

地区町内会連合会が作成して以降、令和６年３月

４日までは３地区のみの策定でございました。令

和６年11月までに地区連合町内会16地区のうち、

12地区がマニュアル策定済みとなったところでご

ざいます。 

 会長不在のため保留となっている地区もござい

ますが、残りの地区に対しましても、引き続きマ

ニュアル作成をお願いしてまいりたいと考えてお

ります。 

○小田部照委員 ８年ぐらい前に始めて質問し、

開設の初動マニュアルがないというような状況が

わかりました。 

 令和６年は、今までにないぐらい進歩したとい

えば進歩したのですけれども、件数的にも。た

だ、全体の避難所の数、そして現在、策定された

数はどうなっているのか、確認させてください。 

○阿部昌和総務防災課参事 指定避難所の数は市

内で48か所になります。 

 避難所マニュアルが策定されたのが、先ほど言

いました地区連合町内会の16地区のうち12地区と

なっている状況でございます。 

○小田部照委員 すみません、僕の認識、もう

ちょっと指定避難所ってあるのかなと、数たしか

70ぐらいあったようなイメージだったのですが、

48で間違いないですか。これは小中学校とかの避

難所も合わせてですか。小中学校とかの避難所の

初動開設マニュアルはもう策定されているのです

よね、伺います。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後５時28分 休憩 

───────────────────────── 

午後５時33分 再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

小田部委員の質疑に対する答弁から。 

○日野智康総務防災課長 指定避難所の数でござ

いますが48避難所ということで、施設数は間違い

ございません。 

 今回、自主開設運営マニュアルを作ってくれた

地区連合会16ということでした。この16の中に、

いろいろな連合町内会がありますけれども、その

中に48、いろいろな施設がございます。そこの施

設に逃げ込むような避難のマニュアルになってい

ますので、48の中でマニュアルがないような施設

については、高等学校だとか、そういう私たちが

管理していない施設が何個か入っていますので、

その部分の自主運営マニュアルというのはないと

いうような状況でございます。 

 今の高校とかの施設というのは、私たちの管理

ではなくて、指定避難所にお願いしているような

状況になりますので、そこの部分は、自主開設運

営マニュアルは作る予定はないということでござ

います。 

 それで、12地区名ですけれども、駒場地区連合

町内会、潮見地区町内会連合会、向陽ケ丘地区連

合町内会、北連合町内会、つくしケ丘地区連合町

内会、西網走地区行政連絡協議会、東部地区町内

会連絡協議会、南部地区自治会連合会、呼人地区

町内会連合会、新町地区連合町内会、天都山地区

連合町内会、西地区地域活動推進協議会、この12

地区が作成いただいております。 

 まだ、策定できていないところが、桂町連合町
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内会、台町地区連合町内会、鱒浦地区町内会連合

会、この町内会になります。 

○小田部照委員 今の御説明いただいた16地区

で、網走の全体の地区を網羅できるというイメー

ジでいいのでしょうか。 

○日野智康総務防災課長 地区連合会各いろいろ

な場所にございまして、網走市の区域内全て網羅

できると考えてございます。 

○小田部照委員 まずは、その16地区全体を目指

してということは、あと４地区初動マニュアルが

あれば、最低限の地区として網羅はできると。各

避難所はできないけれども、地区としての対応が

なされるという意味で理解いたしますが、この策

定された初動開設マニュアルを地域の住民には、

どのように周知しているのでしょうか。また、今

後していく予定なのか伺います。 

○日野智康総務防災課長 策定いただいた地区に

おいては、地区の人たちに主体的に作っていただ

いていますので、そのマニュアルに基づきまして

訓練だとか研修を通じて、地域の実情に合わせた

マニュアルに加筆訂正を行っていただいていると

いうふうな状況でございます。 

○小田部照委員 そうではなくて、作ったマニュ

アルをその地域の住民に、みんなに知ってもらわ

なければいけないのだと思います。もちろん町内

会に入っていない、加盟していないような住民も

たくさんおりますので、場合によっては、外国人

の方もいるわけですよね。その地域の人たちにこ

ういう避難所にこういう初動マニュアルを作った

からということをきちんと周知して、わかって理

解してもらった上で、定期的にマニュアルに沿っ

た訓練をするということが災害時、もしもの備え

に必要なことなのだと思いますが、その辺の周

知、わかってもらうということの理解、どのよう

な周知徹底していくお考えなのか伺います。 

○日野智康総務防災課長 地区の訓練のときに

は、もちろん私たちも入っていきたいと思ってい

ますので、そのときに参加者の人たちにこういう

ものがこの地区にはあるのでということで広く周

知をかけていきたいと思っております。 

○小田部照委員 避難訓練に参加していただける

市民ばかりでもないのですよ。避難訓練には行け

なくても、こういうところにこういう初動マニュ

アルがあるので、誰が開けて誰が運営して、避難

者のチェックリストは誰がやるという全てのマ

ニュアルが多分完成しているのでしょうから、そ

ういうことを地域住民に落とし込んでいかなくて

はいけないのだと思うのですよね。それぞれの

様々な地区でやり方は違うのでしょうから、起こ

り得る災害の種類も含めて。その辺の周知はどう

やってやるのですかという意味なのですけれど

も。 

○日野智康総務防災課長 基本的に、このマニュ

アルだったのですけれども、各自治会の人の体制

に合わせて連絡網等もそれぞれの地区連合会で

作っていただいているというような状況なのです

よね。なので、その人たちが基本的には主体と

なって、自分たちがもちろん避難所を開けに行き

ますけれども、開けられないときにどのような対

応をしなければならないかというようなものを落

とし込んだマニュアルになっておりますので、そ

こは役員ですとか班体制ですとか、そのような地

区の人たちの連絡体制の中で、回覧回してもらう

だとか、災害時にはこういうものを作りましただ

とかというようなことは周知いただきたいという

ふうに思っております。 

○小田部照委員 今の段階では、そういう程度な

のですね。 

 令和７年度は、ほかの地区でもマニュアルはで

きるという認識でよかったですか。 

○日野智康総務防災課長 ほかの地区にも働きか

けはしていきたいというふうに思っております。 

○小田部照委員 働きかけしてきたのですよね。

きたけれども、できていないのですよね、きっと

ね。だから、令和７年度にはできるというような

お考えでいいですか。 

○日野智康総務防災課長 地区によっては、今、

会長が不在だとか、ちょっと人的に役員の人数が

いなくてマニュアルを作れないだとかというよう

な理由を話されるような町内会もございますの

で、そこの部分は、その体制が整ったときにぜひ

作っていただきたいというお願いをしてきていま

すので、新年度、７年度に必ずそこの地区ができ

るというようなことは、今の段階ではお話できな

いかなと思っております。 

○小田部照委員 大変な作業ですから、状況を確

認いたしました。ただ、やはり必要なものですの

で、せっかくこうやってお金かけて備品そろえて

も、運営を誰がするのかと決まっていなかった

ら、なかなか何かあったときの有事には対応でき
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ないと思いますので、しっかりとしたマニュアル

作成に、また今後とも御努力いただきたいと思い

ます。 

 次に、地域ＦＭ情報発信事業348万円ありま

す。ＦＭラジオ、網走市の情報発信や緊急情報の

話もありました。これは必要な支出としてあれな

のですけれども、この中身はどういうふうになっ

ていますか。 

○佐々木司企画調整課長 地域ＦＭ情報発信事業

でございます。 

 平日の一日３回、朝と昼と夕方に各５分間、網

走市で番組の放送枠を確保いたしまして、市政情

報を発信するといったような内容でございます。 

○小田部照委員 それが380万円かかるという意

味ですか。 

○佐々木司企画調整課長 そのとおりです。 

○小田部照委員 わかりました。 

 前回も僕ちょっと言わせてもらったのですけれ

ども、これは大切な公金を支出して、ただ必要な

ことだからということでみんな認めているわけで

すけれども、肝腎なラジオが一体どれぐらいの方

が実態、聞かれているのか。やはりラジオ業界と

しては、リスナーの把握というのは非常に重要な

ことなのだと思います。ラジオをどんな人が聞い

て、どの時間帯に聞いているのかということをき

ちんと実態を把握して、その上で公金を支出して

有効に活用していただきたいと思います。 

 このリスナーの把握というのはされていないの

でしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 ＦＭあばしりの運営会

社によりますと、聴取率は把握していないと伺っ

ております。 

市が昨年３月に行いました情報発信に関するア

ンケート、こちらの結果では、ふだん市の情報を

得ている媒体として、ＦＭあばしりと回答した方

が11％おりました。現在も３月21日を期限といた

しまして、同様のアンケートを実施しております

が、中間集計では13％となっております。一定

数、リスナーがいるのだなというふうに認識をし

ております。 

今後、同様のアンケートを実施する際に、例え

ばふだんからＦＭあばしりを聞いていますかと

いったような設問を設けることで、聴取率の把握

に努めてまいりたいと考えております。 

○小田部照委員 聴取率の把握、リスナーの把握

ですよね。これはぜひ努めていっていただきたい

と思いますけれども、どうなのですか。 

○佐々木司企画調整課長 運営会社のほうでは情

報を持ち合わせておらず、聴取率を把握する意向

もないようでございますので、市のほうでアン

ケートを実施いたしまして、把握に努めてまいり

たいと考えてございます。 

○小田部照委員 やはりラジオ業界はリスナーの

調査ってすごく重要なことなのですよね。今、ラ

ジオの魅力向上だとか、ターゲットをどうだ、こ

の市場の拡大も含めて、これは市でアンケート調

査を行うのなら、市でやってあげられるのなら、

ぜひやってあげていただきたいと思うのですけれ

ども、どうですか。 

これは大切な公金を出しているので、一体その

効果ってどれぐらいあるのかということもきちん

と分析すべきだと思います、これは。 

ＬＩＮＥとかだったら、ＬＩＮＥ登録者数、

メールも登録者数で大体把握できるじゃないです

か。ラジオも必要だから公金を支出しているので

しょうから、みんなこれは別に認めているのです

から、ただやはり実態をしっかり把握して、これ

に本当に効果があるならもっともっといろいろな

活用方法もあるのでしょうし、リスナーが少ない

のなら増やす方法も考えなくてはいけないでしょ

うし、これはちょっともう少し市でも対応できる

のなら、ラジオ局のほうがリスナー調査する気な

い、意向がないというのが何でかなと思うのです

けれども、その辺もう一回いいですか。 

○佐々木司企画調整課長 ＦＭラジオを用いた情

報発信でどれほどの効果があるかというところで

は、市で実施いたしましたアンケートで11％から

13％、ラジオから情報を得ているという数字は出

ておりますので、ここの部分については、一定数

リスナーがいるのだなという解釈をしてございま

す。 

ただ、ラジオ自体が皆さんふだん聞いていらっ

しゃるのかどうなのかというところは、テレビで

言うところの視聴率ですけれども、そこの部分に

ついては今確固たる数字を持っておりません。運

営会社のほうでも、有線での配信のほう、あるい

は運営会社が公式に立ち上げているＬＩＮＥ、こ

ちらの登録数については数字を持っているようで

ございますが、ラジオ自体は機材さえ持っていれ

ば、どこでも聞けるというものでございますの
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で、なかなかテレビの視聴率のように仕組みとし

て視聴率を出すことが難しく、いずれにしてもア

ンケートを実施しなければ、それが出せないのだ

といったような背景があるやに聞いてございます

ので、情報発信に関するアンケート、市は今後も

継続してやっていきますので、その中で併せてラ

ジオをふだん聞いていらっしゃるかどうかという

ところは並行して、設問を設けて集計してまいり

たいと考えてございます。 

○小田部照委員 ひとまず理解いたしますけれど

も、公平性と透明性をしっかりと持った公金の支

出にしていっていただきたいと思います。 

 ラジオに関して、他の委員からもありました防

災ラジオ、大分去年いろいろなところで配ってい

たみたいで大分減りましたね。でも、まだ2,700

台ですか、残っているのですよね。これは前も聞

きましたけれども、ラジオはやはり電化製品なの

で耐用年数があるのですよ。調べると、一般的に

は５年から10年と言われています。ラジオを配布

したのは、たしかブラックアウトがきっかけの事

業だったと思うのですよね。何かちょっと目的も

何もかも変わってしまっているのですけれども、

でも無駄なものはということでこういうふうに

なってきた流れはあるとして、もう５年たってし

まっているような気がするのですけれども、何年

たっていますか。ブラックアウトって2018年。 

○阿部昌和総務防災課参事 ラジオなのですけれ

ども、最初初期導入年度が元年ですので、６年経

過したところでございます。 

○小田部照委員 ６年経過して、いまだに残って

いる部分も、先ほど御答弁で何年か単位で１年で

500でしたか、そのぐらいをはけたいと。もう完

全に10年たってしまうのですよね。だから、もう

最初に配ったものは耐用年数５年だとしたら、６

年ということで、そろそろ緊急ラジオなんて聴け

なかったら何も意味ないし、これは電化製品なの

で必ず耐用年数はあるのですよ、当然。置いてお

くだけで、使ってないから何百年もつものでもな

いのですよ。これってどうなのですか。貸与だけ

れども、入れ替えたりしていくお考えなのです

か。また新しいものを買って、そんなことするの

ですか。どういう考えなのですか。それとも、５

年たったものを、今あるものを入れ替えていきま

すか。どういうお考えなのか伺います。 

○阿部昌和総務防災課参事 入替えについては、

現在のところ考えておりませんので、今ある在庫

の中で対応してまいりたいと考えております。 

○小田部照委員 だから、既に６年が経過してい

るわけですよ。だから耐用年数は平均ですけれど

も、５年から10年と言われているのですよ、もっ

ても。だから、完全に防災ラジオとして機能を果

たさなかったらいけないのですから、どうです

か。今あるから、使っていないから、またあと５

年、10年もつのだというようなお考えでいいので

しょうか。 

○秋葉孝博企画総務部長 耐用年数ですけれど

も、ラジオは一般的に今おっしゃるとおり５年か

ら10年というような、財務諸表では５年とかいう

のですけれども、実際には10年程度もつというこ

とがあって、実際ラジオって壊れにくいのですよ

ね。今、現状として、私どものほうに故障したと

かというのは、それほど多い数ではないです。た

だ、数があるので、やはり使えないというのは、

故障したという、取り替えてほしいという要望は

あります。 

 どこまで引っ張るかということがひとつあっ

て、基本的には耐用年数と言われる10年までにつ

いて、まず更新はそこで判断をすることになると

思います。ただ、現状として、故障が頻発してラ

ジオの聞こえが悪いというようなお声は聞いてお

りませんので、まずは耐用年数に沿って考えたい

と思います。 

 次、更新する際なのですけれども、やはり同報

系無線を本当に海岸線に全部配置できるか、網走

の地形的に全部配置できるかといったら、これは

やはりなかなか困難だと思いますので、災害、い

ざというときにどれだけ皆さんにお知らせできる

かというのは、やはりＦＭを通じたラジオという

のが有効な手段だろうと。幸いなことに大きな災

害を経験していないので、私たちはあまり地域Ｆ

Ｍがあることについて、すばらしいことだという

認識がないのですけれども、北見日赤の根本さん

は、北見市から比べてやはり網走にはＦＭがある

ことが、いざというときに全く違うというような

評価もいただいておりますので、そこについて

は、更新については10年をめどに考えたいと思い

ます。 

○小田部照委員 10年をめどに考えるお考え、ま

だ耐用年数がありますからね、それは当然なので

すけれども、先ほど他の委員の答弁の中で、何年
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かスパンで500ずつ配るといったら、あと４年、

５年かかるのですか。と思ったら、配った瞬間に

10年ですよ。 

○秋葉孝博企画総務部長 私、今お話ししたの

は、現状としてまず耐用年数はもつだろうという

ことで、今実際に配っていますので、聞こえが悪

いとか故障が頻繁に起こるようなことになれば、

当然前倒しして更新しなければいけませんし、10

年過ぎても使えるというような状況であれば、そ

こはなるべく長いこと使いたいというのが私ども

の考えです。そこは、状況を見ながら対応したい

と思います。 

○小田部照委員 これも本当に大切な公金でラジ

オ事業を展開していますので、今本当に無駄に

なってしまっている部分というのを一生懸命受け

取っていただいている状況ですけれども、何とか

本当に財政大変な状況ですから、無駄のないよう

に工夫して対応していっていただきたいと思いま

す。 

 次に、高齢者運転免許自主返納事業、これも以

前から確認させていただいておりますが、どこバ

スの定期券３か月分、返納すると頂けるのと、バ

スやタクシーいろいろなものに使える１万円分の

公共交通のチケットを頂けるのですよね、返納す

ると。これは何人かに言われるのですけれども、

どこバスを利用したこともないし、いきなり定期

券３か月分もらっても活用しない、無駄になって

しまうという声も何人かいただいております。こ

れは去年もあれなのですけれども、これ、選べる

ようにしてあげたほうがいいと思います。 

 どこバスにも使ってほしいという思いはわかる

けれども、でも、どこバスの支援の事業というの

は地域公共交通の支援で別枠組みであるので、こ

れはあくまで免許の返納した方に公共交通、何か

困らないようにというような支援の一つだと思い

ますので、これはぜひ選択できるような体制にし

ていっていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 最近、本格運行さ

れました予約制バスという新しい交通機関である

どこバスを一度試していただきたいことから、交

通費負担を軽減し、どこバス利用の動機づけを図

るため、免許返納の機会に併せてどこバス定期券

を交付しているものです。 

どこバスにつきましては、路線バスより細かく

乗降場所を指定するなど、利便性向上を図ってい

ますが、既存の交通機関でかつドア・ツー・ドア

で目的地まで行けるタクシーに比べると、利便性

の面などではどこバスを利用したことがない方へ

の交通機関選択に対する訴求力は低いと推察して

おりまして、公共交通利用券とどこバス定期券の

選択交付とした場合、公共交通利用券を選択する

方が多くなる、どこバスを試していただきたいと

いう目的が達せられないと考えております。 

 なお、どこバス運行の地区の方におきまして

も、障がいがある方であるとか、介護認定を受け

ている方などやむを得ない理由で、どこバスが利

用できない方については、どこバス定期券に代え

て公共交通利用券を交付しているところでござい

ます。 

○小田部照委員 免許返納した高齢者の方々か

ら、これをもらっても使わないんだよという声を

いただいているのですよ、実際。地域の住民の声

をちゃんと反映させて事業展開してくださいよ。

これ、議会の声ももちろんそうですけれども。 

 実際に郊外地区のどこバスが走っていない地域

には、タクシーでも何でも使える利用券を２万円

分支給しているわけですよ。実際そうじゃないで

すか。どこバス走っているからって無理やり１万

円と強制的にどこバスの３か月分の定期券、どこ

バスを利用してもらいたいという思いとまた違い

ますよ。地域の住民の利便性を考えたら、これ無

駄になってしまっているのですよ。 

だって、どこバス応援する事業は公共交通と別

の支援でしているじゃないですか、ちゃんと。こ

れはあくまで免許返納者に対してですから。利用

できるような仕組みにしなければいけないです

よ、同じお金ですから。結局同じどこバス３か月

分って多分１万円程度なのでしょうね。同じ２万

円の支給をしているのですから、これは地域住民

に利用され、ありがたいように改善しなければい

けないですよ。何でそんなかたくなに訳わからな

い答弁するのですか。もう一度お願いします。担

当課ではあれでは、上の方、お願いします。 

○田邉雄三市民環境部長 令和３年からこの事業

をやっていまして、当初は交通利用券１万円から

始まりました。令和３年、令和５年に一部見直し

をして今の形になっているわけですけれども、や

はり公共交通のバスが少なくなってきている、タ

クシーも少なくなってきている、そういった中



 

－ 59 －

で、どこバスというものが新たに導入されてきて

いるという、この初期のまだ段階だと思っており

ますので、そういった段階で、公共交通券を使う

方は大体タクシーが多いというふうになっていま

すので、ただ、タクシーも少なくなってきてい

る。バスも減便していて、バス停までは遠いと、

そういった中でどこバスというのが今出てきてお

りますので、そこは実際体験をしてもらって、い

ろいろな公共交通を選択していただく、そういう

期間だと思っておりますので、今現在は現在のま

まいきますけれども、これがある程度どこバスが

普及されてきたときには検討になるかと思います

けれども、現段階では今の方法で交付していきた

いというふうに考えております。 

○小田部照委員 市の考え方は考え方で理解いた

しますけれども、でも住民の考え方は全然違うの

ですよ。やはり利便性がいいほうがいいですよ。

それを求めているわけです。そういう声なので

す。実際使っていないで無駄になってしまってい

るのです。使ってほしいからそうしているけれど

も、使っていない方はたくさんおられるわけで

す。もともと乗っていない方、なかなか不便です

から。そういう方いっぱいいるので、その辺

ちょっと柔軟に対応していただきたいと思います

けれども、簡潔にと言ったので、これぐらいにし

ておきますけれども、その辺ちょっと柔軟に協議

してみてください。この令和７年、これからの事

業ですので、よろしくお願いします。いいです。 

○田邉雄三市民環境部長 もともとの考えは１万

円の交通券で始まっていますので、どこバスが

入って、多様な公共交通の利用というところで上

乗せをしておりますので、そこの部分は郊外はな

かったので、上乗せをしておりますけれども、基

本は１万円ということになっておりますので、今

いろいろな公共交通が縮小する中で、いろいろな

選択肢をというところで上乗せをしている期間で

ありますので、そこの部分はどこバスを入れての

上乗せ分だということで、令和７年度もそういう

考え方で行っていきたいというふうに考えており

ます。 

○小田部照委員 今、１万円で始まった事業です

と言うけれども、１万円で始まった事業でも２万

円になっているのですよ。郊外地区はね、どこバ

ス走らないからと２万円にしているじゃないです

か、支給。これは本当に、逆に言えば郊外地区の

方はタクシー券でよかったよと。どこバスが走っ

ている町場の方は、逆にそれは使わないから無駄

になってしまうのだよと。だから、使いたい人は

使ってもらえばいいし、選択肢を与えるというこ

とは全然公平的にもいいと思いますけれどもね、

僕は。そういう住民の声があるのは事実ですから

ね。それをかたくなに、いやいやいや、３か月の

定期券なのだよ、使わなくてもこれなんだよ、１

万円の事業でスタートなんだよという言い分は、

俺は理解できません。もう少し柔軟に対応すべき

です。そういう声がずっとあるのですから。お願

いします。それをちょっと申し添えて、様子見

て、状況見ながら、また別のときに確認いたしま

す。今、頑張ってもあれなのでね。 

 次に、コミュニティセンターの管理運営事業に

ついて確認させていただきます。 

 これは他の委員からもいろいろありましたが、

僕は前回の一般質問で、子供たちのスポーツ環境

の質問に対して、小中高のコミセン、体育館や総

体、スポトレ含めて、利用料の無償化もしくは減

免をというような質問をさせていただきました。

コミセンの子供たちの利用に関しては、令和７年

度、どのような減免措置または無償化、検討協議

がなされているのか伺います。 

○田中靖久市民活動推進課長 教育委員会で、学

校施設の開放であるとか、体育館などの体育施設

の利用負担の軽減について、そういった検討をさ

れていることと存じますが、その方向性が示され

た後に、コミセンの開放についても具体的な話が

あると認識しております。 

○小田部照委員 ちょっと答弁がわからなかった

のですけれども、要するに、令和７年度、コミセ

ンを、子供たちのスポーツ環境、少年団、民間ク

ラブ、中高の部活動ですね、こういった子供たち

が利用する場合はどのような減免が、無償化が検

討されているのかと聞いたのですよね。 

 前回の答弁でも、コミセンなどは条例の改定だ

とかも必要なので調整と協議が必要だみたいな答

弁をいただいているのですよ。どんな調整、協議

がなされているのか確認したかったのですけれど

も、いかがですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 指定管理者の利用

料収入の観点という部分もございますので、利用

料を免除するという部分は難しいと思いますが、

実際少年団等の利用の中で減額している部分もご
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ざいますので、同様の取組をしていくことになり

ます。具体的に、さらにまた進んで免除するとか

という検討は現在のところはしておりません。 

○小田部照委員 協議が必要だ、検討が必要だ、

時間が多少必要だというような答弁をもらったの

だけれども、何の検討もされていないのなら、こ

れ、事件だよ。議会での質疑、答弁するといって

その場しのぎで、何も検討されていないというこ

となのか。そんなの議会軽視も甚だしいよ。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午後６時06分 休憩 

───────────────────────── 

午後６時20分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 小田部委員の質疑に対する答弁から。 

○田邉雄三市民環境部長 子供たちのクラブチー

ムとかの練習場所としてのコミセンの開放、利用

ですけれども、教育委員会は協議がありまして、

教育委員会のほうで教育委員会関係の施設ですと

か、あと開放の考え方、その辺がまとまった段階

で、改めてコミセンのほうの調整をお願いしたい

と言われておりますので、そこの協議の結果を市

民環境部としては待っている状態です。 

○小田部照委員 教育でしっかりやらせてもらい

ます。 

 終わります。 

○井戸達也委員長 それでは、次の質疑者、挙手

願います。 

○古都宣裕委員 予算書47ページ、庁舎管理費の

うち新庁舎開庁記念事業について、まず伺いま

す。 

 内容についてはわかったのですけれども、この

569万1,000円のうち200万円が寄附金で賄われる

ということでした。これ確認なのですけれども、

残りの369万1,000円というのは一般財源ですか、

何らかの補助金が当たるのですか。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 そのとおり一般

財源になります。 

○古都宣裕委員 これは、端的に見て、ちょっと

高いなと思うのが正直な印象です。夏まつりでも

200万円、花火でも400万円、さんご草まつりは50

万円ちょっととか、いろいろ見ていても、その中

でもそういったイベント的なものに対しては高い

なと。これはなぜ６回に分けて、一回の大きなも

のではなくて６回に分けてやろうと思ったのです

か。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 中心市街地に市

役所が開庁したということで、市役所を市民の集

まる場所として活用いただくため、中心市街地で

開催する夏まつりまで、新庁舎を活用した自主的

な活動のきっかけを行う例示イベントとして、６

回このようなことをやりますという示し方でさせ

ていただいております。 

○古都宣裕委員 ６回行う意味って何ですか。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 回数を具体的に

６回というふうに決めたわけではなかったのです

が、いろいろこのような行事をお願いしたいと

か、協議をさせていただいている中で、６回調整

がついたというのが現実的なお話だと思います。 

○古都宣裕委員 これだけ大きな予算がある中で

イベントを行うなら、大きな何かにぎやかし的に

１回のイベントではなくて、細切れに何個も分け

ようとした理由がよくわからないのですけれど

も。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 中身的に、最初

のほうの開庁式を祝うイベント以外は、このよう

な例示イベントというような形でさせていただい

ています。開庁イベントにつきましても、そのよ

うな開庁のセレモニーみたいな形でも使えますよ

という表示イベントなものですから、一応このよ

うな形ができるという例示の見せ方として６回さ

せていただいたというのが現実なところになりま

す。 

○古都宣裕委員 基本的に市役所というのは、市

民サービスの向上に努めるものだと僕は思ってい

るのですけれども、これ、市民サービスの向上に

何かつながるのかなと思ったときに、いや、200

万円寄附もらって、そういうイベントをやっても

らいたいなという意思はわかったのですけれど

も、ほかのいろいろな予算、いろいろ削減等頑張

られている中で、プラス370万円近くかけてこう

したイベントを行う意味というのが、今の説明か

らはあまり見えてこないのですけれども、何かあ

るのですか。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 ２月25日に新庁

舎が開庁しまして、冬期間ということもありまし

たので、開庁式以外にイベントが実施できないと

いうこともありまして、新庁舎開庁記念事業を令

和７年度に実施、計上させていただいたものであ
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ります。 

 新庁舎が市民に親しみを持ってもらうこと、今

後の個々の活動の拠点として活用していただくた

めに、このような６回の例示イベントを考えさせ

ていただきました。 

○古都宣裕委員 何かあまり思いが入っていない

のかなと思うのですよね。２月でオープンだから

冬だからできないと言いますけれども、７月５日

のピアノコンサート、これ外でやるのですか。中

でやるのではないですか。そうしたらできたので

はないですかね。そういったところも含めて、考

える検討の余地とかあったのではないのかなとも

思いますし、何かいろいろよくわからないなとい

うところが、逆に見えてくるのですけれども、ど

うなのですか。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 まず、４月に行

います１回目のイベントというのは、駐車場のほ

うで行いますが、駐車場で行うイベントが１回

目、２回目、３回目、４回目になります。５回

目、６回目が市役所の中、いわゆる市民ホールを

使ってやるようなイベントになります。４回目な

のですが、４回目については、駐車場と市役所の

中、議場を避難所にして訓練を行いますので、中

も使いますので、一応駐車場と市民ホール、建物

を使ったイベントということで検討させていただ

いて６回というのができたというふうに考えてお

りますので、そのようなことで進めさせていただ

いています。 

○古都宣裕委員 開庁が２月の下旬であって、３

月何もしないで、４月の末ですね。２か月ぐらい

空いてからいきなりセレモニーが始まると。これ

はちょっと、うん？ってなってくると思うのです

よね、市民の方も。逆に最後の７月のイベント２

回は庁舎内を使って行うもの。これ、逆じゃない

ですかね。逆に３月とか４月の頭とかにこうした

ものを庁舎内で行ったほうがまだよかったと思う

し、こうした在り方、ちょっと何か疑問符がつく

のではないのかなと思うのですけれども、その辺

の検討というのはどうだったのですか。 

○渡辺昭新庁舎開設準備室参事 昨年、予算要

求、令和６年度予算要求のときに、開庁事業、開

庁式の予算というのを組ませていただいているの

ですが、その中で、冬期間にやるということで、

記念イベントみたいなものは次年度以降にさせて

いただくということで、説明させていただいてい

るというふうに認識しておりますので、令和６年

度については、そこの記念イベントを行う予算が

まずないという前提に立っていますので、当初の

段階から令和７年度に行うということで進めてき

ていると認識しております。 

○古都宣裕委員 本当に市民に求められているの

かなと、僕はちょっと疑問に思います。 

 次に、49ページなのですけれども、市民情報

ネットワーク推進事業として、公衆フリーＷｉ－

Ｆｉ管理事業というのがあります。これは昨年

度、61万5,000円だったのが倍以上になっている

のですけれども、この内容について、まず教えて

ください。 

○高橋剛情報政策課長 公衆フリーＷｉ－Ｆｉ管

理事業についてですけれども、こちら本年度、令

和６年度に新庁舎において、庁舎内と駐車場に市

民が利用できるＡＢＡＳＨＩＲＩ Ｃｉｔｙ Ｗｉ

－Ｆｉを整備してまいりました。新庁舎におきま

しては、五階建てということで、必然的に必要な

アクセスポインの台数が多くなります。それに伴

いまして、アクセスポイントの保守の費用が増え

たため、予算額が増加したものでございます。 

○古都宣裕委員 これは、旧庁舎では何個あっ

て、今、新庁舎でアクセスポイントが何個になっ

たのですか。 

○高橋剛情報政策課長 旧庁舎では、２階にアク

セスポイントが１か所設置しておっただけでござ

います。 

○古都宣裕委員 新庁舎は。 

○高橋剛情報政策課長 新庁舎におきましては、

１階にアクセスポイント２か所、２階に１か所、

３階に１か所、４階に１か所、５階が３か所の屋

内は計８か所、ポイントを整備しております。 

○古都宣裕委員 これは、フリーＷｉ－Ｆｉとい

うことで、多分市庁舎を利用する方、市民の方が

使えるようにということだと思うのですけれど

も、前回には旧庁舎２階に１か所だったというの

が、全然足りなかったのですかね。回線がパンク

するようなぐらいのアクセスがあったから、これ

だけ必要になったということなのですか。 

○高橋剛情報政策課長 旧庁舎２階に設置したＷ

ｉ－Ｆｉにつきましては、総務省の国庫補助金を

利用して設置したものでございまして、基本的に

災害時の対応を主として、災害時に対応する本部

を設置するときに利用するということを主眼にし
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て設置したアクセスポイントでございます。今

回、新庁舎に設置したアクセスポイントにつきま

しては、このような補助を受けず単費で設置して

おりますので、市民の方が自由に使うことを主眼

にして整備を進めていたものでございます。 

○古都宣裕委員 質問の趣旨が違うのですけれど

も、１か所のもので足りなかったから、これだけ

多くつけるということですか。 

○高橋剛情報政策課長 旧庁舎のアクセスポイン

トがパンクしたということは報告は受けていませ

んけれども、今回、新庁舎にアクセスポイントを

設置するときに、例えば１階では市民ホールを中

心に２か所設置しております。アクセスポイント

は１か所当たり大体推奨で同時接続が75、接続で

きるということで、市民ホール同時接続150を確

保するというような、各階それぞれ、ある程度市

民の方が同時接続できるキャパシティーを確保す

るアクセスポイントを設置したということでござ

います。 

○古都宣裕委員 果たしてこれだけ多く同時接続

するようにする必要性があったのですかね。ラン

ニングコストとか考えたときに、そこまで必要で

はなかったと思うのですけれども、それをなぜこ

んなに必要だというふうに考えたのですか。 

○高橋剛情報政策課長 設置箇所につきまして

は、基本的に、先ほど御説明したとおり、市民が

利用するエリアを中心に整備したところでござい

ますけれども、それ以外に議員が利用するＷｉ－

Ｆｉも同じアクセスポイントを利用することで、

イニシャルコストを抑えておるところでございま

す。なので、５階につきましては、議員が利用す

るエリアにもアクセスポイントを設置したところ

でございます。 

 また、新庁舎では複数のＷｉ－Ｆｉネットワー

クが存在することから、電波のチャンネルを自動

制御するコントローラー機能を有するアクセスポ

イントを整備しております。 

○古都宣裕委員 わかりました。新しくなった上

で、ランニングも上がったのだなというところ

で、その辺は理解しておきますけれども、防災の

観点とかも含めるのであれば、いろいろなやり方

もあったのではないかなとは思うのですけれど

も、ここはその辺でいいです。 

 次に、53ページ、広報広聴活動事業について伺

います。 

 まず、広報あばしり作成配布事業について聞き

たいと思います。 

 こちら、以前伺ったのですけれども、配布を連

合町内会に委託した上で、各町内会でお願いして

いる部分が多いと思うのですけれども、そこをい

ろいろな町内会に聞くと、配布が手間だと、実動

している人たちの話で、やはり高齢化によってな

かなか難しくなっているとか、次、班長とかで

配ったりするところもあるのですけれども、広報

配布があるから、ちょっともう年的にそうしたも

のが引き受けられないからと、次にパスしてやっ

てしまうと。班長が負担になるから、次はもう抜

けますとかいう形で、町内会からなかなか抜けて

いく要因の一つになっているのではないかなとい

う質疑をした上で、連町でアンケートを取って、

現状、実態を把握した上で、今後業者委託を、過

去そのようにやっていたので、戻すのも含めて検

討しますという回答をいただいていたのですけれ

ども、その現状について伺います。 

○佐々木司企画調整課長 昨年７月、町内会連合

会と市共同でアンケートを実施いたしました。町

内会のアンケート調査を実施いたしました。全

197町内会に配布し、117町内会から回答が得られ

ました。回収率は約59％でございます。 

 「あなたの町内会では広報紙の配布を今後も継

続できますか」、こういった設問に対しまして、

「今後も継続できますよ」、こうした回答が

67％、一方で、「継続が難しくなってきている」、

こう答えた町内会が28.7％の結果でございまし

た。 

町内会が組織されていないような地区につきま

しては、周辺の町内会、あるいは町内会連合会の

職員、また町連からの個人受託者により全世帯へ

配布しており、なかなか厳しくなってきていると

いう声がありますけれども、現在のところ、まだ

全世帯配布ができているというふうに認識をして

ございます。 

ただ、近年、少なからず町内会が解散する例が

見られますので、現在と同様の仕組みで今後も対

応が可能なものなのかどうなのか、以前やってい

たような事業者にお願いをして配布委託をするよ

うな状況が迫ってきているものなのかどうなの

か、その辺は、実態も含めて町内会連合会とよく

意見交換をして、相談をしてまいりたいと考えて

ございます。 
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○古都宣裕委員 まだできると答えているのが

67％ある一方で、やはりその中にも一定数実際に

配るときに負担だと思う人はどんどん抜けていっ

ているという実態があるものですから、そうした

ところが進んでいくことによって、町内会の崩壊

につながっている部分というのは否定できないと

思います。そうした部分、実態を交えて、そうし

た部分もしっかり検討していただきたいなと思い

ます。 

 次に、その下段、ホームページ管理事業につい

て伺います。 

 ホームページ、リニューアルされて大変見やす

くなった部分があって、いいなと思う一方で、各

種アンケート等を取っている部分があったりする

中で、それらもホームページに記載されているの

を存じているのですけれども、先日、子育て支援

のプランのアンケートが質疑したところ、幼稚園

のほうから送られてきて、それを私のほうで開い

てみたところ、ホームページにはつながるのです

けれども、ＰＤＦの資料を自分で見て、その後、

さらにエクセルのシートのところをクリックして

開いて、そのエクセルを自分でプリントアウトし

て、記入して、メールないし送付するような形に

なっているのですよね。 

 この時代に、ましてやデジタルネイティブがほ

とんどいるような幼稚園や子育て世代に対して、

それはちょっとないのではないかなと。今だった

らフォームでアンケートを答えてそのままポチッ

と押せばできるような形にもうできると思うので

すよね。それがなっていないのですけれども、そ

うした形にやれないものなのでしょうか。 

○佐々木司企画調整課長 行政のＤＸを進めてい

る中で、現在市で実施しておりますアンケート

は、グーグルフォームなどを活用いたしまして、

ネット上でそのまま回答できるような、そういっ

た仕組みを活用しております。これを原則として

おります。 

 しかしながら、今、委員の御指摘のとおり、一

部様式をダウンロードして回答するような従前の

ような手法も散見されますので、アンケートに答

える方の負担軽減の観点からもデジタル技術を活

用したアンケートの実施について、全庁的に働き

かけてまいります。 

○古都宣裕委員 そのような形でできるのであれ

ば、しっかりとそれを全庁的にやっていただい

て、アンケートをせっかくやるからには、回答し

ていただいて、それを市政に反映するというのが

主なのでしょうから、そうした形でやっていただ

ければと思います。 

 次に、下段のほう、交通安全推進事業中、先ほ

ど来ありましたけれども、高齢者運転免許自主返

納促進事業について伺います。 

 令和６年度253万6,000円で、今回、305万円と

なっているのですけれども、令和６年度、見込実

績と令和７年度の見込みは何名予定しているので

しょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 令和６年度としま

しては、当初予算時には115名の交付見込みで予

算計上し、令和７年度については140名を見込ん

で予算を計上しているところでございます。 

○古都宣裕委員 予算当たりの執行率とかは大体

見込んだ人数どおりになっている、そして、増え

ていくという予測の下やっているのでしょうか。 

○田中靖久市民活動推進課長 失効者について

は、現在はやむを得ない理由によって失効した方

だけを取り扱っておりますので、基本的には免許

返納者の数で予算計上しているところでございま

す。 

○古都宣裕委員 では、予算どおりというような

回答なのですかね。 

 先ほど来、ちょっと聞いていた中で、小田部委

員の質疑ももっともだなと思ったのですけれど

も、古田委員の質疑の中でも、例えば自主的に免

許を更新しなかった場合はどうなのかというとこ

ろで、今もう一回同じような回答をしていました

けれども、やむを得ない事情の人は考慮するけれ

ども、自分で更新をしないと選ばれた方は、そこ

はちょっと数に入りませんよというような回答

だったのですが、それは変わらないですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 免許の失効者につ

きましては、自主的に運転しないという意思を確

認する方法が難しいこともありまして、一定の期

間内であれば、免許更新と同様の手続でまた免許

を再取得できますので、そういった意思の確認が

難しいという部分がございますので、対象として

いないところでございます。 

○古都宣裕委員 例えばですよ、免許をもう更新

しませんという人と、返す人がいる。更新しない

人が仮に更新の期日を過ぎた後に警察に行って、

免許返納という形もできると思うのですよね、更
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新しないながらも。そうしたときは、更新はしな

かったわけだけれども、そうした証明というのは

取れる可能性があると思うのですけれども、そう

した場合はもらえるのですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 基本的に免許の失

効は有効期限が切れていますので、返納するとい

う意思があって失効したというのは警察も確認は

取れないと聞いていますので、そういった証明を

出すということは伺っておりません。 

○古都宣裕委員 では、仮に期日が切れる１日前

に返納しますというのと、いや、俺は年だから運

転しないから期日をそのまま切って、もう免許は

使わないという人は、来てくれれば２万円渡すけ

れども、来なかった場合はそれは対象になりませ

んよという形の理解でいいですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 自主返納につきま

して、基本的に警察で自ら手続してもらうという

ことが前提になっておりますので、失効の場合は

全く手続もないという状況ですから、それは従前

どおり対象としないということで考えてございま

す。 

○古都宣裕委員 高齢者の運転免許自主返納促進

事業ということは、お年で判断力が鈍ってきて、

周りに迷惑かけそうだなという人たちを自分たち

から免許を返して公共交通なり使ってくださいと

いうことでやっているのだと理解しているのです

よね。その理解で間違いないとするならば、先ほ

ど、それでどこバスのチケットだとか何とかやっ

ていたわけじゃないですか。自らそれを選んでい

る人も、それは対象にしてもいいのではないのか

なと思うのですけれども、それの証明を取るのが

難しいし、もしかしたらそれだけもらって、その

後その人がこういう事情でできなかったのですと

いって更新する可能性があるからできないという

ことなのですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 更新の可能性とい

うのは、返納の意思というか、運転しないという

意思の確認ができないという一つの理由にはなり

ますが、自主返納であれば警察署に行って手続を

する、失効であれば特に手続はなく失効はそのま

まするということで、自主的な意思が確認でき

る、できないということで判断しておりますの

で、また、自主的に自主返納をしていただきたい

ということでこの事業に取り組んでおりますの

で、失効についてはやむを得ない理由がない限り

は、対象とすることを考えてございません。 

○古都宣裕委員 一方で、そんなに大きな人数で

はないとは思うのですけれども、古田委員がおっ

しゃったように、自分から身を引いて免許の更新

をしないという人もいらっしゃるとは思うのです

よ。そういう人たちのために、タクシーチケット

なり、どこバスのチケットなりというのを配って

いるのがこの事業の本懐で、先ほど言っている中

では、どこバスの利用促進もというのだったら、

若干意図とかみ合っていないのではないかなと思

うのですよね。その辺をやるのであれば、そうし

たところも失効してしまっているわけだから、そ

れをわかっていれば、別に出せないことはないの

ではないかなと思うのですけれども、そこはかた

くなに難しいのですか。 

○田邉雄三市民環境部長 この事業、制度であり

ますので、基本の部分がありまして、基本が先ほ

ど来から言っている返納することということ。こ

の事業は、促すということでありますので、そこ

の意思を確認するのに、免許の有効期間内に自ら

返していただくというところを一つの条件といた

しました。ただ、例外というのもあるのだろうと

いうところがありましたので、今年の２月から、

やむを得ない理由で失効してしまった、吹雪で行

けなかったですとか、病院に入っていたとかとい

うのもあると思いますので、そういったところに

ついては同じように取り扱うというところで、全

ての人を対象にするとかではなくて、やはり事業

でありますので、そういう意思を確認できた方に

対して事業を対象にするというところでございま

すので、そこは御理解いただきたいと思います。 

○古都宣裕委員 であれば、たしか対象は75歳以

上だったと思うのですけれども、そういう人たち

に対して、返納であればこうですというような案

内というのはありますか。 

○田邉雄三市民環境部長 基本的に、警察で免許

返納された方を対象にしておりますので、警察署

に行って免許返納されると市役所の事業が紹介さ

れるということで、警察と連携してやっていると

ころであります。 

○古都宣裕委員 75歳にきたら当然後期高齢者の

ものでいろいろ変わった書類が送られてくるので

すけれども、そのときにそういった書類はなく

て、あくまで自主的に警察に行った場合に、実は

返納されたらもらえるのですよという案内がある
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ということですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 周知につきまして

は、後期高齢に変わったときに周知するというこ

とを行っておりませんが、年度初めに広報である

とか、ホームページや、あと警察と連携して、返

納した方についてのチラシで市役所での手続を促

しているということで周知しているところでござ

います。 

○古都宣裕委員 これ、別に僕が免許返納したっ

てもらえるわけでもないし、対象者が75歳以上で

決まっているので、75歳以上になったら自動的に

対象になるじゃないですか。75歳になったとき

に、市からいろいろ通知するのだから、一緒に通

知すればいいだけの話ではないですか。 

○田中靖久市民活動推進課長 今後、後期高齢者

の所管課とも協議してまいりたいと考えます。 

○古都宣裕委員 広く家族から促すという意味で

も、そういった周知は大切かなと思いますけれど

も、対象は決まっているので、そうした部分にカ

スタマインの考えでやっていただければと思いま

す。 

 次に、105ページの消防組合負担金について伺

います。 

 組合負担金っていつもあるのですけれども、こ

の内訳はどのようなものがあるのか、ざっくりで

構わないのですけれども、教えてください。 

○小西正敏財政課長 消防負担金の内容につきま

して、消防組合に係る一般財源に対して負担を行

うものでございます。 

 内容といたしましては、消防本部に係る経費、

消防署に係る経費、消防団に係る経費、建設事業

費、公債費に分かれます。 

それぞれの額についてでございますが、消防本

部に係る経費は9,139万6,000円で、主な内容は、

職員給与7,984万4,000円、事務経費362万2,000

円、庁舎管理費167万3,000円となっております。 

消防署に係る経費は４億6,962万9,000円で、主

な内容は、職員給与４億1,371万1,000円、車両運

行管理費1,393万円、施設維持費1,288万2,000円

となっております。 

消防団に係る経費は3,951万4,000円で、主な内

容は、報酬・費用弁償2,366万円、車両運行管理

費249万円、施設管理費229万2,000円となってお

ります。 

建設事業費は6,321万7,000円で、主な内容は、

はしご車の整備4,172万7,000円、車両運用端末装

置更新1,695万2,000円、消防庁舎建設に係る設計

449万6,000円となっております。 

公債費は6,755万7,000円で、消防組合が行った

起債償還に係るものとなっております。 

○古都宣裕委員 わかりました。そこはそれでい

いです。 

 次、119ページ、先ほどもあったのですけれど

も、地方債償還金元金について伺います。 

 大型のエコーセンターが終わったことによっ

て、２億円程度、１億7,000万円減ったというこ

となのですけれども、ただ、新庁舎の建設とかで

コストが大きくかかってしまったりというので、

今後の見通しが、今後どのように動いていくのか

なということだけ知りたいのですけれども、お願

いします。 

○小西正敏財政課長 公債費、大型事業の起債は

進んでおります。一方、新庁舎の借入償還が今後

始まってまいりますけれども、既存の借入れの償

還は引き続き進んでまいりますので、健全化の指

標でございます実質公債費比率の緩やかな改善基

調は変わらないものと予測しております。 

○古都宣裕委員 ということは、これは今、約30

億円ですけれども、こういったものがどんどん

ちょっとずつでも減っていくという認識で間違い

ないですか。 

○小西正敏財政課長 今後の大型事業とか、要は

急遽の事業がない限りは徐々に減少していくとい

うことになります。 

○古都宣裕委員 わかりました。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、本日の日程であります一般会計の歳入

のうち、一般財源となる歳入と、一般会計の歳出

のうち、議会費、総務費、消防費、公債費、諸支

出金、予備費及びその特定財源に関する歳入の細

部審査を終了いたします。 

本日はこれにて散会といたします。 

再開は、明日午前10時からとしますから、御参

集願います。 

御苦労さまでした。 

午後６時55分 散会 
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